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第三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について 

 

Ⅰ はじめに 

 

 中央環境審議会においては、第三次環境基本計画（平成 18 年４月閣議決定）の着実な実行

を確保するため、毎年、国民各界各層の意見も聞きながら、同計画に基づく施策の進捗状況

などの点検を実施しています。 

 今回の点検は、前回の第３回目の点検に続き、第４回目の点検として行うものであり、事

象面で分けた分野として、「地球温暖化問題に対する取組」、「物質循環の確保と循環型社

会の構築のための取組」、「化学物質の環境リスクの低減に向けた取組」及び「生物多様性

の保全のための取組」の４分野、並びに事象横断的な分野として「環境保全の人づくり・地

域づくりの推進」の１分野の合計５分野を重点点検分野として位置付け、この分野を中心に、

関係府省の自主的な点検結果、中央環境審議会の関係各部会における個別計画の点検結果等

を踏まえ、同審議会総合政策部会において行ったものです。 

 なお、平成 20 年（2008 年）に行った第２回目の点検においては、今回と同様に上記５分

野を重点点検分野とし、重点点検分野ごとに２つの重点調査事項を設定して点検を行いまし

たが、今回の点検に当たっては、これらの重点調査事項について、その後のフォローアップ

を行うとともに、必要に応じて、重点点検分野ごとに新規の重点調査事項を設けて、点検を

行っています。 
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○ 第三次環境基本計画の点検の具体的な進め方について 

      

毎年、第三次環境基本計画の点検は、①点検方法等の審議、②関係府省の自主的な点検等及

び③中央環境審議会（総合政策部会）による審議という手順で行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       注１）日程 ： 環境基本計画点検小委員会（H22 6/4, 7/26） 総合政策部会（H22 6/16, 8/4, 9/24） 
    注２）ブロック別地方ヒアリングは、「国民、地方公共団体、事業者等の取組の把握」だけではなく、「パネルディスカッション」を通して発表された

意見も併せて、今後の計画推進の参考とすることとし、「環境シンポジウム」として実施している。 

 

また、効率的に点検を実施するため、 

・10 の重点分野政策プログラムのうち、毎年、重点的に点検を行う分野を重点点検分野として

５つ選定し、２度の点検により 10 の重点分野政策プログラムをすべて網羅する仕組みとし、 

・特に焦点を当てて審議を行う重点調査事項を設定するとともに、 

・小委員会方式の導入による対話を重視した審議を進めることとしています。 

 

参考：網掛け部分は今回の点検における重点点検分野   

重点分野政策プログラム名 H19 H20 H21 H22 

 地球温暖化問題に対する取組  ○  ○ 

 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組  ○  ○ 

 都市における良好な大気環境の確保に関する取組 ○  ○  

 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組 ○  ○  

 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組  ○  ○ 

 生物多様性の保全のための取組  ○  ○ 

 市場において環境の価値が積極的に評価される仕組みづくり ○  ○  

 環境保全の人づくり・地域づくりの推進  ○  ○ 

 長期的な視野を持った科学技術、環境情報、政策手法等の基盤の整備 ○  ○  

 国際的枠組みやルールの形成等の国際的取組の推進 ○  ○  
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Ⅱ 全般的評価 

 

１．最近の環境政策の動向 

 

 平成 18 年（2006 年）４月に第三次環境基本計画が策定されて以来、既に４年以上の期間

が経過しましたが、この間も、我が国では新たな取組が進められており、昨年の第３回点検

以降に限っても、環境分野ごとに、例えば以下のような取組が進められています。 

近年、特に関心が高まっている地球温暖化問題については、平成 21 年（2009 年）12 月に

デンマークのコペンハーゲンで開催された国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）第 15 回締

約国会議（ＣＯＰ15）及び京都議定書第５回締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ５）において、我

が国は、全ての主要排出国が参加する公平で実効性のある枠組みの構築と意欲的な目標の合

意を前提に、温室効果ガスを平成 32 年（2020 年）までに平成２年（1990 年）比 25％の削減

を目指すことを表明するとともに、「鳩山イニシアティブ」として、温室効果ガスの排出削

減など気候変動対策に積極的に取り組む途上国や、気候変動の悪影響に脆弱な状況にある途

上国を広く対象として、平成 24 年（2012 年）末までの約３年間で１兆 7,500 億円（概ね 150

億ドル、そのうち公的資金は１兆 3,000 億円（概ね 110 億ドル））の支援を実施していく旨

発表しました。また、国内では、我が国の地球温暖化対策の基本的な方向性を明らかにする

ために、地球温暖化対策に関しての基本原則や国、地方公共団体、事業者及び国民の責務、

温室効果ガス排出量の削減に関する中長期的な目標、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本計画、基本的施策等を盛り込んだ「地球温暖化対策基本法案」を平成

22 年（2010 年）３月に閣議決定し、国会に提出しましたが、６月に国会閉会に伴い審議未了

で廃案となりました。 

 物質循環の確保と循環型社会の構築については、中央環境審議会において、第二次循環型

社会形成推進基本計画（平成 20 年３月閣議決定）の進捗状況の第２回点検が行われました。

点検結果では、第二次循環型社会形成推進基本計画に定められた資源生産性、循環利用率及

び最終処分量のいずれの指標値も達成目標に向けて順調に推移していると評価されている一

方で、低炭素社会・自然共生社会の取組との連携の強化や、地域住民、ＮＧＯ／ＮＰＯ、事

業者、地方公共団体等が連携した地域循環圏の構築支援、アジアにおける３Ｒ政策の推進支

援等に係る課題が指摘されています。点検結果は、平成 22 年（2010 年）３月、環境大臣よ

り閣議に報告されています。 

 生物多様性の保全については、第三次生物多様性国家戦略（平成 19 年 11 月閣議決定）に

基づき、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する総合的な施策が進められてきました

が、平成 22 年（2010 年）３月に、生物多様性基本法（平成 20 年法律第 58 号）に基づく生

物多様性国家戦略 2010 を閣議決定し、第三次生物多様性国家戦略の構成や計画期間を維持し

つつ、中長期目標と短期目標を新たに設定しました。さらに、平成 22 年（2010 年）に、生

物多様性条約（ＣＢＤ）第 10 回締約国会議（ＣＯＰ10）及びカルタヘナ議定書第５回締約国

会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ５）の我が国での開催を踏まえた国際的な取組を充実するとともに、

ＣＯＰ10 を契機とした国内施策の充実・強化を図りました。また、平成 22 年（2010 年）は

国連が定めた「国際生物多様性年」に当たり、多様な主体からなる国家的な組織を設置し、

国際年を記念するための行事を開催することが、国連により奨励されていることから、平成
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22 年（2010 年）１月に「国際生物多様性年国内委員会」を設置し、キックオフイベントを始

めとした記念行事を開催しました。 

 大気・水環境の保全については、平成 22 年（2010 年）４月、ばい煙や排出水等の測定結

果の改ざん等に対する罰則の創設、事業者の責務規定の創設等を内容とする、大気汚染防止

法（昭和 43 年法律第 97 号）及び水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）の改正法が成立

しました。 

  

 このような環境保全施策の実効性の確保に資するよう、第三次環境基本計画においては、

施策の進捗状況等についての全体的な傾向を明らかにするため、①各重点分野に掲げた個々

の指標を全体として用いた指標群（より詳細な情報を基にした理解を重視）、②環境の各分

野を代表的に表す指標の組み合わせによる指標群（計画総体としての傾向の把握について、

理解の容易さをより重視）及び③環境の状況等を端的に表した指標（計画総体としての傾向

の把握について、理解の容易さやメッセージ性の強さを重視）を活用することとしています。 

 ここでは、理解の容易さをより重視した、②環境の各分野を代表的に表す指標の組み合わ

せによる指標群等を用いて、計画総体としての傾向を把握することとします。当該指標群等

によれば、環境の各分野の概況は、次頁のとおりとなっています。 
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２．環境の各分野の概況 

① 地球温暖化問題に対する取組の概況 

 

我が国の温室効果ガスの年間総排出量（平成20年度（2008年度））は、基準年(平成２年度

（1990年度））の総排出量を1.6％上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○ 我が国の温室効果ガス排出量は、平成 19 年度（2007 年度）に増加に転じましたが、平成

20 年度（2008 年度）は再び減尐に転じ、1,282 百万トン CO2となっています。これは、基準

年(平成２年度（1990 年度））の総排出量を 1.6％上回る値です。 

○ 我が国の総排出量の９割以上を占める CO2排出

量は、基準年を上回っていますが、その他５種類

のガスの排出量は、基準年を下回っています。 
   
（参考） 地球温暖化の現状 

 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が平成 19 年(2007

年)に採択した第４次評価報告書によると、世界平均地上気温

は 1906～2005 年の間に 0.74(0.56～0.92)℃上昇し、20 世紀

を通じて平均海面水位は 17(12～22)cm 上昇しました。また、

同報告では、20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上

昇のほとんどは人為起源の温室効果ガスの増加によってもた

らされた可能性が非常に高いとされています。 

温室効果ガスの年間総排出量 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

※温室効果ガス排出量の年間総排出量の達成目標（第３次環境基本計画ベース）は、平成

22 年度（2010 年度）において、1,231 百万トン 

 
（出所）平成 22年版環境・循環型社会・生物多様性白書  
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② 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組の概況 

 

資源生産性、循環利用率及び最終処分量は、達成目標に向けて順調に推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ いかに、より尐ない資源で、より大きな豊かさを得るかを表す資源生産性は、順調に推移

しています。 

○ 各種リサイクルの取組は進展しており、循環利用率も上昇しています。 

○ 最終処分量は、毎年、着実に減尐しています。 

 （参考）我が国の物質フロー（平成 19 年度（2007 年度）、下図）を概観すると、1,802 百万トンの総物質投入量があり、

そのうち天然資源等投入量は 1,559 百万トンと高水準になっています。 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

※ 第三次環境基本計画における各指標の達成目標は、平成 22 年度（2010 年度）において、 

資源生産性※１ 約 37 万円／トン 循環利用率 約 14% 最終処分量 約 28 百万トン 

※ 第二次循環型社会形成推進基本計画における各指標の達成目標※２は、平成 27 年度（2015 年度）において、 

資源生産性※１ 約 42 万円／トン 循環利用率 約 14～15% 最終処分量 約 23 百万トン 
資源生産性：GDP/天然資源投入量 循環利用率：循環利用量／（循環利用量＋天然資源投入量） 最終処分量：廃棄物の埋め立て量 

 
    ※１ 第二次循環型社会形成推進基本計画で新たに推移をモニターする指標が導入され、「産業分野別の資源生産性」が、その指標の１つとして位置付けられて

います。資源多消費型の財・サービスを中心に資源生産性を個別に推計していくことで、より的確にその変動の要因を分析していくこととされています。 
    ※２ 数値目標については、第二次循環型社会形成推進基本計画において新たな目標水準が定められており、その達成のために更なる取組が必要です。 
 

 
注：含水等とは、廃棄物等の含水等（汚泥、家畜ふん尿、し尿、廃酸、廃アルカリ）及び経済活動に伴う土砂等の随伴投入（鉱
業、建設業、上水道業の汚泥及び鉱業の鉱さい）。 

（出所）平成 22年版環境・循環型社会・生物多様性白書  
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③ 都市における良好な大気環境の確保に関する取組の概況 

 

Ｏｘ（光化学オキシダント）を除き、環境基準の達成率は概ね高い値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＳＯ２（二酸化硫黄）については、平成 20 年度（2008 年度）の環境基準達成率が一般環

境大気測定局（一般局）で 99.8％、自動車排出ガス測定局（自排局）で 100％であり、ほと

んどすべての測定局で環境基準を達成しています。 
 

○ ＣＯ（一酸化炭素）は、すべての測定局で環境基準を達成しています。 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

 

※大気汚染に係る環境基準達成率の達成目標は 100％ 環境基準達成率：達成測定局数／有効測定局数×１００ 
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○ ＳＰＭ（浮遊粒子状物質）については、環境基準達成率が平成 16 年度（2004 年度）まで

に大幅に改善されたものの、それ以降、平成 19 年度（2007 年度）まで低下基調にありまし

た。しかしながら、平成 20 年度（2008 年度）は、99％を上回る水準まで改善し、ほとんど

すべての測定局で環境基準を達成しています。 

 

○ ＮＯ２（二酸化窒素）については、一般局ではすべての測定局で環境基準を達成していま

す。自排局の環境基準達成率については、上昇基調にあり、平成 20 年度（2008 年度）につ

いては 95.5％（全国）となっています。 

 

○ Ｏｘ（光化学オキシダント）については、平成 20 年度（2008 年度）の環境基準達成率は

わずか 0.1％であり、依然として低い水準となっています。 
 

 
 

○ OX（光化学オキシダント）や SPM（浮遊粒子状物質）の原因物質の一つである揮発性有機

化合物（VOC）については、平成 22 年までに、工場等の固定発生源からの排出量を平成 12

年度（2000 年度）（147 万トン／年）比で３割程度削減することを目標としており、平成 19

年度（2007 年度）（115 万トン／年）において、平成 12 年度（2000 年度）比で約 23％削減

されました。 

 

○ VOC から Ox や SPM への生成機構については、現在シミュレーションにより科学的知見を集

積しているところであり、大陸からの越境汚染への影響と併せ、今後解明していくことが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 都市域における年間の 30℃超高温時間数及び熱帯夜日数は、年によって大きな変動が見ら

れる点に注意が必要です（なお、日最高ＷＢＧＴ（暑さ指数）温度が 28℃を超えるあたりか

ら熱中症による死亡が増え始め、その後ＷＢＧＴ温度が高くなるに従って死亡率が急激に上

昇する傾向が指摘されています）。 

 

（参考） 

  平成 22 年度（2010 年度）においては、９月 23 日時点で,東京都の年間 30℃超高温時間数は 578 時間、東京都

の年間熱帯夜日数は 56 日となっています。 

ＷＢＧＴ（暑さ指数）は、環境条件としての気温、気流、湿度、輻射熱の４要素の組み合わせによる温熱環

境を総合的に評価した指標。 

    東京都の年間の３０℃超高温時間数       東京都の年間の熱帯夜日数 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料等より作成 
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④ 環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組の概況 

 

湖沼及び閉鎖性海域の生活環境項目（COD及び全窒素・全燐）を除き、環境基準の達成率

は概ね高い値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 公共用水域における水質汚濁の現状は、特に環境基準の設定されているカドミウムや全シ

アンなどの有害物質（健康項目）については、全国的にほぼ問題のない状況となっています。 

 

○ 利水上の障害などをもたらす有機汚濁の代表的指標であるＢＯＤ（生物化学的酸素要求

量）・ＣＯＤ（化学的酸素要求量）等の生活環境項目に係る環境基準について見ると、河川

についてのＢＯＤの達成率が、９割程度と、高い値で推移しています。 

 

○ しかしながら、湖沼及び海域に係るＣＯＤの達成率及び全窒素・全燐の達成率について見

ると、近年、海域では８割程度、湖沼では５割程度で推移しています。湖沼及び海域の水質

汚濁については、今後、改善が進まない原因の究明を進めるとともに、対策を推進するため

の一層の努力が必要です。 

 

○ 地下水の水質汚濁に係る環境基準については、達成率は９割超で推移しているものの、引

き続き、達成率向上に向けた一層の取組が必要です。 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

    ※ BOD の環境基準は河川に、COD の環境基準は湖沼及び海域に適用しています。 

      環境基準達成率：環境基準達成水域数／類型指定水域数×100 
      健康項目達成率：環境基準達成調査地点／調査地点数×100、環境基準達成調査井戸数／調査井戸数×100（地下水） 
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⑤ 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組の概況 

 

PRTR対象物質のうち環境基準・指針値が設定されている物質等の排出量は減少傾向にあり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ＰＲＴＲ対象物質のうち環境基準・指針値が設定されている物質等の排出量を合計すると、

平成 20 年度（2008 年度）における大気への排出量は約 22,700 トンとなり、近年、減尐傾向

にあります。 

また、同年度における公共用水域への排出量は約 7,500 トンとなり、こちらも、近年、緩

やかな減尐傾向にあります。なお、④に記したとおり、公共用水域における健康項目達成率

は高い値となっており、全国的にほぼ問題のない状況になっています。 

 

 

（参考）  

 ＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）は、有害性のある多種多様な化学物質がどのような発生源から

どれくらい環境中に排出されたか、廃棄物等に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集

計する制度です。 

 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組に関する指標については、環境基準・指針値が設定されている物質

等の変更に伴い、排出量が変化していることに留意する必要があります。 

PRTR 対象物質のうち、環境基準・指針値が設定されている物質等の環境への排出量 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 
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⑥ 生物多様性の保全のための取組の概況 

 

絶滅のおそれがある種数の評価対象種数に対する割合は、上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

○ 平成 18 年（2006 年）から平成 19 年（2007 年）までのレッドリストの改訂（第２次改訂）

により、絶滅のおそれがある種数の評価対象種数に対する割合は上昇しました。特に、脊椎

動物、昆虫及び維管束植物の同割合は、それぞれ 4.8、0.3、0.3 ポイント上昇しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 種の保存法に基づく国内希尐野生動植物種に係る計画数、自然再生推進法に基づく協議会

数ともに、近年、増加傾向にあります。 

種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に係る計画数    自然再生推進法に基づく協議会数 
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（出所）中央環境審議会第 55 回総合政策部会（８月４日）資料より作成 

    

脊椎動物、昆虫、維管束植物の各分類群における評価対象種数 

に対する絶滅のおそれのある種数の割合（％） 

 

（レッドリストの第１次改訂はＨ９～Ｈ12に公表、第２次改訂はＨ18～Ｈ19に公表） 
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Ⅲ 重点点検分野の点検 

１．地球温暖化問題に対する取組 

 

重点調査事項①：京都議定書の６％削減約束の確実な達成のための取組  

平成９年（1997 年）12 月に採択された京都議定書においては、平成 20 年度（2008 年

度）から平成 24年度（2012 年度）までの第１約束期間における我が国の温室効果ガスの

排出量を、基準年（1990 年度）比で６％削減することが目標として掲げられています。

ここでは、 

a) 京都議定書目標達成状況 

b) 自主行動計画の進捗状況 

c) 補足性の原則を踏まえた京都メカニズムのクレジット取得 

d) 森林吸収源対策の推進 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組

状況等」欄のとおりです。なお、温室効果ガス削減に関する個別の対策・施策の取組状

況については、重点調査事項②「温室効果ガスの濃度の安定化に向けた中長期的継続的

な排出削減等のための取組」の取組状況と重複することから、重点調査事項②において

調査することとします。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ ６％削減約束の達成に向けて、以下の取組を進めるべきです。 

  ①今後とも、改定京都議定書目標達成計画に盛り込まれた自主行動計画の推進、住

宅・建築物の省エネ性能の向上、トップランナー機器等の対策、工場・事業場の省

エネ対策の徹底、自動車の燃費の改善、中小企業の排出削減対策の推進、農林水産

業・上下水道・交通流等の対策、都市緑化・廃棄物・代替フロン等３ガス等の対策、

新エネルギー対策の推進等に着実に取り組むこと 

  ②京都メカニズムについては、引き続き、補足性の原則を踏まえつつクレジット取

得を進めること 

  ③厳格な進捗管理を行うとともに、更なる計画改定も視野に入れ、必要な対策・施

策の追加を具体化していき、国、地方公共団体、事業者、国民等すべての主体が全

力で取り組んでいくことにより、６％削減約束を達成していくこと 

 ○ 森林吸収源対策については、国有林及び民有林において、間伐等の森林整備の推

進、持続可能な森林経営の推進に寄不するとともに化石燃料の使用量・二酸化炭素

（ＣＯ２）の排出量の抑制にも資する木材及び木質バイオマスの利用の推進等、森
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林整備、木材供給、木材の有効利用等を、官民一体となって着実かつ総合的に推進

すべきです。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪京都議定書目標達成状況≫ 

 

○ 平成 20年度（2008 年度）の温室効果ガスの総排出量は、12億 8,200 万トンとな

っており、京都議定書の規定による基準年（ＣＯ２、ＣＨ４、Ｎ２Ｏは 1990 年度、

ＨＦＣｓ、ＰＦＣｓ、ＳＦ６は 1995年）の総排出量と比べると、1.6％上回ってい

ます。また、原子力発電所の利用率が長期停止の影響を受けていない時の水準（平

成 10年度（1998 年度）の実績値）にあったと仮定して総排出量を推計すると、平成

20年度（2008年度）の総排出量は基準年比で 3.4％減となります。 

平成 20年度（2008 年度）の京都議定書に基づく吸収源活動の排出・吸収量は、約

4,400万トン(森林 4,330 万トン、都市緑化等 70万トン)の吸収となりました。これ

は、基準年総排出量の約 3.5％に相当します（うち森林吸収源対策による吸収量は

3.4％に相当）。 

なお、平成 20年度（2008年度）の総排出量を平成 19年度（2007 年度）と比べる

と、エネルギー起源ＣＯ２について産業部門をはじめとする各部門の排出量が減尐

したこと等により、6.4％減尐しています。平成 19年度（2007年度）と比べて平成

20年度（2008年度）の排出量が減尐した原因としては、金融危機の影響による年度

後半の急激な景気後退に伴う、産業部門をはじめとする各部門のエネルギー需要の

減尐等が挙げられます。 

 

○ これにより、平成 20年度（2008年度）単年度に限れば、吸収量の確保やクレジッ

トの取得が順調に進むという前提のもとで、京都議定書の目標達成の目安に達してい

ると言えます※。 

 

※ ①森林吸収量確保の目標（基準年排出量の約 3.8％） 

②政府としてのクレジット取得の目標(基準年排出量の約 1.6％) 

③電気事業連合会が平成 20年度（2008年度）に国の管理口座に無償で移転したク

レジット（約 6,400 万トン）（基準年排出量の約 5.0％） 

 

上記①～③の合計：基準年排出量の約 10.4％。平成 20年度（2008 年度）排出量の

基準年比の値から差し引くと、「1.6％－10.4％=－8.8％」となる（京都議定書の目

標は－６％）。 
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（参考）我が国における温室効果ガス排出量 

 

 

 

 

（参考）各部門のエネルギー起源ＣＯ２排出量（電気・熱 配分後） 
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≪自主行動計画の進捗状況≫ 

 

○ 自主行動計画は、政府による厳格な評価・検証を行いました。2009年度においては、

2008年度実績に基づいた評価、検証を行いましたが、年度後半の急激な景気後退に伴う

活動量の低下の影響もあり、排出量が大半の業種で前年度より減尐しました。また、電

力業から京都メカニズムクレジットの償却が行われたほか、12業種において、目標達成

が困難な場合には京都メカニズムクレジットの活用を検討する旨が表明されるなど、自

主行動計画の目標達成の蓋然性が向上したところです。さらに、大企業の技術・資金等

を提供して中小企業等（いずれの自主行動計画にも参加していない企業として、中堅企

業・大企業も含む。）が行った温室効果ガス排出抑制のための取組による排出削減量を

認証し、自主行動計画等の目標達成のために活用する国内クレジット制度等を通じ、自

主行動計画の目標達成、ひいては京都議定書の目標達成への貢献をより着実なものとし

ます。 

 

 

≪補足性の原則を踏まえた京都メカニズムのクレジット取得≫ 

 

○ 京都議定書目標達成計画（平成20年（2008年）３月閣議決定）は、国内対策に最大限

努力してもなお京都議定書の約束達成に丌足する差分（基準年総排出量比1.6％）につい

ては、「補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズムを活用したクレジットの取得によ

って確実に対応することが必要」としています。このため、経済産業省及び環境省は、

平成18年度（2006年度）から新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）に政府

のクレジット取得を委託し、京都メカニズムクレジット取得事業を開始しました。 

本事業の実施に当たっては、京都議定書目標達成計画において、「クレジットを取得

するに際しては、①リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、②

地球規模での温暖化防止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること」とされており、

これを踏まえた平成18年度（2006年度）の事業開始以降の総契約量は、平成21年度（2009

年度）末時点で約9,580.3万トン（ＣＯ２換算）となりました。 

 

 

≪森林吸収源対策の推進≫ 

 

○ 森林吸収源対策については、基準年総排出量比で 3.8％分の吸収量の確保のため、平

成 19年度（2007年度）から平成 24年度（2012 年度）までの６年間で毎年 55万 haの

間伐等の森林整備が必要となっています。このため、当初予算と補正予算を併せ、毎

年 55万 haを超える間伐実施に相当する予算を措置するとともに、平成 20年（2008年）

５月に森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（平成 20 年法律第 32 号）を施

行する等、森林整備を推進しています。この結果、平成 20年度（2008 年度）の京都議

定書に基づく森林吸収量は基準年総排出量比 3.4％に相当する約 4,330 万トン（ＣＯ２

換算）となっています。引き続き、間伐等の森林整備とともに、ＣＯ２の排出抑制に
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も資する木材・木質バイオマス利用等を着実に推進することにより、森林吸収量を確

保することが必要です。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 

  ○ 平成 20 年度（2008 年度）の温室効果ガスの総排出量（確定値）は、基準年（1990

年度）比 1.6％の増であり、森林吸収量の確保や海外クレジットの取得を順調に進め、

国内対策を着実に進めることにより、京都議定書の削減約束の達成が可能であると思

われます。 

しかし、今後、景気の回復に伴い温室効果ガス排出量が増加することが考えられる

ことから、京都議定書の削減約束を達成するため、今後も、気を緩めることなくこれ

らの対策を着実に実施していくべきです。 

 

○ 京都メカニズムについては、引き続き、補足性の原則を踏まえつつクレジット取得

を進めるとともに、既契約案件について、グリーン投資スキーム（ＧＩＳ）における

グリーニングの実施や日本国政府保有口座へのクレジットの移転を確実に実施するべ

きです。また、現行の柔軟性メカニズムは、プロジェクトの登録及びクレジットの発

行に至るまで多段階の審査と長い時間を要する、登録済み案件に占める省エネ関連案

件（廃ガス・廃熱利用、省エネ）が全体の１割程度に留まる、プロジェクトが特定の

国に集中している、先進国からの技術移転が十分でない等の問題点が指摘されている

ことから、今後の国際交渉に当たって、気候変動対策としての効果（環境十全性）に

配慮しつつ、現行の柔軟性メカニズムの改善を行うべきです。 

 

 

 

16



 

重点調査事項②：温室効果ガスの濃度の安定化に向けた中長期的継続的な排出削減等の 

ための取組  

更なる中長期的・継続的な排出削減に向け、技術革新等を通じて、社会経済のあらゆ

るシステムが、構造的に温室効果ガスの排出の尐ないものへと抜本的な変革を遂げるこ

とを目指す観点から、 

a) 中長期的継続的な排出削減のための取組 

b) 平成 25 年（2013 年）以降の新たな枠組みの構築等に向けた国際交渉におけるリーダ

ーシップの発揮 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組

状況等」欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 低炭素社会づくり行動計画を踏まえ、以下の取組を進めるべきです。 

  ①環境エネルギー技術革新計画（平成 20 年５月 19 日総合科学技術会議）に示され

た技術ロードマップ等の実施に向け、今後５年間で 300億ドル程度投入すること。

二酸化炭素回収貯留（ＣＣＳ）技術について、分離・回収コストの低減や大規模実

証に着手し、2020 年までの実用化を目指すこと。 

  ②太陽光発電については、技術革新と需要創設による価格の大幅低減、電力系統へ

の影響を緩和するための技術開発の推進、ドイツを含めた諸外国の再生可能エネル

ギーについての政策を参考にしながら大胆な導入支援策や新たな料金システムの

検討等を行うこと。 

  ③次世代自動車については、導入費用の一部補助等の導入支援や次世代電池等の高

性能化・低価格化、充電設備等のインフラ整備を進めること。 

  ④省エネ機器については、トップランナー基準の見直し、強化等を行うこと。 

  ⑤平成 20 年 10 月に開始した排出量取引の国内統合市場の試行的実施について、で

きるだけ多くの業種・企業の参加を得、その評価を次の政策に結びつけていくこと。

環境税の取扱いを含め、税制のグリーン化を進めること。温室効果ガス排出量の「見

える化」について、平成 21年度（2009年度）中に試行的な導入実験を行うこと。

カーボン・オフセットについては、共通のルールを平成 20年度（2008年度）を目

途に公表すること。炭素会計については、平成 20年度（2008年度）中に実施方法

やルールの検討を行い、その結果を公表すること。 

  ⑥農林水産業の役割を活用した低炭素化については、バイオマスタウンの更なる拡

大、食料供給と競合しないバイオ燃料生産拡大対策、稲わら、廃木材等からのエタ

ノール生産、地産地消、高濃度利用の検討も含めた輸送用燃料、地域材及び未利用
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木質バイオマスの供給及び利用、間伐等による森林整備等の促進を図るとともに、

農地土壌等の炭素吸収源としての機能の向上について検討すること。 

  ⑦低炭素型の都市や地域づくりについては、環境モデル都市の選定・全国展開・海

外への発信、公共交通機関の利用促進、集約型都市構造への転換、農山漁村におけ

る様々な資源やエネルギーの有効利用等を行うこと。 

  ⑧生涯を通してあらゆるレベル、あらゆる場面の教育において、低炭素社会や持続

可能な社会について教え、学ぶ仕組みを取り入れること。 

  ⑨ビジネススタイル及びライフスタイルの変革への働きかけについては、チーム・

マイナス６％の取組の促進やクールアース・デーの取組を展開すること（なお、ビ

ジネススタイル及びライフスタイルの変革は、「物質循環の確保と循環型社会の構

築のための取組」にも密接に関わることでもあります。）。 

○ 低炭素社会づくりの具体的なイメージとして、平成 19 年（2007 年）12 月に中央

環境審議会で取りまとめられた「低炭素社会づくりに向けて」をベースとし、環境

省の地球環境研究総合推進費により研究が進められている「低炭素社会に向けた 12

の方策」を参考にしながら、革新的な技術の開発導入と両輪を成す革新的社会制度

づくりの課題を明らかにし、革新的制度の設計と導入を進めるべきです。 

○ 中期目標については、今後、有識者も含めたオープンな場で、我が国の削減ポテ

ンシャル、その実現のためのコスト等について、科学的・総合的な検討を行い、平

成 21年（2009年）のしかるべき時期に設定すべきです。 

○ 平成 20 年（2008 年）７月に開催されたサミットの成果を踏まえ、今後 10 年から

20 年のうちに、世界全体の排出量をピークアウト（頭打ち）させるために、引き続

き、すべての主要排出国が参加する、公平かつ実効的な平成 25年（2013年）以降の

新たな枠組みの構築に向けて、国際的議論を主導する役割を我が国が果たし、また、

中印等の新興国に対しても、他のＧ８諸国とともに、2050 年までに世界全体の排出

量の尐なくとも 50％の削減を達成する長期目標を共有し、国連交渉において採択さ

れるようリーダーシップを発揮すべきです。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪中長期的継続的な排出削減のための取組≫ 

 

地球温暖化を防止するためには、地球規模での温室効果ガスの更なる長期的・継続的

かつ大幅な削減が必要であり、そのための対策は直ちに開始していくべきです。我が国

としては、後述のコペンハーゲン合意に基づき国連条約事務局に登録しているように

1990 年比で、2020年までに 25％の温室効果ガスの排出削減を目指すとの中期目標を、す

べての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前

提として掲げるとともに、昨年 11月に日米両首脳が発表した「気候変動交渉に関する日

米共同メッセージ」で表明した 2050年までに 80％の温室効果ガスの排出削減を目指すと
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の長期目標を掲げ、2050 年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を尐なくとも半減す

るとの目標をすべての国と共有するよう努めることとしています。このためには、あら

ゆる政策を総動員することが必要であり、政府はこの目標を達成するための枠組み作り

とそれに基づいた施策の推進が必要とされています。 

政府は地球温暖化対策基本法案を平成 22年（2010年）３月に閣議決定し、先の通常国

会に提出しました。この法案では、上記の中長期目標の他、地球温暖化対策に関しての

基本原則や国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を記述するとともに、そのための

施策として、キャップ・アンド・トレード方式の国内排出量取引制度の創設、地球温暖

化対策のための税の検討、再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設、原

子力利用の推進、エネルギーの使用の合理化の促進、交通に係る温室効果ガスの排出の

抑制の促進等を記述しています。 

基本法案は６月に国会閉会に伴い審議未了で廃案となりましたが、政府としては、今

後とも国内の地球温暖化対策を推進していくための枠組み作りを進めるとともにその枠

組みの下で各施策の着実な推進に努めることとしています。その際、中長期目標を達成

するための道筋について中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会にお

ける中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿の検討、

2010 年 6月 18日に閣議決定した「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」及び

同日閣議決定された「エネルギー基本計画」に基づく地球温暖化対策の検討の成果等を

いかしながら、政府全体で検討を進めていく予定とされています。また、その際には、

公開の場での関係者を含む国民の皆様からの十分な意見の聴取に努めることとされてい

ます。 

 

なお、第２回点検における指摘内容に関しては、以下のような取組が進められていま

す。 

 

○ 環境エネルギー技術革新計画については、平成 21年（2009年）４月に総合科学技

術会議の下のエネルギープロジェクトチームにおいて進捗状況の点検を行いました。

点検結果では、「環境エネルギー技術革新計画」に掲げた内容は概ね順調に進捗し

ており、国内外の情勢の変化等も踏まえて、引き続き、各省の研究開発や普及策等

の取組状況を精査し、必要に応じて関係府省の連携が図られるようＰＤＣＡを回し

ていくことが重要であることが指摘されました。 

 

 ○ ＣＣＳ技術については、二酸化炭素海底下地層貯留（海底下ＣＣＳ）を実施する

際には海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45法律第 136号）におい

て環境大臣の許可を受けることが必要とされていることから、海底下ＣＣＳにおけ

る環境影響評価手法及びモニタリング手法の高度化のための調査等を実施しまし

た。 

 

○ 太陽光発電については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用

及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律（平成 21 年法律第 72号）
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に基づき、平成 21年（2009年）11月１日から新たな買取制度が開始されました。

今後も、再生可能エネルギーの普及拡大を推し進めるべく、全量固定価格買取制度

の創設、再生可能エネルギー利用設備の設置の促進、電力系統の整備の促進、規制

の適切な見直し等総合的に政策を展開してまいります。  

 

○ 次世代自動車については、従来より自動車税のグリーン化を行っているところで

すが、平成 21年度（2009年度）より自動車重量税・自動車取得税の時限的免除・軽

減措置（いわゆるエコカー減税）、平成 22 年度（2010年度）より自動車重量税のグ

リーン化等の税制上の特例措置を講じ、低公害車の更なる普及促進を図っています。 

 

○ 省エネ機器については、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54年法律

第 49 号）に基づくトップランナー制度により、対象機器のエネルギー消費効率は概

ね当初見込みを上回る改善を達成しています。今後も、更に個別機器の効率向上を図

るため、対象を拡大するとともに、既に対象となっている機器の対象範囲の拡大及

び基準の強化を図ります。  

 

○ 排出量取引の国内統合市場の試行的実施は 1,000 を超える企業等（自主参加型国

内排出量取引制度（ＪＶＥＴＳ）、国内クレジット制度への参加企業を含む）から

参加申請があり、平成 20年度（2008年度）に目標を設定した参加者については、自

らの排出削減に加えて排出枠の取引等も活用し、すべての参加者が目標を達成しま

した。また、国内クレジット制度については、制度開始以降、2010 年８月時点で地

方公共団体を含め、全国各地から 449 件の事業計画が提出されており、これらの事

業による排出削減見込み量は、2012 年度末までに累計約 104 万トンにのぼっていま

す。本試行的実施は、本格制度の基盤となるものではありませんが、排出実態等に

関する情報収集、排出量の算定・検証の体制の整備、対象事業者における排出量取

引への習熟等の意義があることから、本格制度に向けた準備のため、見直しを行っ

た上で継続することとしています。 

キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度については、平成 22

年（2010 年）４月より、中央環境審議会地球環境部会の下に国内排出量取引制度小

委員会を設置し、幅広い見地からの意見を聴きつつ、国内排出量取引制度の在り方に

ついての専門的な検討や論点整理を行っているところです。 

また、経済産業省においては、平成 22年（2010年）６月より、産業構造審議会環

境部会地球環境小委員会の下に「政策手法ワーキンググループ」が設置され、国内

排出量取引制度を含む様々な地球温暖化対策の政策手法について検討が行われてい

ます。 

 

○ 環境税を含む税制のグリーン化については、平成 20・21年度（2008・2009年度）

に中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会グリーン税制とその経済分析等に関

する専門委員会において審議が行われました。この審議を踏まえ、環境省が平成 16

年（2004年）から毎年継続して地球温暖化対策税の創設について要望するとともに、
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経済産業省も地球温暖化対策税の検討について要望し、政府税制調査会における数

次に渡る検討の結果、平成 22年度税制改正大綱（平成 21年（2009 年）12月閣議決

定）において、「地球温暖化対策のための税については、（中略）平成 23年度実施

に向けた成案を得るべく、更に検討を進めます。」とされ、所得税法等の一部を改

正する法律（平成 22 年法律第６号）においても同様の規定が盛り込まれました。今

後は、この決定に沿って更に検討を進めていきます。 

 

○ 温室効果ガス排出量の「見える化」については、商品・サービスの原材料調達か

ら廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通しての温室効果ガスの排

出量をＣＯ２に換算して、当該商品・サービスに簡易な方法で分かりやすく表示す

る「カーボンフットプリント制度」の構築・普及等の取組を進めたほか、「見える

化」による温室効果ガスの削減効果の把握のための調査を行うとともに、国民が日

常生活において様々な商品やサービスを使用した際に発生する温室効果ガスの排出

量や、その削減のための具体的な方法について情報提供するウェブサイト（日常生

活ＣＯ２情報提供ツール）の試行版を開発しました。 

 

 ○ カーボン・オフセットについては、平成 20年（2008年）２月に「わが国における

カーボン・オフセットのあり方について（指針）」を公表しました。この指針に基

づいて、普及啓発・相談支援等を行う「カーボン・オフセットフォーラム」の運営

や、オフセット関連施策の動向の情報提供、モデル事業の実施、認証を受けた取組

にラベルを付不する「カーボン・オフセット認証制度」、国内のプロジェクトによ

る温室効果ガス排出削減・吸収量をオフセットに用いることのできるクレジットと

して認証する「オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度」の創設・活用促進、

英国とのワークショップ開催等の取組を行いました。 

 

○ 炭素会計を含む環境情報開示については、平成 20年度（2008年度）の環境配慮促

進法の施行状況の評価・検討に関する報告書において、「政府としても、有価証券

報告書を通じた地球温暖化関係情報の開示について、その具体化に向けた検討を進

めていくべき」と更なる検討の重要性が示されました。その後、中央環境審議会の

「環境と金融に関する専門委員会」を立ち上げ、投融資に際しての環境配慮の折り

込みを市場に普及させる観点から、気候変動に関わる投資家の動向や投資家向け情

報開示について、引き続き検討を行いました。 

 

○ 農林水産業の役割を活用した低炭素化については、バイオマスタウン構想の策定

やその実現に向けた支援のほか、バイオマスの利活用や食品産業の自主行動計画の

取組を推進するとともに、低コスト・高効率なバイオ燃料生産技術の開発、国産バ

イオ燃料生産拡大を図るための実証事業を推進しました。また、施設園芸、農業機

械におけるＣＯ２排出削減対策、間伐等の森林整備や地域材利用等を推進しました。

さらに、平成 20年（2008年）３月食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小

委員会において農地土壌が有する温室効果ガスの吸収源としての機能に関する知見
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を集約するとともに、平成 21 年（2009 年）11 月、農林水産省地球温暖化対策本部

において吸収ポテンシャルを試算しました。平成 21年度（2009年度）には、炭素貯

留の効果の高い営農活動を行うモデル的な取組の支援も実施しました。 

 

○ 低炭素型の都市や地域づくりについては、平成 21年（2009年）１月までに環境モ

デル都市を 13都市選定したほか、国内外の優良事例の情報交換を目的とした国際会

議を平成 20・21年度（2008・2009年度）に開催しました。また、地域の温暖化対策

実行計画策定を推進するため、マニュアル、事例集の作成を行いました。交通シス

テムに関しては、鉄道新線、環状道路等幹線道路網の整備、高度道路交通システム

（ＩＴＳ）の推進等の交通流対策等を行いました。また、モビリティマネジメント

等による公共交通機関の利用促進、未利用エネルギーや自然資本の活用等を面的に

実施するため、ＣＯ２削減シミュレーションを通じた実効的な計画策定を支援する

等、低炭素型都市構造を目指した都市づくりを総合的に推進しています。  

 

○ 環境教育・環境学習については、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の

推進に関する法律（平成 15 年法律第 130 号）及び同法に基づく基本方針に基づき、

人材認定等事業の登録を行い、登録した事業についてインターネットによる情報提

供を行うとともに、環境家計簿の普及のための「我が家の環境大臣」など「21世紀

環境教育プラン～いつでも（Anytime）、どこでも(Anywhere)、誰でも(Anyone)環境

教育 AAAプラン～」として、関係府省が連携して、家庭、学校、地域、企業等にお

ける生涯にわたる質の高い環境教育の機会を提供する取組を行いました。 

 

○ ビジネススタイル及びライフスタイルの変革への働きかけについては、平成 22年

（2010年）１月より、地球温暖化防止のための国民運動「チャレンジ 25キャンペー

ン」を新たに展開しています。オフィスや家庭等において実践できるＣＯ２削減に

向けた具体的な行動を「６つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広く

呼びかけており、趣旨に賛同していただいた、全ての個人、企業・団体の皆さまに

対し、「チャレンジ 25宣言」への参加・登録を呼びかけています。 

 

 

≪平成 25年（2013年）以降の新たな枠組みの構築等に向けた国際交渉におけるリーダー

シップの発揮≫ 

 

○ 平成21年（2009）年７月に開催されたＧ８イタリア・サミットで世界全体の排出量

を2050年までに尐なくとも半減することを再確認するとともに、この一部として先進

国全体で80％以上削減することや、気温上昇を２℃以下に抑えるべきとの科学的知見

への認識について、Ｇ８間で合意が得られました。その後、我が国としては、平成21

年（2009）年９月にニューヨーク国連本部で開催された国連気候変動首脳会合におい

て、鳩山内閣総理大臣より、京都議定書第一約束期間後の温室効果ガス削減について、

すべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合
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意を前提とした上で、我が国の中期目標として、2020年までに1990年比25％削減を目

指すものとする演説を行いました。 

 

○ 平成21年（2009年）12月には、デンマークのコペンハーゲンでＣＯＰ15及びＣＯＰ

／ＭＯＰ５が開催され、「コペンハーゲン合意」がとりまとめられ、条約締約国会議

として「同合意に留意する」と決定されました。交渉において我が国は、鳩山内閣総

理大臣、小沢環境大臣より、日本は、全ての主要排出国が参加する公平で実効性のあ

る枠組みの構築と意欲的な目標の合意を前提に、2020年までに1990年比25％の削減を

目指すことを改めて表明するとともに、「鳩山イニシアティブ」として、温室効果ガ

スの排出削減等の気候変動対策に積極的に取り組む途上国や、気候変動の悪影響に脆

弱な状況にある途上国を広く対象として、平成24年（2012年）末までの約３年間で１

兆7,500億円（概ね150億ドル、そのうち公的資金は１兆3,000億円（概ね110億ドル））

の支援を実施していく旨発表し、各国から歓迎されるとともに、交渉の進展に弾みを

付けました。また、適応、キャパシティビルディング分野等での途上国支援の道筋を

付けること等に尽力しました。 

 

○ 我が国も、コペンハーゲン合意に基づき、「コペンハーゲン合意」に賛同する意思

を表明し、2020年の排出削減目標として、「1990年比で25％削減、ただし、すべての

主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築及び意欲的な目標の合意を前提

とする」との内容を、平成22年（2010年）１月に気候変動枠組条約事務局に提出しま

した。この目標は、地球温暖化対策に向けて、我が国として、他の主要な国々の背中

を押して意欲的な取組を促すために、率先して提示したものです。 

今後も、平成25年（2013年）以降の次期枠組みについて、コペンハーゲン合意を基

礎として、すべての主要国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みが構築され、意欲

的な目標が合意されるべく、リーダーシップを発揮していきます。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 

 ○ 低炭素社会づくりを加速する観点から、中長期的継続的な排出削減のための取組

として以下の取組を進めるべきです。 

 ①平成 62年（2050年）までに 80％削減という目標は、非常に意欲的なものであり、

直ちにその達成に向けた取組を始めることが必要であるため、中期目標が設定さ

れるまでの間においても、国内排出量取引制度、地球温暖化対策のための税、再

生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度を含めた基本的施策について、経

済活動や国民生活に及ぼす効果及び影響について考慮しつつ、総合的かつ計画的

に検討し、内閣総理大臣のリーダーシップの下、必要な施策を積極的に講ずるこ

とにより、地球温暖化対策を推進すること。 

 ②平成 32年（2020年）までの具体的な対策・施策については、国際的には、すべて
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の主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的な目標が合意さ

れるようルール作りへ積極的な取組を進めるとともに、国内においては、中央環

境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会における専門的な検討や論点

整理、各省で行っている国民対話等を通じて、我が国の国内外での排出削減への

貢献、2050年 80％削減に向けた道筋、国際的衡平性、実現可能性及び国民負担の

妥当性について国民各界各層への情報提供を行いつつ幅広い意見を聴取するとと

もに、平成 22 年（2010 年）６月 18 日に閣議決定した「新成長戦略～「元気な日

本」復活のシナリオ～」及び同日閣議決定された「エネルギー基本計画」に基づ

く地球温暖化対策の検討の成果等をいかしながら、政府内で連携して検討を進め、

国民や関係者の意見を聴きながら具体化すること。 

 

 ○ キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度については、様々な

意見があることから、平成 22年（2010年）４月に設置された中央環境審議会地球環

境部会国内排出量取引制度小委員会や平成 22年（2010年）６月に設置された産業構

造審議会環境部会地球環境小委員会政策手法ワーキンググループにおける専門的な

検討や論点整理等を通じて、国民各界各層から幅広く意見を聴き、効果と影響につ

いて考慮しつつ、施策の在り方について制度設計案の議論も含め、早急に検討を進

めるべきです。 

  

 ○ 地球温暖化対策のための税は、所得税法等の一部を改正する法律（平成 22年法律

第６号）において、「平成 23年度の実施に向けた成案を得るよう、検討を行う」こ

ととされており、この方針に沿って検討を進めるべきです。 

 

○ 平成 21年（2009 年）11月に経済産業省に設置された「再生可能エネルギーの全量

買取に関するプロジェクトチーム」において様々な角度から議論を行い、その成果

等を踏まえ、再生可能エネルギーの利用を促進するため、全量固定価格買取制度の

創設に係る施策について検討を進めるべきです。 

 

○ 再生可能エネルギーの更なる導入拡大を図るため、以下の取組を進めるべきです。 

①国内において風力発電、地熱発電等の再生可能エネルギーの利用に関する規制の

適切な見直し等を講ずること。 

  ②再生可能エネルギーの導入拡大に向けて系統運用ルールの見直しを検討するこ

と。  

 

○ カーボン・オフセットについては、国内外での情報交換や普及啓発を進めながら、

地球温暖化問題以外の環境問題への対策にもつながる等の先進的なカーボン・オフ

セットの取組の促進、カーボン・オフセットの取組に関するガイドライン等の充実

及びオフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度の運営・拡充等を通じて、信頼性

の高いカーボン・オフセットの取組を国民運動的に展開すべきです。 
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○ 企業の地球温暖化対策を促し、これに必要な資金が円滑に供給されるために、公的

年金を含め、地球温暖化への影響に配慮した資金の運用、投資及び融資を促すための

必要な措置を取るべきです。また、投資家などによる気候変動の観点からの企業評価

を支援するため、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある環境情報の提供を促進

する検討を引き続き行うべきです。 

 

○ 平成 25年（2013年）以降の次期枠組みについては、各国の意見が対立する中で、

引き続き難しい国際交渉が継続されており、世界全体の排出削減に向けてできるだ

け早期の合意が必要です。我が国は、一部の国のみが目標を深掘りし京都議定書第

二約束期間を設定するのではなく、コペンハーゲン合意を基礎として、すべての主

要国が参加する公平かつ実効的な国際枠組みが構築され、意欲的な目標が合意され

る方向に向けた活動を推進することが必要です。環境基本計画においては、とりわ

け国際的取組に関するルール作りを重視していることもあり、我が国としてもこの

ルール作りのために、リーダーシップを発揮すべきです。 

     また、低炭素型の技術や製品の提供を行う企業の積極的な姿勢を後押しするため、

低炭素技術・製品の普及を通じた日本の貢献が国内目標達成へ反映される新たな仕

組みを構築し、民間投資を促進することで、世界の温室効果ガスの排出削減に積極

的に貢献すべきです。
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重点調査事項③：地球温暖化による避けられない影響への適応のための取組  

温室効果ガス濃度が現在の水準で安定化することは現実的には想定されない以上、地

球温暖化によるある程度の影響は避けられず、避けられない影響（地球規模での海面上

昇、異常気象の増加等）への対応（適応策）を行うことが必要という観点から、 

a) 途上国における適応対策等の温暖化対策の促進 

b) 我が国における気候変動の影響に関する情報収集や調査研究等の推進 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組

状況等」欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ クールアース・パートナーシップについては、各国との政策協議を通じて、より

多くのパートナー国の適応対策等を支援し、途上国における温暖化対策を促進すべ

きです。さらに、こうした支援を通じ、すべての国が参加する、平成 25年（2013年）

以降の実効性ある枠組み構築へ向けた交渉を促進すべきです。 

 ○ 適応基金による支援については、平成 21 年（2009 年）12 月より前に運用を開始

することが「途上国が次期枠組みに参加する前提」となっているものの、各種ガイ

ドラインや運営ルールの制定が遅延していることから、次期枠組み交渉への影響を

考慮した迅速な取組を進めるべきです。 

 ○ 我が国における適応策については、気候変動とその影響に関する情報を収集・整

理し、気候変動影響・適応に関する調査研究を引き続き推進するべきです。例えば、

デング熱、マラリア等の感染症、熱ストレス等の影響への対応の検討や、農業分野

における生産安定技術の開発等を含めた取組を進めるべきです。 

 ○ 国内におけるモニタリングは、各機関において多様に実施されており、環境省と

気象庁では地球観測連携拠点（温暖化分野）を設置する等の取組を行っていますが、

今後は、各種モニタリング体制を維持しつつ、丌十分な分野を拡充すべきです。 

○ 地球環境問題に関する研究は、研究資金制度ごとの特性をいかしつつ、効率的に

実施すべきです。また、その成果を環境政策に反映させていくため、あらかじめ行

政ニーズに基づき綿密な計画を構築し、研究を適切に進めるとともに、そこで得ら

れた科学的知見を関係方面に幅広くかつ迅速に周知するよう努めるべきです。 

 

 

②主な取組状況等 
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平成 19年（2007年）に公表されたＩＰＣＣ第４次評価報告書によると、仮に大気中の

温室効果ガス濃度が平成 12年（2000年）レベルに留まったとしても、いくらかの丌可避

的な温暖化をもたらすと推定されているとしており、これらの避けられない温暖化がも

たらす影響に対処するため、地球温暖化への適応が必要だとされています。 

地球温暖化によってもたらされる洪水、高潮等による被害及び生物の多様性、食料の

生産、人の健康等への悪影響に適応することができる社会を実現することは、温室効果

ガスの排出削減や森林等による吸収作用を保全、強化することと並んで重要であるとい

う認識のもと、地球温暖化への適応を総合的かつ計画的に推進することとしています。 

このため地球温暖化への適応に資する技術の開発、地球温暖化やその影響についての

予測、その他の研究開発及びその成果の普及、適応に資する産業の発展、これによる就

業機会の増大に努めるとともに、地方公共団体、民間団体等が行う適応に関する活動の

促進を図るため、技術的な助言等の措置を行います。また、地球温暖化への適応に関す

る教育及び学習の振興並びに広報活動の充実に努めます。さらに、適応に関する国際的

の連携の確保、国際的な資金の提供に新たな枠組みの構築、その他の国際協力を推進す

るための施策の実現に、より一層努めます。 

 

なお、第２回点検における指摘内容に関しては、以下のような取組が進められていま

す。 

 

≪途上国における適応対策等の温暖化対策の促進≫ 

 

 ○ 平成 21年（2009年）９月に開催された国連気候変動首脳会合において、鳩山内閣

総理大臣から途上国支援に係る「鳩山イニシアティブ」の基本的な考え方が示され、

更に、同年 12月にデンマークのコペンハーゲンで開催されたＣＯＰ15及びＣＯＰ／

ＭＯＰ５において、その具体策が表明されました。これは、従前の公約である「ク

ールアース・パートナーシップ」を再編し、温室効果ガスの排出削減等の気候変動

対策に積極的に取り組む途上国や、気候変動の悪影響に対して脆弱な途上国を広く

対象として、今後の国際交渉の進展状況を注視し、気候変動交渉における当該国の

交渉姿勢を十分踏まえつつ、平成 24年（2012 年）末までの約３年間で１兆 7,500億

円（概ね 150 億ドル、そのうち公的資金は１兆 3,000 億円（概ね 110 億ドル））の

支援を実施していくこと等を内容とするものです。「鳩山イニシアティブ」により、

適応対策を含め、気候変動分野での途上国支援を進め、すべての主要国による公平

かつ実効性のある国際枠組みの構築の実現に向けた国際交渉を進めていきます。 

 

○ 適応基金による支援については、日本を含む 32カ国が理事を務める適応基金理事

会の尽力の結果、各種ガイドラインやルールの制定はほぼ完了し、次回理事会（平

成 22年（2010年）６月）では途上国から提出されたプロジェクト申請書の審査を初

めて行います（平成 22年（2010年）５月６日付で８カ国から１件ずつ申請書を受領）。

今後、可能な限り多くのプロジェクトの支援手続きを進めることで、途上国が次期

枠組み交渉に積極的に参画する環境を醸成していきます。 

27



 

○ ＣＯＰ15及びＣＯＰ／ＭＯＰ５において、「鳩山イニシアティブ」として、温室効

果ガスの排出削減等の気候変動対策に積極的に取り組む途上国や、気候変動の悪影響

に脆弱な状況にある途上国を広く対象として、平成24年（2012年）末までの約３年間

で１兆7,500億円（概ね150億ドル、そのうち公的資金は１兆3,000億円（概ね110億ド

ル））の支援を実施していく旨を発表しました。今後の国際交渉の状況を注視しつつ、

気候変動対策に意欲的に取り組む途上国に対し「鳩山イニシアティブ」による途上国

支援を進めていきます。 

 

 

≪我が国における気候変動の影響に関する情報収集や調査研究等の推進≫ 

 

○ 気候変動の影響に関する情報収集や調査研究については、地球環境研究総合推進

費等を活用し、現象解明、影響評価、将来予測に関する調査研究等の推進を図りま

した。また、地球環境研究総合推進費ホームページで研究成果をまとめた報告書「地

球温暖化『日本への影響』」を公開しているほか、「地球温暖化の日本への影響～

現状と将来予測、その対策と賢い適応へ向けて～」と題した一般公開シンポジウム

を開催し、最新の研究成果を紹介しました。 

   農林水産分野においては、地球温暖化適応策の農業生産現場への普及・指導、地

球温暖化が将来の農林水産業に不える予測研究、適応策に関する技術開発を推進し

ました。 

平成 21 年（2009 年）10 月には、我が国における温暖化の観測・予測及び影響評

価に関する知見を取りまとめた統合レポート「日本の気候変動とその影響」を作成

し、公表しました。 

また、九州地方環境事務所では、地方公共団体の環境部局等が参加する「九州・

沖縄地方における地球温暖化影響・適応策検討会」を立ち上げ、九州・沖縄地方に

おける温暖化の影響・適応策の情報発信及び地方公共団体等からの温暖化の影響・

適応策の情報収集を行いました。 

 

○ 国内におけるモニタリングについては、地球温暖化対策に必要な観測を統合的・

効率的なものとするため、「地球観測連携拠点（温暖化分野）」の活動を引き続き

推進しました。平成 21年度は、観測実施計画案の作成、温暖化に関する各種地球観

測に対するニーズ調査、12 の関係府省及び 10 の機関で構成される連絡会議の開催、

観測データの管理・標準化に向けた調整案の作成、観測プラットフォームの相互利

用に向けた調整案の検討等を行いました。加えて、温室効果ガス観測技術衛星「い

ぶき」（ＧＯＳＡＴ）を平成 21 年（2009 年）１月に打ち上げ、同年 10 月からは一

般へのデータ提供を開始しました。 

○ 熱中症については、科学的知見や関連情報をまとめた保健指導マニュアル、リーフ

レット等を作成し、地方公共団体、老人保健施設、教育委員会等に配付するなど、予

防方法や対処方法などの普及啓発を図りました。 
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③今後の政策に向けた提言 

 

○ 「いぶき」（ＧＯＳＡＴ）は打ち上げ以降、順次データの取得、検証を行い、平

成 21 年（2009 年）10 月にはデータの提供を開始したところです。現在、学術分野

を中心にデータを利用した研究が進んでいるところですが、今後は研究機関等想定

しうる利用者へ積極的に周知を行い、利用の更なる促進を図るべきです。 

 

 ○ 温暖化の影響は地方公共団体（都道府県、市町村）別に度合いが異なることから、

住民等の多様な主体による参加型の温暖化影響モニタリング手法や温暖化影響可視

化手法を開発すべきです。さらに、温暖化予測の丌確実性を考慮した適応策立案手

法を開発するとともに、生活に関係する広範な分野について、地方公共団体が活用

可能な適応政策ガイドラインを作成すべきです。 

 

○ 地球温暖化対策の推進にあたっては、緩和策とともに、避けられない影響への適

応が重要ですが、地方公共団体等の行政機関の適応に関する関心や知識はまだまだ

低いのが現状です。既に取組が進んでいる分野のみならず、更に広範な分野につい

て今後の適応の方向性や考え方を関係府省が協力してとりまとめ、示すことによっ

て、地方公共団体等の意識向上を図り、各主体による適応策の実施を支援していく

べきです。 

なお、熱中症に関しては、熱中症関係省庁連絡会議において、熱中症対策の効率的・

効果的な実施方策の検討、情報交換等を進めつつ、引き続き適切な対策を講じていく

べきです。 

 

 ○ 地球温暖化の影響に対し脆弱であるアジア太平洋地域の途上国において、モニタ

リング・影響評価を行うべきです。さらには、これらを活用し、影響に適応するた

めに関係各国との連携によるネットワークを構築すべきです。 

 

 ○ 海洋酸性化に対する取組の世界的動向に関する情報のほか、いわゆる地球工学（ジ

オ・エンジニアリング）についての環境への影響に関する内外の情報を整理・収集

すべきです。 

 

 ○ 適応に関し、地球温暖化に伴う我が国全体及び地方公共団体レベルでの影響の定

量的評価、地方公共団体レベルで利用可能な脆弱性・影響・適応効果評価手法、適

応策立案手法の開発等を進めるべきです。 
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２．物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組 

 

重点調査事項①：自然の物質循環と社会経済システムの物質循環の両方を視野に入れた適正 

な循環の確保 

自然の物質循環とその一部を構成する社会経済システムの物質循環とは密接丌可分な関係に

あることから、 

a) ３Ｒの一層の推進に関する取組 

b) 低炭素社会形成、自然共生社会形成と統合的に展開する循環型社会形成に向けた取組 

c) 地域活性化につながる地域循環圏の形成に向けた取組 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 国際資源価格の高騰等、世界的に資源制約が顕在化しつつあり、３Ｒの利点もより明確に

なっていることから、今後一層３Ｒの推進による天然資源の消費抑制と環境負荷の低減に取

り組むべきです。 

○ 廃棄物発電の導入、廃棄物系バイオマスの有効活用等を通じて、循環型社会の形成を、低

炭素社会や生物多様性の保全に配慮した自然共生社会に向けた取組と統合的に展開すべき

です。例えば、今後期待される循環型社会の形成と低炭素社会との統合的な取組として、高

効率な廃棄物発電を推進するほか、地域の特性等を踏まえた地域熱供給等についても総合的

に検討すべきです。 

○ 循環資源ごとに、地域の特性を踏まえて、環境保全、資源性、経済性等の観点から、最

適な循環の範囲を検討すべきであり、コミュニティ、地域、ブロック圏、全国規模、そし

て国際的なレベルに至る最適な規模の「地域循環圏」を形成し、地域活性化につなげるべ

きです。なお、これは、「地域づくりの推進」にも関わることです。あわせて、地域循環

圏形成に資する循環型社会ビジネスに関し市場調査による現状分析等を進めるべきです。 

○ 木材利用の推進のうち、森林の適正管理の観点からも重要な間伐材の利用促進に当たっ

ては、経済的なインセンティブ措置、利用状況を消費者に示して間伐材製品の選択を支援

する措置等を検討すべきです。 
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②主な取組状況等 

 
 

≪３Ｒの一層の推進に関する取組≫ 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画（平成 20 年（2008 年）３月閣議決定）に基づく取

組を全般的に進めることによって、天然資源の消費抑制と環境負荷の低減に向け、３Ｒの

一層の推進を図っています。同計画に基づく個別の取組の進捗状況については、以下の各

調査実施項目において取り上げることとします。 

 

 

≪低炭素社会形成、自然共生社会形成と統合的に展開する循環型社会形成に向けた取組≫ 

 

○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果（平成 22年（2010年）

３月中央環境審議会）において、「循環型社会、低炭素社会、自然共生社会を統合した持

続可能な社会に向けた展開」に関する国の取組として、下記の通り取組状況が報告されま

した。なお、自然共生社会と循環型社会の統合的な形成の取組の例として、下記（２）②、

③のように間伐材等の木材利用推進も挙げられています。（下記報告内容には、一部、時

点修正等を加えています。） 

 

（１）循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進 

① リデュース、リユースを中心とした循環利用推進の取組 

廃棄物の排出を抑制し、再使用、再生利用といった循環的利用を行い、温室効果ガ

スの削減に貢献する取組を推進しています。また、先進的な取組等を全国に情報発信

することや、先駆的な地域の取組を支援し、その効果の検証と全国への紹介などを強

化しています。平成 21 年度（2009 年度）はリユース容器・通い容器を利用した総菜

の量り売り実証支援など２Ｒを中心に取組を進めています。 

 

② 廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底 

温暖化対策に資する高効率な廃棄物発電施設、バイオマス利用施設等の支援を行

い、廃棄物発電の導入や拡充、熱供給などの熱回収を促進しています。その結果、廃

棄物発電施設数及び総発電能力は増加しています。特に平成 21 年度（2009 年度）か

ら、循環型社会形成推進交付金において、高効率ごみ発電施設整備に対する交付率を

１／２とする新たなメニューが追加されました。また、廃棄物処理施設における温暖

化対策事業において、既存の処理施設での廃棄物発電の導入を進めるため、施設の更

新時の補助金交付要件について発電効率が 15％から 10％に引き下げられました。 

 

③ 再生可能エネルギーやバイオマス系循環資源の有効活用による温室効果ガスの削減 

平成 21 年（2009 年）９月に、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、バイオマス活用推進基本法（平成 21年法律第 52号）が新た
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に施行されました。 

また、生ごみ等からのメタン回収を高効率に行うバイオガス化のほか、食料と競合

しないセルロース系バイオ燃料の導入拡大を目指し、稲わら、建築廃木材、草本・木

質系資源作物などのセルロース系バイオマスを原料とするバイオ燃料製造技術の研

究開発など、バイオ燃料の導入拡大を目指して、取組を進めています。平成 21 年度

（2009年度）は生ごみ分別処理などの廃棄物系バイオマス利活用モデル事業や資源作

物の栽培から革新的技術を用いたエタノール製造に至る一貫生産システムの開発を

行いました。 

バイオマス系資源（国内）投入率は、平成 19 年度（2007 年度）で約 6.2％（平成

12年度約 5.4％）であり、平成 12年度（2000年度）と比べ約 0.8％上昇しました。 

内訳を見ると、天然資源投入量は減尐しており、国内のバイオマス系資源投入量も

平成 19 年度（2007 年度）には上昇に転じており、バイオマス系資源投入率は上昇す

る方向に動いています。 

 

④ 静脈物流システムの構築 

循環資源を取り扱う岸壁等の港湾施設整備を促進するとともに、積替・保管施設等

の施設整備への支援を行うことにより、臨海部においてリサイクルの拠点化を進め、

海上静脈物流ネットワークの形成を推進しています。平成 21 年度（2009 年度）は港

湾における循環資源取扱いルールの共通化や海上輸送の特性を活かしたリサイクル

チェーン構築のための制度改善の取組を進めています。 

 

（２）循環型社会、自然共生社会の統合的な取組 

① 生物多様性国家戦略 2010の策定（平成 22 年（2010年）３月閣議決定） 

生物多様性基本法（平成 20年法律第 58 号）に基づく初めての生物多様性国家戦略

となる「生物多様性国家戦略 2010」においては、自然共生社会と循環型社会の統合的

な取組を推進することが明記されています。 

 

② 自然界での再生可能な資源の持続可能な利用推進 

バイオマス・ニッポン総合戦略に基づくバイオマス等の利活用の促進や森林の適切

な整備・木材利用の推進を行っています。特に平成 21年度（2009 年度）においては、

低炭素社会の実現に丌可欠な森林吸収源対策の一層の推進をはじめ、持続可能な社会

の構築に向け、間伐等の森林整備が進みにくい条件丌利森林の早期解消に向けた取組

等の充実を図り、再生産可能な資源である森林を適切に整備しています。 

 

③ 里地里山の保全等の取組 

間伐材、林地残材等の草木質バイオマスの利活用を推進し、里地里山の適切な保

全・活用を進めるなど、自然共生社会との統合的取組を進めています。特に農林水産

分野では田園地域・里地里山の保全など生物多様性保全をより重視した施策を推進し

ています。平成 21 年度（2009 年度）は生物多様性に配慮した農林水産物であること

を示す生きものマークの促進等を行っています。 
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④ 住宅の長寿命化への取組 

長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストックを形成するため、長期優良住宅の

普及を促進しています。平成 21 年度（2009 年度）は、６月に長期優良住宅の普及の

促進に関する法律（平成 21年法律第 87号）が施行された後、同法による長期優良住

宅建築等計画の認定は 38,571 戸（平成 21 年（2009 年）６月～12 月の累計）となっ

ているほか、認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置の創設（平成 20・21 年度

（2008・2009年度））、長期優良住宅等推進事業の実施等の取組を行っています。 

 

 

≪地域活性化につながる地域循環圏の形成に向けた取組≫ 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果において、「地域循環

圏を踏まえた循環型社会づくり」に関する国の取組として、下記の通り取組状況が報告さ

れました。（下記報告内容には、一部、時点修正等を加えています。） 

 

① 最適な規模の地域循環圏のための地域計画の策定による基盤の整備 

地域ブロックレベルでの地域計画の策定を進めています。平成 21年度（2009年度）

は、各地方環境事務所が中心となり、中部、近畿及び九州ブロックにおいて各主体が

連携・協働して、地域計画を策定するための調査を行っています。 

循環型社会形成推進交付金制度により、各市町村がごみ・し尿の安心・安全な処理、

リサイクル、エネルギー利用に必要な施設整備を一拢して行うことを支援すること

で、地域循環圏づくりの取組を後押ししています。平成 21 年度（2009 年度）は、高

効率ごみ発電施設整備に対する交付率１／２での支援をはじめ、効率的なごみ収集・

輸送を実現するための施設（サテライトセンター）整備推進、効率的な汚泥処理のた

めの設備増強、廃棄物処理施設における長寿命化計画策定のための支援の拡充を図っ

ています。 

 

② 循環資源の性質別の地域循環圏の構築 

 ア．循環資源（共通） 

各地域における循環圏づくりについて先進的な取組を発展させるための支援を行

っており、更に循環圏づくりを支える調査研究、廃棄物系バイオマス利活用の推進等

を進めています。平成 21 年度（2009 年度）は生ごみ循環システムの構築等の支援を

行っています。 

また、「ゼロ・エミッション構想」を地域の環境調和型経済社会形成のための基本

構想として位置づけ、併せて、地域振興の基軸として推進するエコタウン事業は、現

在までに全国 26 地域が承認され、廃プラスチック、食品廃棄物、家電・機器類、建

設廃棄物等のリサイクル施設を中心に先進的な環境調和型のまちづくりを進めてい

ます。平成 21 年（2009 年）７月にエコタウンによる環境負荷削減効果等の試算を行

い、エコタウンでは高い効率で循環資源の利活用が行われていることやエコタウン内
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で循環資源の調達・製品化が行われ、地域循環の中核としての機能を担いうることが

明らかとなりました。 

 

イ．バイオマス系循環資源 

バイオマス・ニッポン総合戦略に基づき、市町村が中心となって、広く地域の関係

者の連携の下、総合的なバイオマス利活用システムを構築する「バイオマスタウン構

想」について、平成 22 年度（2010 年度）末までに 300 地区を目標に取組を進めてい

ます。平成 22 年（2010 年）７月末現在で 283 市町村が公表しています。更に、平成

21 年（2009 年）３月に策定した「バイオマスタウン加速化戦略」に基づき取組の加

速化を進めています。 

  また、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12 年法律第 116 号。

以下「食品リサイクル法」という。）に基づく再生利用事業計画（リサイクルループ）

の取組や、エコフィード（食品残さ利用飼料）、家畜排せつ物のたい肥化等の取組を

進めています。平成 22年（2010年）３月末現在で 19件の食品リサイクル法に基づく

認定がなされています。 

 

ウ．下水汚泥の有効利用 

多くの有機物や有用鉱物等が含まれており、大きな資源・エネルギーポテンシャル

を有している下水汚泥の有効利用を進めています。平成 19 年度（2007 年度）には、

下水汚泥のリサイクル率は、建設資材利用を含めると約 77％に達していますが、緑農

地利用・エネルギー利用された割合（下水道バイオマスリサイクル率）は約 22％にと

どまっており、引き続きバイオマスとしての有効利用を重点的に推進していきます。

そのほか、平成 21 年度（2009 年度）は、下水・下水汚泥からのリン回収・活用に関

してのフィージビリティ・スタディ調査等を進めています。 

 

エ．製品系循環資源や枯渇性資源を含む循環資源 

適正かつ効果的なレアメタルのリサイクルシステムの構築を進めています。平成 21

年度（2009年度）は使用済小型家電の回収モデル事業、効率的・効果的な回収方法の

検討等を進めるとともに、白金を用いない触媒やリチウムを用いない二次電池など希

尐元素の代替技術・有効利用技術などの開発を進めています。 

また、各種個別リサイクル法等の着実な実施のほか、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。）の広域認定・再生利用

認定を適切に活用しています。平成 21 年度（2009 年度）末までに、広域認定制度で

は、一般廃棄物で 78件、産業廃棄物で 184 件の認定を行いました。また、平成 21年

度（2009年度）末現在、再生利用認定制度では一般廃棄物で 63 件、産業廃棄物で 48

件が認定を受けています。 

 

③ 循環型社会ビジネス市場の拡大 

循環型社会ビジネス市場については、目標を設定する取組指標として下記のとおり報

告されました。平成 19 年度（2007 年度）における循環型社会ビジネス市場の市場規模
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は、目標の基準年である平成 12 年度（2000 年度）の 1.29 倍、雇用規模は 1.22 倍とな

り、平成 18年度（2006 年度）と比較すると、それぞれ 9.9％、3.1％増加しています。 

 

 

 

表 循環型社会ビジネス市場の推移（環境省推計) 

 単位 
H27年度 

目標 
H12年度 H17年度 H18年度 H19 年度 前年度比 

市場規模 

億円 － 295,855 337,107 346,398 380,644 +34,246 

H12年度比

（倍） 
2 － 1.14  1.17  1.29  － 

雇用規模 

万人  53 60 63 65 +2 

H12年度比

（倍） 
－ － 1.13  1.19  1.22   － 

（参考）推計の対象範囲 

経済協力開発機構（The Environmental Good and Services Industry (OECD), 1999）における環境ビジネス分類のうち、環境汚染

防止及び資源有効利用の分野から循環型社会ビジネスに該当する業種を対象とした。環境汚染防止では、廃棄物処理装置等の製造（中

間処理装置ほか）、廃棄物処理サービス（産業廃棄物処理ほか）、廃棄物処理施設建設（処分場建設ほか）である。資源有効利用で

は、再生素材の有効利用（資源回収、中古品流通ほか）、その他の資源有効利用（建設リフォーム・リペアほか）である。 

 

③今後の政策に向けた提言 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画に基づき、循環型社会の構築に向け、３Ｒの一層の

推進が重要です。 

  

○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果を踏まえた以下の指摘

に対応する施策を推進すべきです。 

 

＜低炭素社会形成、自然共生社会形成と統合的に展開する循環型社会形成に向けた取組＞ 

・  循環型社会、低炭素社会の統合的な取組に関しては、循環型社会形成推進基本法の優

先順位に則り、廃棄物の排出抑制、再使用、再利用、熱回収といった取組を着実に進め、

循環型社会づくりの取組と低炭素社会づくりの取組の相乗効果を最大限に活用すること

が必要です。廃棄物発電については、できるだけ効率的に発電施設を活用することが重

要です。より効率的、効果的な３Ｒを進めるためＬＣＡの観点からの評価を行い、情報

発信することも必要です。バイオマス利活用の推進による温室効果ガスの削減に関する

取組については、ＬＣＡなどについて国際的な評価も考慮しつつ進めることが重要です。

静脈物流システムの構築については、リサイクルポートにおける企業立地数目標に向け

て取組を進めることが必要です。 

     循環型社会、自然共生社会の統合的な取組については、あらゆるバイオマス利活用に

ついての取組を引き続き推進していくとともに、バイオマス以外の分野にも取組を進め

る必要があります。自然共生社会の効果を把握する方法を検討していくことも必要です。 

 

＜地域活性化につながる地域循環圏の形成に向けた取組＞ 
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・  地域循環圏を踏まえた循環型社会づくりについては、地域活性化につながるような最

適な規模の地域循環圏のための地域計画の策定による基盤の整備と循環資源の性質別の

地域循環圏の構築をそれぞれ進める必要があります。 

前者の最適な規模の地域循環圏のための地域計画の策定については、国は地域ブロッ

クでの計画策定を引き続き進める必要があります。都道府県や市町村の計画についての

実態調査を進めるとともに地域計画に沿った取組が進んでいるかを各地域で様々な視点

から評価し、随時見直しを行うことが重要です。また、地域計画の策定及び見直しに当

たっては、エコタウンやバイオマスタウン構想など関連する計画、構想と連携すること

が重要です。 

後者の循環資源の性質別の地域循環圏については、各種施策を適切に組み合わせなが

ら、関係者が連携、協働しながら取り組むことが重要です。また、引き続き循環型社会

形成推進交付金制度等の活用により支援を行うことが必要です。バイオマス系循環資源

については、バイオマス・ニッポン総合戦略の目標達成に向けてバイオマスタウン構想

の取組を関係者一体となって広げるとともにバイオマスタウン構想の進捗について適切

に評価していくことが必要です。また、家畜排せつ物や食品残さについて、完成品の品

質や安全の確保に留意して、たい肥化を実施し、環境保全型農業を進めることが重要で

す。製品系循環資源や枯渇性資源を含む循環資源については、引き続き個別リサイクル

法の取組を進めるとともに、回収体制の充実等を図っていくことが必要です。 
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重点調査事項②：関係主体の連携や国際的な取組による施策の総合的かつ計画的な推進 

 循環型社会形成推進基本計画に即して、すべての関係主体の連携の下で、その積極的な参加

と適切な役割分担により、各種施策を総合的かつ計画的に推進すること及び東アジア等におけ

る国際的な低炭素・循環型社会の形成を推進することとされていることから、 

a) 環境負荷の低いライフスタイルへ変革するための国民運動や情報提供の推進 

b) 製品のライフサイクルを通じた環境負荷低減に係る取組の推進 

c) 東アジアにおける持続可能な資源循環の確立に向けた取組の推進 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 循環型社会づくりに加え低炭素社会づくりの面からも重要な課題である、より環境負荷

の低いライフスタイルへの変革につなげるための国民運動を展開し、情報発信することに

より、関係主体の積極的な取組と連携を促すべきです。特に、循環型社会地域支援事業等

のモデル事業の成果等については、施策の企画立案にいかすべきです。また、マイバッグ

等の普及といった国民運動の成果や効果を明らかにすべきです。 

○  資源採取の段階から廃棄・資源回収を行う段階までを含めた製品のライフサイクルを通

じて、様々な環境負荷を全体として最小化する環境配慮型設計・生産活動を推進すべきで

す。 

○  我が国の３Ｒ関連の制度・技術・経験の国際展開、東アジア低炭素・循環型社会政策検

討に向けた取組、アジア３Ｒ研究・情報ネットワークの構築、資源生産性の向上等Ｇ８の

３Ｒイニシアティブの更なる発展等を通じて、東アジアにおける持続可能な資源循環の確

立に向けた具体的な取組を進め、国際的な低炭素・循環型社会の構築に貢献すべきです。 

その際には、開発途上国における廃棄物処理の実態把握を進めるべきです。 

また、一時的な国際市況の変動も考慮に入れた安定した国内循環システムの体制を整え

ることが、重要です。 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪環境負荷の低いライフスタイルへ変革するための国民運動や情報提供の推進≫ 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果において、「一人一人

のライフスタイルの変革」に関する国の取組として、下記のような取組状況が報告されま

した。（下記報告内容には、一部、時点修正等を加えています。） 
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① 環境教育、環境学習 

すべての年齢層に対し、多様な場において環境教育、環境学習を推進しています。

教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）や学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）の改

正を受け、平成 20 年（2008年）３月に小・中学校の学習指導要領、平成 21年（2009

年）３月に高等学校の学習指導要領を改訂し、環境教育に関する内容の充実を図りま

した。循環型社会の形成に係る内容については、節水や節電などの資源の有効利用（小

学校社会科）、自然環境を大切にしその保全に寄不しようとする態度の育成（小学校

理科）、地球環境、資源・エネルギーなどの課題解決のための経済的・技術的な協力

の大切さ、持続可能な社会の形成（中学校社会科）、自然環境の保全と科学技術の利

用の在り方についての科学的考察（中学校理科）、金属やプラスチックの再利用（高

等学校理科）等があります。また、学校教育においてはもとより、地域の環境・エネ

ルギー教育を推進するため、環境を考慮した学校施設（エコスクール）の整備を推進

するとともに、多くの学校では、地域のＮＧＯ／ＮＰＯ等と連携しながら生涯学習に

も役立つように取り組んでいます。また、容器包装廃棄物の排出を抑制する取組の啓

発等を図るため、平成 21年（2009年）１月に新たに 22名の容器包装廃棄物排出抑制

推進員（３Ｒ推進マイスター）を委嘱し（平成 22年（2010 年）３月末時点で計 88名）、

消費者への指導・助言等を行っています。 

 

② 普及啓発 

３Ｒ推進全国大会及び地方大会の開催等、３Ｒ推進月間での各種事業実施や、ＨＰ

掲載、パンフレット等により、先進優良事例の紹介やライフスタイルの見直しにつな

がる情報提供・普及啓発を行っています。平成 21 年度（2009 年度）は千葉市におい

て３Ｒ推進全国大会を開催したほか、３Ｒ推進地方大会、都道府県が参加した環境に

やさしい買い物キャンペーン等を実施しました。 

 

≪製品のライフサイクルを通じた環境負荷低減に係る取組の推進≫ 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果において、「３Ｒの技

術とシステムの高度化」に関する国の取組として、下記のような取組状況が報告されまし

た。（下記報告内容には、一部、時点修正等を加えています。） 

 

① サプライチェーン企業間での取組に対する支援 

製品のサプライチェーン全体の資源投入量の低減を図るための取組を行っていま

す。平成 21年度（2009年度）は 30件のモデル事業を選定し、マテリアルフローコス

ト会計や環境配慮設計を通じた省資源型ものづくりの優良事例を創出しています。 

 

② ものづくりの段階 

３Ｒ対策の促進に必要な基礎研究等を３Ｒプログラムとして体系的に実施してい

ます。平成 21年度（2009年度）は「技術戦略マップ」の改訂を行っています。 
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③ 製品が廃棄・使用済みとなり循環的利用及び適正処分される段階 

携帯電話や小型家電については、平成 20 年度（2008 年度）より適正かつ効果的な

レアメタルのリサイクルシステムの構築を目指すべく、使用済小型家電の回収モデル

事業を実施し、効率的・効果的な回収方法の検討を行うとともに、回収された使用済

小型家電に係るレアメタルの含有実態の把握や、使用済小型家電のリサイクルに係る

有害性の評価及び適正処理などについての検討などを行っています。また、携帯電話

については、製造段階における環境配慮設計を推進するとともに、イベント等で、使

用済携帯電話の回収の呼びかけを行っています。さらに、回収拠点における回収促進

モデル事業を実施しています。 

そのほか、廃プラスチックについて混合回収の実証事業を行っています。 

 

≪東アジアにおける持続可能な資源循環の確立に向けた取組の推進≫ 

 

  ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果において、「我が国の

制度・技術・経験の国際展開」及び「東アジア全体などでの資源循環の実現」に関する国

の取組として、下記のような取組状況が報告されました。（下記報告内容には、一部、時

点修正等を加えています。） 

 

＜「我が国の制度・技術・経験の国際展開」に関する国の取組＞ 

① ３Ｒイニシアティブの推進 

我が国が提唱した３Ｒイニシアティブ及び平成 20年（2008年）のＧ８環境大臣会合

において合意された「神戸３Ｒ行動計画」の実行のため、アジア各国の３Ｒ国家戦略の

策定を支援しています。平成 21年度（2009 年度）現在アジア６カ国において、３Ｒ国

家戦略策定支援を行っており、そのうち、ベトナム、インドネシアにおいては、政府に

よる承認手続き中です。 

 

② エコタウンをモデルとした循環型の都市づくりへの協力 

中小企業を含めた我が国企業の３Ｒ分野の「環境力」の高度化・高効率化を図ること

を目指して、地域ごとに技術開発・実証実験や海外展開の支援をパッケージとして実施

することで、３Ｒ関連産業の市場規模拡大を図っています。具体的には、我が国の地方

公共団体が有するノウハウを中国の地方政府に移転していくべく、これまで中国におい

て、政府間合意・地方公共団体間合意を経て、北九州市と青島市・天津市・大連市、兵

庫県と広東省の間で日中循環型都市協力（エコタウン協力）が行われています。平成

21 年度（2009 年度）は北九州市・大連市との間で協力実施が合意されました。また、

取組を支援するため、インフラ整備促進のためのフィージビリティ・スタディ調査、人

材育成などを行っています。平成 21年度（2009年度）は協力実施のための調査検討事

業が２件実施されました。これらの協力の取組状況等については、平成 21年（2009年）

６月に行われた日中資源循環政策対話（局長級）において、両国が認識を共有していま

す。東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の国・地域についても、このような循環型都市

協力（エコタウン協力）の実施についての調査検討作業を実施しています。 

39



また、平成 21 年（2009 年度）６月には日中環境大臣間で「川崎市及び瀋陽市の環

境にやさしい都市の構築に係る協力に関する覚書」が締結され、これに基づき川崎市

及び瀋陽市の循環経済静脈産業の発展を通じた環境にやさしい都市の構築を支援して

おり、川崎市・国立環境研究所と連携し、瀋陽市への循環経済政策や技術システムの

導入検討への貢献、全国のエコタウンの環境保全効果等の政策・技術情報の提供等を

行っています。 

 

＜「東アジア全体などでの資源循環の実現」に関する国の取組＞ 

① アジア３Ｒ推進フォーラムの設立 

アジアでの３Ｒの国際的推進のプラットフォームとして我が国が平成 20 年（2008

年）10 月に開催された東アジアサミット環境大臣会合において東アジア各国に提案し

賛同を得ていた「アジア３Ｒ推進フォーラム」について、平成 21 年（2009 年）11 月

に、東京において国連地域開発センター（ＵＮＣＲＤ）との共催により「アジア３Ｒ

推進フォーラム設立会合」を開催しました。会合には、アジア 15 カ国の政府代表者と

国際機関・援助機関、３Ｒに関する専門家等が参加し、「アジア３Ｒ推進フォーラム

の設立についての東京３Ｒ宣言」が合意され、アジア３Ｒ推進フォーラムの下で、３

Ｒに関するハイレベルの政策対話の促進、各国における３Ｒプロジェクト実施への支

援の促進、３Ｒ推進に役立つ情報の共有、関係者のネットワーク化等を進めていくこ

ととなりました。次回のアジア３Ｒ推進フォーラム会合は、平成 22年（2010年）にマ

レーシアで開催予定です。今後、同フォーラムをアジア各地で継続開催し、アジア全

体における３Ｒの推進と循環型社会の構築を図ります。 

また、多様な主体同士での国際的な連携を目指し、アジア３Ｒ推進フォーラム設立

会合と連携して平成 21 年（2009 年）10 月にアジア７カ国の地方自治体の参加を得て

開催された「アジア３Ｒ自治体間ネットワーク会合」、平成 21 年（2009 年）11 月に

日本、中国、韓国、インドネシアのＮＧＯ／ＮＰＯの参加を得て開催された「アジア

３Ｒ推進市民フォーラム」を支援しています。 

 

② 東アジア諸国との二国間、多国間会合を通じた協力の強化 

ア．多国間会合 

日中韓サミットや日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）等を通じて、東アジア地

域における循環型社会構築に向けた協力を深めています。平成 21 年（2009年）10月

に行われた第２回日中韓サミットの際に採択された「持続可能な開発に関する共同声

明」においても、３Ｒを始めとする環境分野における協力を強化することが確認され、

平成 22年（2010年）のＴＥＭＭ12における日中韓の共同行動計画の策定が奨励され

ました。また、ＴＥＭＭの下で循環型社会／循環経済／３Ｒセミナーを３カ国におい

て開催し、各国の取組についての情報交換、協調した取組の検討を進めています。こ

れらの協力の深化を通じて、東アジア地域における循環型社会構築を更に推進しま

す。 

 

イ．二国間会合 
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平成 21年（2009 年）６月の第２回日中ハイレベル経済対話、同９月の第 12回日韓

環境保護協力合同委員会等の機会に、循環型社会の構築に向けた協力を推進すること

を確認しました。また、平成 21 年（2009 年）５月に日中廃棄物・リサイクル政策対

話、同８月に日韓廃棄物・リサイクル政策対話を行い、情報共有と協力の強化を図り

ました。 

 

③ アジアにおける適切な資源循環に関する国際共同研究の推進 

廃棄物の処理のための国際移動を含めアジア全体での資源循環の環境や経済等へ

の影響、効果を評価し、アジアにおける適切な資源循環を検討する国際共同研究を平

成 21年度（2009年度）から開始し、アジア３Ｒ推進フォーラム設立会合と連携して、

設立ワークショップを開催しました。 

 

④ 丌適正な輸出入の防止 

ア．国内監視体制 

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（平成４年法律第 108号。以下「バ

ーゼル法」という。）及び廃掃法に基づく、厳格な輸出入審査を実施しました（年間

150件程度）。また、事業者向け説明会の開催による制度の周知徹底（平成 21年度（2009

年度）は全国 11カ所で実施）、個別案件に対する事前相談の実施（平成 21年度（2009

年度）は約 47,000 件実施）、税関と連携した立入検査等の水際対策の強化を行って

います。 

 

イ．アジアネットワーク事業の推進 

アジア地域を対象とした有害廃棄物の越境移動及びその処分の規制に関するバー

ゼル条約（以下「バーゼル条約」という。）実施能力の向上及び関係国間の情報交換

体制の構築を目的として作られたアジアネットワークにおいて、各国における輸出入

規制情報の共有化を行うとともに、毎年度ワークショップを開催してアジア地域にお

ける有害廃棄物の丌適正な輸出入の防止に関する議論を継続的に行っています。平成

22 年（2010 年）１月には、新たに税関職員も招致して、我が国においてアジアネッ

トワークのワークショップを開催しました。 

 

ウ．各国の適正処理能力向上の支援 

国際的な循環型社会の構築に向けて、まずは発生国の国内で適正に処理することが

原則であることから、バーゼル条約によるアジア太平洋地域におけるコンピュータ機

器廃棄物適正管理事業も含め電気電子機器廃棄物（e-waste）の環境上適正な管理に

関するプロジェクトの枠組みを用いて、途上国における有害廃棄物処理体制の整備の

支援を進めています。平成 21年度（2009 年度）はアジア太平洋地域における e-waste

トレーニングワークショップが開催され、アジアにおける e-waste の管理に関する現

状や今後の課題等について議論を行いました。 

 

エ．家庭用電気電子機器等のバーゼル法等における中古利用に係る判断基準の明確化 
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家庭から排出された有害物質を含んだ家電のうち、実際には中古利用に適さないも

のが中古利用の名目で輸出されることがないよう、バーゼル法における中古利用に係

る輸出時の判断基準の明確化等を検討しています。平成 21 年度（2009 年度）は、使

用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準の策定・適用を行いまし

た。 

 

⑤ 環境保全上望ましい形での国際移動の円滑化 

途上国では適正処理が困難であるが、我が国では処理可能な自社等の国外廃棄物

を、対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理することは、国内における適正処理が

確保される限りにおいては、地球環境保全の観点から、推進していくべきです。この

観点から、平成 22 年（2010年）５月に、廃掃法の一部が改正されました。 

 

⑥ 国際静脈物流システム構築の推進 

廃棄物等の環境保全上望ましい形での国際移動の円滑化を行ううえで、適切かつ効

率的で安全・安心が確保された国際静脈物流システムの構築を推進すべく、平成 21

年度（2009年度）までに国際資源循環の流動実態の分析と課題の抽出等を行いました。 

 

③今後の政策に向けた提言 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果を踏まえた以下の指摘

に対応する施策を推進すべきです。 

 

＜環境負荷の低いライフスタイルへ変革するための国民運動や情報提供の推進＞ 

・ 一人一人のライフスタイルの変革については、学校教育において環境教育を充実して

いくとともに、生涯学習を含めた地域ぐるみでの環境教育が重要です。関係主体が相互

に学びあえるような取組について更に進める必要があります。リターナブルびんなどの

利用促進に向けてポイント制やデポジットなど有料化等手法ごとの効果を把握すること

が重要です。その際、一人一人の行動を更に促すために定量的な３Ｒ効果も示しながら

わかりやすく情報発信することも必要です。また、レジ袋削減の進捗を踏まえ、重点的

に取り組む対象の拡大も念頭に３Ｒに関する国民運動を展開することも必要です。さら

に、家庭での取組については、家庭ごみの排出量は年々減尐していますが、事業系ごみ

の総量の削減率と比べると小さくなっていることから、より環境配慮行動を促し、低炭

素で循環型のライフスタイルづくりを進めることも重要です。 

  

＜製品のライフサイクルを通じた環境負荷低減に係る取組の推進＞ 

・ ３Ｒの技術とシステムの高度化については、循環基本計画や技術戦略マップ等に基づ

き引き続き取組を進める必要があります。特に、循環資源の利用先が限られているとい

う関係者の声に応えられるよう研究・開発を進める必要があります。  

また、化学物質や重金属等有害物質を含んだ製品が廃棄物となった後の有害性の評価
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をはじめ、処理・処分が環境に不える影響等の調査研究、適正処理技術の開発や普及等

が重要です。また、製造から廃棄までの各段階が連携して、製品ライフサイクル全体・

サプライチェーン全体にわたり、一貫して３Ｒを目指す取組を加速化・高度化し、持続

可能な廃棄物・リサイクル対策に取り組んでいくことが必要です。 

 

＜東アジアにおける持続可能な資源循環の確立に向けた取組の推進＞ 

・ アジア３Ｒ推進フォーラムを活用して各国における廃棄物管理の実態・ニーズの把握

と国際機関による取組とのマッチング、３Ｒプロジェクト実施へ援助機関、各先進国に

よる支援が促進され、さらに、各国のニーズに応じた我が国の３Ｒ技術・システムの提

供がより有機的に行えることも期待されます。また、同フォーラムと連携しつつ、各国

のＮＧＯ／ＮＰＯ等とも引き続き協力していくことが必要です。 

 

・ 循環型都市協力の取組を引き続き推進し、アジア各国との３Ｒ・廃棄物管理に対する

政策立案等の能力開発、３Ｒ・廃棄物処理に関する優良事例の創出、ＮＧＯ／ＮＰＯ等

の民間等多様な主体との連携など具体的な協力を推進し、アジア地域における各国内の

循環型社会の形成を支援していくことが重要です。アジア以外の地域における協力は、

今後、資源循環その他において国際的に重要な国・地域においては、具体的協力を更に

推進する必要があります。 

 

・ 「東アジア循環型社会ビジョン」の策定を視野に入れつつアジアにおける適切な資源

循環に関する国際共同研究を引き続き推進し、東アジアにおける適切な資源循環の枠組

みを模索するとともに、成果をアジア３Ｒ推進フォーラムや二国間・多国間政策対話の

場で共有し、東アジア地域規模での国際的循環型社会形成の共通理解を進めるなかで、

我が国が引き続き主導的役割を担うことが必要です。 

 

・ 廃棄物の丌法な輸出入を防止する取組については、国内監視体制及びアジア地域での

取組、アジア各国の適正処理能力の向上支援の取組を引き続き充実・強化していくこと

が必要です。また、途上国では適正処理が困難であるが、我が国では処理可能な自社等

の国外廃棄物を、対応能力の範囲内で受け入れて適正に処理することは、国内における

適正処理が確保される限りにおいては、推進していくべきです。ライフサイクル全体を

視野に入れた製品の環境配慮や循環資源の品質等に係る基準・規格のアジア域内での普

及については、現状ではあまり進展が見られておらず、安定的な資源循環の確保のため

には、更なる取組の推進が望まれます。 

 

・ アジア各国内における循環型社会形成には各国の制度、状況、ニーズ等の情報共有が丌

可欠であり、アジア３Ｒ推進フォーラムの下で、各国に対し情報・知識・経験の共有を促

すとともに、国際共同研究等における情報も活用し、引き続き３Ｒの情報拠点の整備に関

する取組を推進していくことが重要です。
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重点調査事項③：物質フロー等に関するデータの迅速かつ的確な把握、分析と公表 

 物質フロー、廃棄物等に関するデータの迅速かつ的確な把握、分析及び公表を一層推進する

こととされていることから、 

a) 廃棄物等の定量情報の拡充 

b) 産業界、地方公共団体、ＮＰＯからのヒアリング結果 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 第二次循環型社会形成推進基本計画において盛り込まれた補助指標等を中心に、廃棄物等

の国内における定量情報の拡充を行い、種類や業種別に応じた発生量、循環利用量等の状

況の把握や速報化を行うための手法の改善に向けた検討を進めるべきです。また、国際的

な循環資源の越境移動についても、実態を把握すべきです。 

○ 平成 20年度（2008年度）中に行う第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の点検

については、産業界、地方公共団体、ＮＰＯ、関係省庁等の各主体から現状、課題及び政

策提言についてヒアリングするとともに、物質フロー指標及び取組指標を中心に循環型社

会形成に向けた取組の進捗状況を可能な限り定量的に把握し、情報提供を行うべきです。

また、予算要求等における新規施策の企画立案にも役立てるべきです。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪廃棄物等の定量情報の拡充≫ 

 

○ 廃棄物等の国内における定量情報の拡充については、第二次循環型社会形成推進基本計

画の進捗状況の第２回点検結果において、「循環型社会形成に関連した情報の的確な把握・

提供と人材育成」及び「国際的な資源生産性の向上に向けた我が国の貢献」に関する国の

取組として、下記のような取組状況が報告されました。 

 

・ 我が国の物質フローの状況や廃棄物等の種類に応じた発生量とその循環的な利用及び処

分の状況等の情報等のほか、地球温暖化対策等の要請に応えるため、検討を行っています。

平成 21年度（2009年度）は、廃棄物統計の精度向上及び迅速化のための課題の整理、検

討を行うとともに、第二次循環基本計画に盛り込まれた隠れたフロー・ＴＭＲ、産業分野

別資源生産性、国際比較可能な物質フロー指標の方向性について検討しています。 
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・  国連環境計画（ＵＮＥＰ）が設立した「持続可能な資源管理に関する国際パネル」で平

成 21年（2009年）10月に、最初の研究報告書であるバイオ燃料に関する報告書が発表さ

れる等国際的な共同研究が進んでいますが、我が国は同パネルや経済協力開発機構（ＯＥ

ＣＤ）における物質フローと資源生産性に関する作業等を支援し、物質フロー指標につい

て国際的な指標の共通化、手法開発等を推進しています。これらの活動にアジア地域の政

策ニーズを反映させるべく普及啓発のセミナーを開催する等、物質フロー指標のより精度

の高い共通の指標作成を目指して、国際的な研究の進展に貢献しています。また、我が国

における物質フローの状況について国内外に広く広報普及するため、我が国の物質フロー

の全体像を項目別に解説する「日本の物質フロー」のパンフレットを日英二カ国語で作製

し、国際的な会合の場で各国に配付のうえ、普及啓発を図りました。 

 

・ 廃棄物の処理のための国際移動を含めアジア全体での資源循環の環境や経済等への影響、

効果を評価し、アジアにおける適切な資源循環を検討する国際共同研究を平成 21年度（2009

年度）から開始し、アジア３Ｒ推進フォーラム設立会合と連携して、設立ワークショップ

を開催しました。 

 

 

≪産業界、地方公共団体、ＮＰＯからのヒアリング結果≫ 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第１回点検にあたっては、産業界、地

方公共団体、ＮＧＯ／ＮＰＯ、大学等から取組状況についてヒアリングを行いました。 

 

○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検にあたっては、産業界、地

方公共団体、ＮＧＯ／ＮＰＯから取組状況についてヒアリングを行いました。点検のヒア

リング結果については各年度の点検結果に反映されています。以下にヒアリング対象を記

載します。 

 

第１回点検対象（平成 21年度（2009年度）実施） 

◇産業界 

① （社）日本経済団体連合会（環境自主行動計画の進捗状況について） 

② 電気事業連合会（電気事業の取組について） 

③ （社）日本ロジスティックスシステム協会（物流の取組について） 

④ 日本物流団体連合会（物流の取組について） 

⑤ 日本チェーンストア協会（小売業の取組について） 

◇地方公共団体 

・ 山形県長井市（レインボープランの取組状況について） 

◇ＮＧＯ／ＮＰＯ 

①Ｐ＆Ｐトレーサイクル研究会（市民リサイクルシステムの構築について） 

②学校法人金山学園めばえ幼稚園（新エネルギー導入促進を統合する取組について） 

◇大学 
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・ 京都大学大学院農学研究科（畜産廃棄物等の活用について） 

 

第２回点検対象（平成 22年度（2010年度）実施） 

◇産業界 

① （社）日本経済団体連合会（環境自主行動計画の進捗状況について） 

② （社）日本化学工業協会（化学工業の取組について） 

③ （社）日本建設業団体連合会（建設業の取組について） 

④ アミタ（株）（循環型社会と自然共生社会の統合的取組事例について） 

⑤ ユニー（株）（地域循環圏構築に向けた取組事例について） 

⑥ ＪＦＥエンジニアリング(株)（地域における企業の取組について） 

◇地方公共団体 

① 千葉県千葉市（市民と連携した取組について） 

② 埻玉県秩父市（森林バイオマスを活用した取組について） 

◇ＮＧＯ／ＮＰＯ 

・ 特定非営利法人ＷＥ21ジャパン（地域循環圏構築に関する取組について） 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 

 ○ 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第２回点検結果を踏まえた以下の指摘

に対応する施策を推進すべきです。 

 

・  物質フロー指標については、一部の取組においては伸びの鈍化や横ばいが見られます。

物質フロー指標、取組指標ともに目標に向けて引き続き取り組んでいくことが必要です。 

       また、指標の要因の分析については、現在の情報のみでは十分に分析できないものもあ

ることから、更に統計の早期化・精緻化、物量ベースの詳細な情報の把握等を進め、研

究分野の成果も活用しながら分析を深めていくことが重要です。 

 

・ 循環資源を含めた資源価格の変動、産業構造の変化やインフラ整備の進展など、これま

での循環型社会づくりの前提となってきたシステムに大きな変化が生じている可能性や

2020 年（平成 32 年）までに 1990 年（平成２年）比で温室効果ガスを 25％削減するとい

う目標（すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的枠組みの構築及び意欲的な目

標の合意を前提とした目標）などを踏まえ、中長期の循環型社会のグランドデザインを念

頭に今後の取るべき施策についての検討を進める必要があります。 
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３．化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 

 

重点調査事項①： 科学的な環境リスク評価の推進 

 

化学物質による環境リスク低減対策の基礎となる科学的なリスク評価を進めるため、化学物

質の安全性情報の収集、環境残留状況の把握、新たなリスク評価のための手法開発等への取組

として、 

 a) 化学物質の安全性情報の収集・発信に係る取組状況 

 b) 環境中における化学物質のモニタリング実施状況と今後の方向性 

 c) 人の健康及び生態系に対するリスク評価手法等の調査研究・開発状況とその課題 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①環境基本計画における施策の基本的方向 

 
 

○ 環境リスク低減の基礎として、科学的な環境リスク評価を進めます。このため、我が国

独自のデータを取得することを含め、化学物質の有害性に関するデータの収集、化学物質

の製造量、用途、排出量、排出経路、廃棄方法等の基礎情報の整備、環境残留状況の把握

等に積極的に取り組みます。これらの情報を、製造事業者、ユーザー企業、消費者、廃棄

物処理事業者等の関係者でできる限り共有します。 

○ 産学官の研究機関と連携し、研究者の育成を図りつつ、リスク評価、新たなリスク発見

のための手法の開発を進めます。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪化学物質の安全性情報の収集・発信に係る取組状況≫ 

 

＜既存化学物質の安全性情報の収集＞ 

○ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律 117 号。以下「化審法」

という。）が施行される以前から製造・輸入されていた化学物質（以下「既存化学物質」と

いう。）を対象に、分解性試験、蓄積性試験、反復投不毒性試験、生態毒性試験等を実施

し、また、文献調査による既存化学物質の安全性情報の収集を行っています。平成 18 年度

（2006年度）以降においては、これらの試験について省庁ごとに毎年度５から 20物質程度

を対象として試験を実施しており、化審法の規制対象物質に該当するか否かの判定に活用

しています。 

【新規設定事項】 
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＜Ｊ-ＣＨＥＣＫの拡充等＞ 

○ 国において実施した安全性情報点検の結果や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発

信プログラム（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム（注Ⅲ－３－１））において得られた情報

等を発信するためのデータベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ（注Ⅲ－３－２））を構築し、平成 20

年（2008 年）５月より公開しています。公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯ

ＥＣＤ等の海外で収集された情報等を随時公開し、その内容を拡充しています。また、収

集された安全性情報が諸外国においても有効に活用されるよう、ＯＥＣＤグローバルポー

タル（eChemPortal）との接続も視野に入れ、英語版を開発しているところです。 

 

＜すべての化学物質の安全性評価の実施に向けた化審法改正＞ 

○ 平成 21年（2009年）に改正された化審法では、「環境中で分解しにくい化学物質」に加

え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても規制の対象とし、平成 23年度（2011年

度）からは、新たに既存化学物質についても製造・輸入実績数量等の届出を事業者に義務づ

けるとともに、必要に応じて事業者に有害性情報の提出を求めること等により、それらを

踏まえ優先順位をつけて化学物質の安全性評価を国が実施することとなっています。 

 

≪環境中における化学物質のモニタリング実施状況と今後の方向性≫ 

 

＜化学物質環境実態調査＞ 

○ 一般環境中における化学物質の残留状況を把握するため、日本各地の水質、底質、生

物、大気を対象に、 

１）環境残留の有無が明らかでない化学物質の環境残留を確認するための調査（初期環境調

査） 

２）１）で環境残留が確認された化学物質について、環境中の残留状況を精密に把握するた

めの調査（詳細環境調査） 

３）残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（ＰＯＰｓ条約（注Ⅲ－３－３））の

対象物質及びその候補となる可能性のある物質並びに化審法における特定化学物質等

の化学物質の残留状況を経年的に把握するための調査（モニタリング調査） 

を実施しています。また、本調査に資するための分析法開発や試料保存等も実施してい

ます。 

今後も、排出源を考慮した地点選定を行うとともに、調査対象物質の選定に当たって

は、化学物質関連施策担当部局から調査実施の要望があり、「環境リスク初期評価」を行

うために環境における残留状況の把握が必要とされる物質等から選定します。また、調査

の結果は、化審法や特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す

る法律（平成 11 年法律第 86 号。以下「化管法」という。）等の運用に活用しています。

さらに、ＰＯＰｓ条約対象物質等の環境中残留状況のモニタリング等を実施する予定で

す。その他、環境基準値等が定められた物質の環境監視等の調査との役割分担を明確に

し、効率的な調査に努めます。 
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＜有害大気汚染物質モニタリング調査＞ 

○ 大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号）に基づき、国及び地方公共団体が毎年、大気の

汚染状況の把握のための有害大気汚染物質モニタリング調査を実施し、環境中濃度の実態

把握を行っています。 

有害大気汚染物質のうち、大気環境と水環境の両方で環境基準値・指針値が設定されて

いることから、第三次環境基本計画において総合的環境指標の対象物質とされている物質

（ベンゼン、総水銀、ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、塩

化ビニルモノマー）についての平成 20年度(2008 年度)の調査結果は以下の通りです。 

ベンゼンは 451 地点中１地点で環境基準を超過したものの、トリクロロエチレン及びテ

トラクロロエチレンは399地点で、ジクロロメタン397地点で調査し、すべて環境基準に適

合しました。塩化ビニルモノマーは378地点で、総水銀は293地点で調査し、すべて指針値

に適合しました。 

 

＜公共用水域水質測定＞ 

○ 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138 号）に基づき、国及び地方公共団体が毎年、公共

用水域の汚染状況の把握のための環境調査を実施し、環境中濃度の実態把握を行っていま

す。 

大気環境と水環境の両方で環境基準値・指針値が設定されていることから、総合的環境

指標の対象物質とされている物質（ベンゼン、総水銀、ジクロロメタン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、塩化ビニルモノマー）についての平成 20年度(2008年度)の調

査結果は以下の通りです。 

ジクロロメタンは3,586地点中２地点で、テトラクロロエチレンは3,669地点中１地点で

環境基準を超過しました。総水銀は4,182地点で、トリクロロエチレンは3,667地点で、ベ

ンゼン3,487地点で、塩化ビニルモノマーは538地点で調査し、すべて環境基準に適合しま

した。 

 

＜地下水質測定の概況調査＞ 

○ 水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138 号）第 15 条及び第 16 条に基づき、国及び地方公

共団体が毎年、地下水の水質測定計画を策定し、地下水の汚染状況の把握のための環境調

査を実施しています。 

大気環境と水環境の両方で環境基準値・指針値が設定されていることから、総合的環境

指標の対象物質とされている物質（ベンゼン、総水銀、ジクロロメタン、トリクロロエチレ

ン、テトラクロロエチレン、塩化ビニルモノマー）についての平成 20年度(2008年度)の調

査結果は以下の通りです。 

総水銀は2,944地点中２地点、トリクロロエチレンは3,658地点中３地点、テトラクロロ

エチレンは3,660地点中９地点で環境基準を超過し、ジクロロメタンは3,276地点及びベン

ゼンは 3,238 地点で調査し、すべて環境基準に適合しました。塩化ビニルモノマーは、266

地点で調査し、すべて指針値に適合しました。 

 

＜ダイオキシン類・内分泌かく乱化学物質による汚染状況の把握のための環境調査＞ 
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○ ダイオキシン対策特別措置法（平成 11年法律第 105号）第 26条に基づき、地方公共団体

及び国の関係機関が連携して、毎年、ダイオキシンによる汚染状況の把握のための環境調

査を実施し、環境中濃度の実態把握を行っています。 

平成 20年度(2008年度)は、大気について 799地点で調査し、すべて環境基準に適合しま

した。公共用水域水質については、1,714 地点で調査し、28 地点で環境基準を超過しまし

た。公共用水域底質については 1,398 地点で調査し、６地点で環境基準を超過しました。

地下水質については 634 地点で調査し、すべて環境基準に適合しました。土壌については

1,073 地点で調査し、すべて環境基準に適合しました。今後もダイオキシン対策特別措置

法に基づき、同様の調査を継続していきます。 

 

○ 河川・湖沼におけるダイオキシン類・内分泌かく乱化学物質については、一級河川の環

境基準点等において、水質・底質のダイオキシン類や内分泌かく乱化学物質の濃度の実態

を把握し、河川の水質管理に資するための調査を実施しています。また、河川・湖沼にお

ける底質ダイオキシン類等の低減を図るための検討を行い、汚泥浚渫等の対策を実施して

います。平成 20年度（2008 年度）は、ダイオキシン類については水質 240 地点、底質 251

地点、内分泌かく乱化学物質については 72 地点で調査を実施し、その結果を公表しまし

た。また、水環境の悪化が著しい河川における汚泥浚渫等の対策も実施しました。今後も

引き続き調査を実施し、必要に応じて河川環境の向上に資する対策等を実施します。 

 

＜海洋汚染の科学的調査＞  

○ 海洋汚染については、外洋に面した 12 の内湾域から外湾域にかけての汚染物質の広がり

の状況を把握し、また陸域起源や海洋投棄による汚染を把握するため、海水・海底堆積物

中の油分、ＰＣＢ、重金属、有機スズ化合物、ＣＯＤ等について調査しています。海水・

海底堆積物の試料採取、海水・海底堆積物中に含まれるこれらの汚染物質の濃度の分析、

分析結果の公表を行い、12 の内湾域で海水・海底堆積物中の過去から現在までの汚染物質

の濃度変化を明らかにするとともに、陸域起源の汚染負荷が海洋環境に及ぼしている影響

や、海洋投入処分海域において、海水、堆積物、海洋生物の汚染状況を把握しました。今

後も引き続き、化学物質管理の施策の策定、評価、陸域起源の汚染や海洋投棄による汚染

が海洋生物や海洋生態系へ不える影響の把握のための基礎情報の一つとして、海洋環境中

の汚染物質のモニタリングを実施します。 

 

 

≪人の健康及び生態系に対するリスク評価手法等の調査研究・開発状況とその課題≫ 

 

＜環境リスク初期評価の実施＞ 

○ 化学物質による環境媒体を経由した人や生態系への有害な影響の発生を未然に防止する

ため、科学的な観点から定量的な検討と評価を行い、相対的に環境リスクが高い可能性が

ある物質をスクリーニングし、必要な対応・措置を促す等の環境リスク初期評価を実施し

ています。平成９年度（1997 年度）から環境リスク初期評価に着手し、その結果をこれま

で８次にわたりとりまとめ、「化学物質の環境リスク評価」（第１巻～第８巻。総実施物質
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数 272物質。）として公表しています。評価の結果、詳細な検討を行う候補とされた物質に

ついては、更なる検討が行われ、必要に応じて、行政的な対応が行われます。また、本結

果は、化管法や化審法等の運用に活用しています。今後も、初期評価であるという評価の

性格に留意しつつ、評価の確実性と効率性の向上を図るとともに、過去に実施した物質の

再評価を含め、着実に評価を実施していきます。 

 

 ○ 製品評価技術基盤機構において、化管法の対象物質のうち、特に人への健康リスクが高

いと考えられる高生産量化学物質を中心に、当該物質のリスクの評価を実施しました。こ

れまでに 150 物質についての初期リスク評価書を作成し、リスク評価書活用の手引きとと

もに公表しています。 

 

＜平成 21年改正化審法における化学物質のリスク評価スキームに関する調査＞ 

○ 平成 21年（2009年）に改正された化審法では、「環境中で分解しにくい化学物質」に加

え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても規制の対象とし、平成 23年度（2011年

度）からは、新たに既存化学物質についても製造・輸入実績数量等の届出を義務づけ、それ

らを踏まえ優先順位をつけて化学物質の安全性評価を実施することとなっています。その

ため、平成 16 年度（2004 年度）から平成 20 年度（2008 年度）にかけて検討し提案した監

視化学物質のリスク評価手法（案）をもとに、平成 21年（2009年）に改正された化審法の

優先評価化学物質等に対応したリスク評価手法を検討しました。今後も引き続き、化学物

質のリスク評価に係る手法の検討を実施します。 

 

＜農薬による陸域生態リスク評価手法確立調査＞ 

○ 農薬取締法（昭和 23年法律第 82号。以下「農取法」という。）に基づく登録保留基準に

ついては、平成 17年度（2005年度）に拡充された水産動植物の被害防止に係る措置に続き、

陸域生態系へのリスク評価・管理措置の我が国への導入可能性を検討するため、我が国に

おける農薬の陸域生態系へのリスクの評価・管理手法に係る調査・検討を行っています。

本事業は平成 20年度（2008年度）から実施しており、これまでに、欧米諸国での規制状況、

鳥類、有用昆虫、土壌生物等に対するばく露量評価及びモニタリングのモデル手法に関す

る各国の取組情報のほか、我が国における現状について文献調査を行いました。今後は、

我が国における陸域生態系へのばく露評価手法、フィールドでの影響のモニタリング手法

の実証を行い、我が国における農薬による陸域生態系へのリスクの評価・管理措置の導入

可能性について検討を行います。 

 

＜農薬の大気経由による影響評価事業＞ 

○ 環境省では、航空防除において散布された農薬を大気経由で人が吸入した場合の健康に

及ぼす影響への関心が高まったことから、平成９年（1997年）に、使用実態の多い 10農薬

を対象として、リスク管理の目安となる気中濃度評価値を策定しました。その後 12 年が経

過し、農薬の散布形態（有人ヘリ→無人ヘリ）や種類（約 30種→約 90種）が多様化してい

るほか、農薬の吸入毒性に関する新たな知見も得られつつあり、気中濃度評価値の見直し

など、農薬の大気経由によるリスク評価の再検討が喫緊の課題となっています。 
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このため、平成 22年度（2010年度）から、農薬の大気経由の飛散による人の健康へのリ

スクを適切に評価・管理するため、農薬の吸入毒性試験や飛散実態調査を行うこととして

います。 

 

 ＜漁場環境化学物質影響総合評価事業＞ 

○ 我が国周辺水域において漁場環境や魚介類への影響が懸念されている化学物質が、漁場

環境・生物多様性に不える影響を調査し、海産生物への影響評価手法等の開発を行ってい

ます。具体的な事業内容は以下の通りです。 

１）漁場環境中の有害化学物質が魚介類等へ不える影響及び蓄積状況を簡易的にモニタリ

ングする手法を開発するため、指標となる生物及びその他の魚介類等の濃度を測定・

解析。 

２）有害性が懸念される化学物質の水産生物に対する影響や蓄積性等を明らかにするため、

室内ばく露試験を実施。 

今後は、各種の化学物質が漁場環境や生物多様性に不える影響を調査し、モニタリング

手法、海産生物への影響評価手法の開発等を通じて、漁場環境の改善に努めます。 

 

＜内分泌かく乱作用の試験の国際標準化＞ 

○ 平成 17年（2005年）に策定した「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の

対応方針について-ExTEND2005-」に基づいて、上記試験法開発に加え、野生生物の観察、基

盤的研究、影響評価、情報提供とリスクコミュニケーション等を推進してきており、現

在、これまでの成果等を踏まえ、今後５年間の対応の方向性についてとりまとめていると

ころです。 

また、化学物質による内分泌かく乱作用の試験法の開発及び国際標準化等を目的とし

て、ＯＥＣＤが中心となって進められている試験法検証作業（バリデーション）への積極的

な貢献やデータ収集等を進めています。これまで、日本が中心になって開発した試験法が

ＯＥＣＤにおける国際的なテストガイドラインとして採択されるなど、試験法の国際標準

化に貢献しています。 

 

＜子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）＞ 

○ 子どもの発育に影響を不える化学物質や生活環境を明らかにするため、10 万人の妊婦を

対象とし、生まれてくる子どもたちの健康を 13 歳に達するまで追跡する、子どもの健康と

環境に関する全国調査（エコチル調査）を実施しています。本調査は、平成 19年（2007年）

10 月から「小児環境保健疫学調査に関する検討会」において検討が進められ、平成 20 年

（2008 年）からパイロット調査が開始されました。パイロット調査では、実際に参加者が

登録され、血液等の生体試料の採取や分析が行われるなど、平成 22 年度(2010 年度）から

実施される 10万人規模の本調査開始に向けて、準備が進められています。 

 

＜化学物質による新たなリスク評価手法の検討・開発＞ 

○ 化学構造式や物理化学的性状から環境中での生分解性、生物蓄積性や毒性を予測する定

量的構造活性相関(ＱＳＡＲ)手法による化学物質の迅速かつ効率的なリスク評価手法の検
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討・開発等の研究を推進しています。今後とも、迅速かつ効率的な評価手法に関する研究

をさらに進め、これらの評価手法の精度を高めて実用化を目指します。 

 

○ 遺伝子導入、幹細胞分化誘導、遺伝子発現等の近代生命科学を培養細胞や動物を用いた

短期試験に活用し、高機能で簡易な有害性評価手法を開発するとともに、ヒトに対する毒

性を既知の周辺情報やそれらから得られる新たな知見をもとに、専門家がより的確かつ効

率よく評価できるような、肝臓等への化学物質の毒性を対象とした有害性評価支援システ

ム統合プラットフォームの構築を進めています。今後とも、これらの評価手法の精度を高

めて実用化を目指します。 

 

 ＜ダイオキシン類の人へのばく露実態調査＞ 

○ ダイオキシン類対策特別措置法に定められたダイオキシン類等の評価を行うために必要

な研究の推進に資することを目的として、当法律に基づき実施されている大気、水質等に

関する常時監視の測定データや、地方公共団体により実施されているダイオキシン類関連

の測定データの収集・整理、化学物質の健康影響リスク評価を総合的に推進するための基

礎資料の作成を行っています。   

また、平成 14年度（2002 年度）より、毎年度５都道府県について、血液中や食事中のダ

イオキシンの濃度を測定するなど、人へのダイオキシン類等の蓄積量を調査しており、平

成 21 年度（2009 年度）までに 39 都道府県に対して調査が行われました。今後、未実施の

都道府県においても調査を行うとともに、全都道府県における調査終了後の調査のあり方

について検討を進めます。 

 

＜ナノマテリアルに関する知見の充実＞ 

○ ナノマテリアルが人の健康と環境に及ぼす影響については、現状では十分明らかになっ

ているわけではなく、国際的に取組が本格化しつつあることを踏まえ、我が国としても情

報の収集・整備に努める一方で、ナノマテリアルの管理手法の有効性やリスク評価手法及

び人の健康への影響の評価について研究開発等を実施し、科学的知見の充実に努めていま

す。その一環として、ナノマテリアルのリスク評価手法の開発の下、平成 21年（2009年）

10 月には「ナノ材料リスク評価書」（中間報告版）を公表しました。また、ナノマテリア

ルが人の健康や環境に及ぼす影響についての懸念が指摘される中で、平成 21年（2009年）

３月に、 ナノマテリアルのばく露を未然に防止するべく「工業用ナノ材料に関する環境影

響防止ガイドライン」を策定するとともに、現時点での科学的知見を基にナノマテリアルに

関する安全対策の方向性について 「ナノマテリアル製造事業者等における安全対策のあり

方研究会報告書」をとりまとめました。さらに、本報告書を踏まえ、ナノマテリアル製造事

業者等から、有害性情報や自主的な安全対策の取組状況等について情報提供を受け、平成

22 年３月（2010 年）に「ナノマテリアル情報収集・発信プログラム」として結果をホーム

ページにおいて公表しました。 なお、研究開発の推進は、ＯＥＣＤ、国際標準化機構（Ｉ

ＳＯ）等における議論を踏まえつつ、可能な限り国際的に協調しながら行っています。今後

とも、ナノマテリアルの管理手法やリスク評価、人の健康への影響等の科学的知見の充実

のための研究開発に取り組みます。 
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＜化学物質の最適管理を目指すリスクトレードオフ解析手法の開発＞ 

○ リスクが懸念される物質の代替化が同一用途の物質群（用途群）で検討される点に着目

し、用途群内の物質を対象として、リスクを科学的・定量的に比較でき、費用対効果等の

社会経済分析をも行える「リスクトレードオフ評価手法」の開発を進めています。具体的に

は、洗浄剤及びプラスチック添加剤に用いられる化学物質について、用途別リスクトレー

ドオフ解析を行いました。開発にあたっては、ＯＥＣＤへの日本提案等国際標準化を念頭

に置きつつ進めています。今後は、溶剤・溶媒、金属類等の用途群別にリスクトレードオ

フ評価を行い、最終的には、用途群別リスクトレードオフ評価書としてとりまとめるとと

もに、リスクトレードオフ評価指針を作成し、解析のために開発されたモデル等とともに

公開することとしています。 

 

 

【 他の環境分野との関わり等 】 

 

○ 環境リスク評価は、「物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組」、「都市におけ

る良好な大気環境の確保に関する取組」、「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」

及び「生物多様性の保全のための取組」を推進するにあたり有用な情報を提供するものであ

ることから、評価すべき物質のニーズの聴取や人へのばく露に関する情報収集や実態把

握、確立された評価方法の活用、評価結果の共有及び評価結果に基づいて必要とされる対

策の誘導等に取り組む必要があります。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ 化学物質対策について、その全体像を国民に分かりやすく示していくべきです。 

 

○ 各種調査の実施に当たっては、横断的な視点から、重複の回避、データの相互利用・情

報共有を図るため、関係省がさらに連携・協力していくべきです。 

 

○ 化審法の改正を踏まえ、すべての化学物質について、製造・輸入量、用途、有害性の情

報を元にランク付けをして、優先的にリスク評価を行う化学物質を絞り込み、順次リスク

評価を行っていく取組の進捗状況を明らかにした上で、2020 年の国際目標の達成に向け

て、着実にリスク評価を進めていくべきです。 

 

○ 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組全体の進捗状況を、リスク評価、リスク管

理、リスクコミュニケーションの一連の流れの中で、可能な限り定量的な指標を用いて示

しながら、取組を着実に進めて行くべきです。 

 

○ 子どもの健康や農薬等の社会的に関心の高い分野における調査やリスク評価について、
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関係省が連携して着実に実施するとともに、その進展により得られる知見を国民に分かり

やすく情報提供していくべきです。 

 

○ 生物多様性への化学物質の影響や温暖化対策推進のための住宅の気密性向上等に伴う化

学物質の影響の可能性など、他分野との関連性に配慮すべきです。 

 

○ 関係府省、地方公共団体、事業者、ＮＧＯ・市民など各主体の取組の全体像を念頭に置

きながら、各主体が連携して効果的・効率的に進めていく仕組みを検討すべきです。 
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重点調査事項②： 化学物質の環境リスク管理とリスクコミュニケーションの推進 

 

化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクを最小化し、人の健康及び生態系への被害を

未然防止するための環境リスク管理の取組として、 

a) ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題 

 b) リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況 

 c) その他（化学物質に係る情報の有効活用と相互連携等） 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

①第２回点検における指摘内容 

 

≪ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題≫ 

  ＜１．制度改正＞ 

○ 中央環境審議会及び産業構造審議会の合同会議における中間取りまとめを踏まえ、以

下の措置等を進めるべきです。 

・ 化管法対象物質の見直しについて、平成 20 年（2008年）11 月の政令改正を踏まえ、

今後、速やかに必要な省令改正等を行うこと 

・ 個別事業所ごとのＰＲＴＲデータについて、現在の開示請求方式をインターネット

地図等を活用した公表方式に変更するため、化管法改正等を検討すること 

・ 下水及び廃棄物として化学物質が移動した先の下水道終末処理施設及び廃棄物処理

施設からの化学物質の排出量についても把握するため、ＰＲＴＲ制度における届出事

項に移動先の下水道終末処理施設名等を加えること 

○ ＰＲＴＲ制度の対象業種の追加については、医療業を追加する政令改正が行われまし

たが、その他の業種についても引き続き検討すべきです。 

 ＜２．運用の改善＞ 

○ 「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル」等について、対象物質の見直しに対応するととも

に、より精度の高い算定方法を事業者が選択できるよう、ガイダンスの追加等必要な措

置を講ずるべきです。 

○ 届出外排出量については、対象物質の見直しに対応した推計方法に修正するととも

に、下水道終末処理施設及び廃棄物処理施設からの排出量の推計方法を検討すべきで

す。 

○ 一部に未届出事業者等が存在することから、引き続きＰＲＴＲ制度の周知・啓発に努

めるとともに、ＰＲＴＲ目安箱の設置等による情報の収集・分析や、悪質な法令違反に

対する厳正な対処等を行うべきです。 

○ ＰＲＴＲ制度において環境基準や指針値の設定されている物質のみならず、環境基準

等の設定されていない物質を含めたＰＲＴＲ対象物質の環境濃度の推移を的確に把握す

べきです。 

【第２回点検後フォローアップ事項】 

56



 

 ≪リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況≫ 

＜１．自主的取組＞ 

○ レスポンシブル・ケアに関する中期計画に盛り込まれた施策を引き続き着実に推進す

べきです。 

＜２．リスクコミュニケーションに必要な情報の提供のための指針・ツールの作成等＞ 

○ リスクコミュニケーションの目的を明確にしながら、当該情報の提供のための指針・

ツールとして活用されている冊子等の作成・公表、化学物質の安全性情報やリスク評価

等の情報の収集と公表、事業者及び行政による情報システムの運用等の基盤整備、下水

道分野における水質リスクへの対応等個別分野における取組を、引き続き実施すべきで

す。 

＜３．化学物質の有害性に関するデータベースの構築＞ 

○ 今後も、Ｊ－ＣＨＥＣＫ等のデータベースの拡充や改良に努めるべきです。 

＜４．人材の育成＞ 

○ 化学物質アドバイザーの派遣については、今後も、実績を拡大すべきです。 

＜５．リスクコミュニケーションの場の提供＞ 

○ リスクコミュニケーションに関する会議、懇談会、シンポジウム等の開催により、多

くの国民に参加する機会を提供すべきです。また、地方公共団体におけるリスクコミュ

ニケーションの取組事例を調査し、積極的に取り組んでいる事例を紹介する場を設ける

べきです。 

 

 ≪その他≫ 

  ○ 化学物質の環境リスク低減に関連する現行法について、各法律間の相互関係を踏まえ

つつ、化学物質に係る情報の有効活用と相互連携を図るべきです。 

○ 人の健康及び生態系への影響が懸念される化学物質を含むＣＣＡ処理木材（注Ⅲ－３－

４）が一部に含まれる廃材のリサイクルにおけるリスク管理について検討すべきです。 

 

②主な取組状況等 

 

≪ＰＲＴＲ制度の運用状況と課題≫ 

 

＜ＰＲＴＲ制度の運用状況＞  

○ 化管法に基づくＰＲＴＲ制度は平成 13年度（2001 年度）から施行されており、ＰＲＴＲ

届出データの集計及び届出外の排出量について推計を行っています。これまで８回にわた

り、ＰＲＴＲデータの公表を行っており、平成 22年（2010年）２月 26日に平成 20年度（2008

年度）ＰＲＴＲデータの公表を行いました。 

平成 20 年度（2008 年度）ＰＲＴＲデータは全国で 39,472 事業所から届出がなされ、排

出量・移動量について、全国・全物質で集計したところ、排出量が 199 千トン、移動量が

201千トン、排出量と移動量の合計は 400千トンとなっています。また、国が推計を行った

届出対象外の排出量については全国の合計で 291 千トンとなっています。届出排出量は物
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質ごと又は業種別に程度の差はあるものの、全般的に減尐傾向にあり、化管法の制定が自

主管理の進展による指定化学物質の排出抑制に一定の効果を上げていると考えられます。 

 

＜化管法政省令改正＞ 

○ 平成 20年（2008年）11 月、化管法の対象物質及び業種の見直しを内容とする政令改正を

行いました。この結果、第一種指定化学物質は 354物質から 462物質に、第二種指定化学物

質は 81 物質から 100 物質に見直すとともに、ＰＲＴＲ制度の対象業種に医療業を追加しま

した。また、化管法については、今後も定期的に見直しを行っていくこととしています。 

また、平成 22年（2010 年）４月１日に化管法に基づく省令の一部改正を行い、対象物質

の見直しに伴う対応やＰＲＴＲ制度に基づく届出様式に「移動先の下水道処理施設の名称」

並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加、国による届出事項の集

計を効率的に行うための届出事項が記録された二次元コードの採用等を行いました。 

 

＜ＰＲＴＲデータの公表方法の拡充＞ 

○ 化学物質の環境中への排出状況に関する国民の理解をより深めるため、平成 21 年（2009

年）２月以降、個別事業所ごとのＰＲＴＲデータについてホームページ上で公開していま

す。また、平成 22年（2010 年）４月に化学物質の大気中濃度や排出量を示すＰＲＴＲマッ

プをインターネット上に公開し、地図上に表示された化学物質の発生源、大気中推定濃

度、排出量の閲覧を可能としました。 

 

＜届出外排出量の推計方法の検討＞ 

○ 国が実施している届出外排出量の推計の充実を図るため、オゾン層破壊物質等に関する

推計手法の精度の向上や、対象物質の見直しに伴う届出外事業者からの排出量の推計方法

の検討、下水処理施設や廃棄物処理施設からの化学物質の環境への排出量推計方法の検討

を行っています。 

 

＜化管法の周知等＞ 

○ 化管法に基づくＰＲＴＲ制度及びＭＳＤＳ制度（注Ⅲ－３－５）、化学物質の有害性情

報、リスク評価手法やリスクコミュニケーションに関する情報など、化学物質の評価・管

理に関するセミナーを平成 20年度（2008年度）に全国 10カ所、平成 21年度（2009年度）

に全国８カ所で開催しました。また、パンフレットやポスターの作成・配布を通じ、ＰＲ

ＴＲ制度の周知・啓発を行っているほか、平成 20 年（2008年）５月から、ＰＲＴＲデータ

の信頼性や届出等に係る問題について、広く情報提供を受け付ける窓口として「ＰＲＴＲ目

安箱」を設けています。また、悪質な未届け事業者への厳正な対処を行っています。 

 

＜ＰＲＴＲ制度に係るマニュアル等の整備＞ 

○ 事業者が、より適切に排出量を把握するために作成・公表している「ＰＲＴＲ排出量等算

出マニュアル」を平成 21 年（2009年）３月に改訂し、対象物質の見直しに伴う対応や、算

出方法の精度を向上させるため、事業者が算出方法を選択する際の考え方を盛り込みまし

た。 

58



 

 ＜環境基準の設定されていない物質も含めた環境濃度推移の的確な把握＞ 

○ 環境基準等の設定されていないＰＲＴＲ対象物質の一部については、大気や公共用水域

におけるモニタリングを実施しています。なお、ＰＲＴＲデータは、有害大気汚染物質に

該当する可能性がある物質の選定や環境基準の検討等に利用されているほか、有害大気汚

染物質モニタリング結果とともに、有害大気汚染物質対策の検討に用いられる等、環境汚

染の未然防止に向けて多面的な活用がなされています。 

 

＜ＰＲＴＲ制度の今後の運用＞ 

○ ＰＲＴＲ制度については、地方公共団体と連携しつつ、届出データの集計・公表、個別

事業所データの公表及び開示、届出対象外の排出源からの排出量の推計・公表等、同制度

を引き続き円滑に運用します。また、対象物質の見直しや医療業の追加等を内容とする化

管法に基づく政令の一部改正に関する内容や「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」等

の届出事項の追加、二次元コードの採用等を内容とする化管法に基づく省令の一部改正に

関する内容の周知・徹底や、届出・推計データの多面的利用の検討等を実施し、必要な措

置を講じます。 

 

≪リスクコミュニケーションの推進に係る取組状況≫ 

 

＜リスクコミュニケーションに必要な情報の公表＞ 

○ ＰＲＴＲ制度の対象となっている化学物質について、それぞれの用途、排出・移動量、

環境中での動き、健康影響、生体影響等について情報を取りまとめた化学物質ファクトシ

ートに、毎年 50 物質程度の情報を追加しました。引き続き、化学物質ファクトシートを作

成し、分かりやすい情報の公表を行っていく予定です。 

 

＜下水道に係る水系水質リスクへの対応＞ 

○ 下水道分野においては、水質リスク発生時に迅速かつ的確に対応するため、関係部局及

び機関が密接に連携して水質監視、事業場に対する指導、情報の伝達・公表等を行うこと

ができるよう、平成 20・21年度（2008・2009年度）に、リスク発生時の原因者等への指導

や関係部局等との連携のあり方など、下水道分野におけるリスクコミュニケーションの方

策について検討を行いました。今後は、平成 20・21年度（2008・2009年度）に検討した結

果を、平成 22年度（2010 年度）中に手引書としてとりまとめる予定となっています。 

 

＜Ｊ-ＣＨＥＣＫの拡充等＞（再掲） 

○ 国において実施した安全性情報点検の結果や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発

信プログラム（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）において得られた情報等を発信するため

のデータベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ）を構築し、平成 20 年（2008 年）５月より公開していま

す。公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯＥＣＤ等海外で収集された情報等を

随時公開し、その内容を拡充しています。また、収集された安全性情報が諸外国において

も有効に活用されるよう、ＯＥＣＤグローバルポータル（eChemPortal）との接続も視野に
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入れ、英語版を開発しているところです。 

 

○ 製品評価技術基盤機構において、化学物質の有害性や規制等に関する情報を総合的に検

索できるシステム「化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲＩＰ）」やリスクコミュニケー

ションのためのシステム「化学物質と上手に付き合うには」等の情報提供を行いました。 

 

＜化学物質アドバイザーの派遣＞ 

○ リスクコミュニケーションを推進するため、身近な化学物質に対する疑問に対して答

え、対話の促進を図る人材である化学物質アドバイザーを増員するとともに、平成 20 年度

（2008年度）には 44件、平成 21年度（2009年度）には 41件の派遣を行い、利用者から高

い評価を受けています。 

 

＜リスクコミュニケーションの場の提供＞ 

○ 市民、産業、行政等の環境リスクに関する情報共有及び相互理解を促進する場として、

「化学物質と環境円卓会議」を平成 20年度（2008 年度）、平成 21年度（2009年度）に２

回ずつ開催しました。また、化学物質の評価・管理に関するセミナーを平成 20 年度（2008

年度）に全国 10カ所、平成 21年度（2009年度）に全国８カ所で開催しました。 

 

≪その他≫ 

 

＜化学物質に関する情報共有の推進＞ 

○ 平成 21年（2009年）に改正された化審法において、化審法に基づいて得られた情報を、

必要に応じて、化学物質に関する他法令を所管する関係省庁へ提供するための規定が新設

されました。今後は、化審法に基づいて得られた情報を、必要に応じて、関係する法令を

所管している大臣へその内容を通知することにより、化学物質に関係する他の法令におい

ても情報が活用されるよう、当該法令を所管する省庁間の連携・強化を進めていきます。 

 

＜連携施策群による各省化学物質関連施策の連携強化等＞ 

○ 第３期科学技術基本計画の化学物質リスク・安全管理研究領域における戦略重点科学技

術「国際間協力の枠組みに対応するリスク評価管理」を中心とする重要な研究開発課題及び

関連施策の連携強化、重複排除等の調整を行い、政策目標達成のための研究成果の最大化

を図る仕組みとして、科学技術連携施策群「総合的リスク評価による化学物質の安全管理・

活用のための研究開発」を平成 19～21年度（2007～2009年度）の３年間に実施しました。

また、関係各省の施策を補完する課題を設定し、科学技術振興調整費によって補完的課題

「事業者の化学物質リスク自主管理の情報基盤」を採択し、調査・研究を平成 19～21 年度

（2007～2009 年度）の３年間に実施しました。各省化学物質関連施策および補完的課題の

最新の研究成果は、年１回のシンポジウムを通じて公表しました。 

 

＜ＣＣＡ処理木材が一部に含まれる廃材のリサイクルにおけるリスク管理＞ 

○ 防腐・防蟻を目的としてＣＣＡ（クロム・銅・ヒ素化合物系の木材保存剤）が用いられた
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木材が解体後に廃棄物となったＣＣＡ処理木材は、それ以外の部分と分離・分別し、それ

が困難な場合には、ＣＣＡが注入されている可能性がある部分を含めてこれをすべてＣＣ

Ａ処理木材として焼却又は埋立を適正に行うこととされているところであり、現行の対応

の状況や課題の把握を含め情報収集に努めていきます。 

 

【 他の環境分野との関わり等 】 

 

○ 化学物質の環境リスク管理とリスクコミュニケーションを推進し、環境リスクの低減を

進めることにより、他の環境分野への貢献を図るという観点から、「物質循環の確保と循環

型社会の構築のための取組」、「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」、「環

境保全上健全な水循環の確保に向けた取組」及び「生物多様性の保全のための取組」との関

係も考慮していく必要があります。 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ 化学物質対策について、その全体像を国民に分かりやすく示していくべきです。（再掲） 

 

○ 各府省において、化学物質の環境リスクを低減に資する取組が行われていることから、

関係府省の相互の連携を強化し、情報共有を行う等、より効果的・効率的に進めるべきで

す。 

 

○ リスク評価の結果、リスク管理が必要とされた化学物質について、調査の進捗状況、施

策の進捗状況を明らかにした上で、着実にリスク管理を進めていくべきです。 

 

○ 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組全体の進捗状況を、リスク評価、リスク管

理、リスクコミュニケーションの一連の流れの中で、可能な限り定量的な指標を用いて示

しながら、取組を着実に進めて行くべきです。（再掲） 

 

○ 生物多様性への化学物質の影響や温暖化対策推進のための住宅の気密性向上等に伴う化

学物質の影響の可能性など、 他分野との関連性に配慮すべきです。（再掲） 

 

○ 化学物質による環境リスクを低減するため、政府と、地域住民やＮＧＯ・ＮＰＯ、事業

者等の様々な関係者が、互いに協力しながら取組を進めていく方策のあり方について検討

すべきです。 

 

○ 関係府省、地方公共団体、事業者、ＮＧＯ・市民など各主体の取組の全体像を念頭に置

きながら、各主体が連携して効果的・効率的に進めていく仕組みを検討すべきです。（再

掲） 
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重点調査事項③： 国際的な観点に立った化学物質管理の取組 

 

化学物質は様々な国で製造・使用されることから、その管理手法等は国際的な調和が求めら

れます。各国は、平成 18年（2006年）２月に国際化学物質管理会議において採択された国際的

な化学物質管理に関する戦略的アプローチ（ＳＡＩＣＭ）に基づき、関係施策を進めることと

されており、国際的な観点に立った化学物質管理の取組として、 

a) ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組 

 b) 国際協調に基づく環境リスクの評価等 

 c) 我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 なお、下記第２回点検における指摘内容のうち、＜その他＞については、「物質循環の確保と

循環型社会の構築のための取組」の進捗状況の点検において取組状況等を点検することとしま

す。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

＜ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組＞ 

○ ＷＳＳＤ2020 年目標（注Ⅲ－３－６）の達成のため、化学物質のリスク評価体系の構築

等、化審法及び化管法の見直しについて検討し、必要な措置を進めるべきです。 

○ ＳＡＩＣＭの推進に関し、引き続き、アジア太平洋地域における主導的な役割を果たす

べきです。 

○ Ｊａｐａｎチャレンジプログラムについては、収集情報に基づく有害性評価文書の作

成、海外への情報発信及びＯＥＣＤ／ＨＰＶ（注Ⅲ－３－７）プログラムへの貢献を進める

べきです。 

○ 今後も、小児等化学物質のばく露に対して脆弱な集団に着目した疫学調査研究等各個別

課題への取組を進めるべきです。また、化学物質の環境リスク低減に資するための調査研

究並びにその成果の公表及び普及を進めるべきです。 

 

＜国際協調に基づく環境リスクの評価等＞ 

○ ＰＯＰｓ条約については、第１回条約有効性評価に向けた報告書の作成及び各国との調

整等や、非意図的に生成されるＰＯＰｓ対象物質に関するＢＡＴ／ＢＥＰ（注Ⅲ－３－８）

ガイドラインも参考にした国際的に連携した排出削減に向けた取組について、国際協力を

推進すべきです。 

○ 地球規模の水銀汚染対策については、我が国の先進的な技術をいかしたＢＡＴ／ＢＥＰ

ガイドラインの策定等国際的な対策検討に貢献すべきです。 

○ 環境リスク評価に関しては、引き続き、ＯＥＣＤ等の国際的な動向を踏まえ関係する取

【第２回点検後フォローアップ事項】 
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組への協力及び貢献を進めるべきです。 

○ 日中韓の化学物質管理に関する政策ダイアローグを引き続き開催し、三カ国間の情報交

換及び個別分野における具体的な作業を進めるべきです。 

 

＜我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等＞ 

○ 我が国の製品含有化学物質に関する情報共有システムを、特に我が国との貿易量の多い

ＡＳＥＡＮ地域においても展開し、我が国のシステムを共通基準とすることを検討すべき

です。 

○ 農業分野等における化学物質管理についても、専門家の派遣、我が国の化学物質管理政

策を踏まえた適切なアドバイスの検討等を行うべきです。 

 

＜その他＞ 

○ 有害廃棄物等の丌適正な輸出入を防止しつつ、我が国の優れた技術をいかし、途上国に

おける適正処理困難物の受入れ等、環境保全上望ましい形での国際移動の円滑化を図るべ

きです。 

 

 

②主な取組状況等 

 
 

≪ＳＡＩＣＭに沿った化学物質管理の取組≫ 

 

＜化審法の改正＞ 

○ ＷＳＳＤ2020 年目標を踏まえ、厚生科学審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会の

合同会合において、化審法の見直しに関する検討を実施しました。この結果を踏まえ、化

審法の一部を改正する法律案が平成 21年（2009年）２月に閣議決定され、第 171回通常国

会において同年５月に成立しました。この改正により、「環境中で分解しにくい化学物質」

に加え、「環境中で分解しやすい化学物質」についても規制の対象とし、平成 23年度（2011

年度）からは、新たに「既存化学物質」についても製造・輸入実績数量等の届出を義務づけ、

それを踏まえ優先順位をつけて化学物質の安全性評価を実施することとなりました。 

 

＜化管法政省令の改正＞（再掲） 

○ 平成 20年（2008年）11 月、化管法の対象物質及び対象業種の見直しを内容とする政令改

正を行いました。この結果、第一種指定化学物質は 354物質から 462物質に、第二種指定化

学物質は 81 物質から 100 物質に見直すとともに、ＰＲＴＲ制度の対象業種に医療業を追加

しました。また、化管法については、今後も定期的に見直しを行っていくこととしていま

す。 

また、平成 22年（2010 年）４月１日に化管法に基づく省令の一部改正を行い、対象物質

の見直しに伴う対応やＰＲＴＲ制度に基づく届出様式に「移動先の下水道処理施設の名称」

並びに「廃棄物の処理方法」及び「廃棄物の種類」の記載欄の追加、国による届出事項の集
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計を効率的に行うための届出事項が記録された二次元コードの採用等を行いました。 

 

＜アジア太平洋地域におけるＳＡＩＣＭ実施について主導的な役割の実践＞ 

○ アジア太平洋地域におけるＳＡＩＣＭのフォーカルポイント（平成 20年度（2008年度））

及び国際化学物質管理会議（ＩＣＣＭ）の同地域の代表（平成 20年度（2008 年度）及び平

成 21年度（2009年度））として、同地域におけるＳＡＩＣＭ実施促進のため、ＳＡＩＣＭ

の実施状況に関する情報の共有や意見交換を促進するとともに、タイ及びブータンにおい

て現地調査や専門家の派遣等のプログラムを実施しました。また、国際化学物質管理会議

やクイック・スタート・プログラム（ＱＳＰ）管理理事会、アジア太平洋地域会議に出席し

ました。今後とも、平成 24年度（2012年）までアジア太平洋地域の代表を務める予定であ

り、同地域におけるＳＡＩＣＭ実施を主導するとともに、プログラムが継続しているブー

タンへの支援を実施する予定です。 

 

＜Ｊ-ＣＨＥＣＫの拡充等＞（再掲） 

○ 国において実施した安全性情報点検の結果や官民連携既存化学物質安全性情報収集・発

信プログラム（Ｊａｐａｎチャレンジプログラム）において得られた情報を発信するための

データベース（Ｊ-ＣＨＥＣＫ）を構築し、平成 20 年（2008年）５月より公開しています。

公開後も、新たに追加されたこれらの情報及びＯＥＣＤ等海外で収集された情報等を随時

公開し、その内容を拡充しています。また、収集された安全性情報が諸外国においても有

効に活用されるよう、ＯＥＣＤグローバルポータル（eChemPortal）との接続も視野に入れ、

英語版を開発しているところです。 

 

＜子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）＞（再掲） 

○ 子どもの発育に影響を不える化学物質や生活環境を明らかにするため、10 万人の妊婦を

対象とし、生まれてくる子どもたちの健康を 13 歳に達するまで追跡する、子どもの健康と

環境に関する全国調査（エコチル調査）を実施しています。本調査は、平成 19年（2007年）

10 月から「小児環境保健疫学調査に関する検討会」において検討が進められ、平成 20 年

（2008 年）からパイロット調査が開始されました。パイロット調査では、実際に参加者が

登録され、血液等の生体試料の採取や分析が行われるなど、平成 22 年(2010 年）度から実

施される 10万人規模の本調査開始に向けて、準備が進められています。 

 

 

≪国際協調に基づく環境リスクの評価等≫ 

 

＜ＰＯＰｓ条約の有効性評価に関する議論への貢献＞ 

○ ＰＯＰｓ条約について、平成 20年度（2008 年度）には「世界モニタリング計画」に貢献

するため、ＵＮＥＰの下のＰＯＰｓ条約事務局が主催する会合に専門家を派遣し、条約の

有効性評価に関する議論を主導しました。また、平成 21年度（2009年度）には、ＰＯＰｓ

条約の第４回締約国会議に参加し、第１回の条約の有効性評価に係る議論に参加・貢献し

ました。さらに、東アジア地域における国際的なＰＯＰｓモニタリングについて協力体制
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を構築するために、毎年東アジアＰＯＰｓモニタリングワークショップを開催し、同地域

においてＰＯＰｓモニタリングを実施しています。今後は、第２回目の条約の有効性評価

が平成 27年（2015年）に実施される予定であり、準備会合に専門家を派遣するなどして関

連する議論を主導する予定です。また、平成 21年（2009年）に新たにＰＯＰｓ条約の対象

に追加された９物質群も含めて東アジア地域におけるＰＯＰｓモニタリングが円滑に実施

できるよう、引き続きワークショップの開催等により支援していきます。 

 

＜ＰＯＰｓ条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係るＢＡＴ／ＢＥＰ推進事業＞ 

○ ＰＯＰｓ条約第５条により、ダイオキシン類等、物質燃焼等により非意図的に生成され

る条約対象物質（Ｕ－ＰＯＰｓ）について、人為的な発生源からの継続的な放出削減、究極

的には廃絶を目指して、「利用可能な最良の技術（ＢＡＴ）及び環境のための最良の慣行（Ｂ

ＥＰ）指針」（ＢＡＴ／ＢＥＰ指針）が定められ、この指針に基づくＢＡＴ／ＢＥＰ利用の

促進が求められています。本事業では、国内におけるこのＢＡＴ／ＢＥＰの利用状況の把

握を行うとともに、最新の国際動向の情報収集を行っています。また、我が国に地理的関

係から影響が大きい東アジア地域の途上国を対象として、ダイオキシン類の削減に関する

我が国の成功体験等を発信し、途上国でのＢＡＴ／ＢＥＰ利用の促進を図っています。 

 

＜国際条約における議論への科学的知見の提供等による貢献＞ 

○ ＰＯＰｓ条約においては新規のＰＯＰｓ候補物質を検討する残留性有機汚染物質検討委

員会が、また、ロッテルダム条約（ＰＩＣ条約）においては条約対象物質の追加・削除等に

ついて検討する化学物質検討委員会が設置されています。これらの専門家委員会に対し、

行政官が参加するとともに、我が国の専門家を派遣し、科学的知見の提供、審議物質のコ

ーディネーターを務めるなど、科学的議論の進展に貢献しています。 

 

＜ＰＯＰｓ対象物質に対する措置＞ 

○ ＰＯＰｓ条約における規制対象物質については、化審法第２条第２項の規程に基づき政

令の対象物質に指定し、原則製造・輸入を禁止しています。また、ＰＯＰｓ対象物質の中

で、農薬用途に関連する物質については、農取法第９条第２項の規定に基づく農薬の販売

の禁止を定める省令の対象物質に指定し、その販売・使用を規制しています。なお、平成

21 年（2009 年）には新たに９物質群がＰＯＰｓ条約の対象物質とされたことを受け、平成

22 年（2010 年）４月に施行した化審法の施行令及び農取法の省令の対象物質に対策が必要

な物質を追加しました。 

 

＜水銀汚染対策への国際的な貢献＞ 

○ 水銀汚染対策については、ＵＮＥＰにおける水銀管理に関する条約についてのアドホッ

ク公開作業グループ会合に出席し副議長を務める等国際的な水銀対策の強化に貢献してい

ます。また、ＵＮＥＰ水銀パートナーシップの廃棄物管理分野のリードを務め、平成 20 年

度（2008年度）、平成 21 年度（2009年度）には、その第１回及び第２回会合を東京におい

て開催し、水銀廃棄物に関するＢＡＴ／ＢＥＰガイダンス文書の策定を主導しました。 

  我が国は、水銀管理に関する条約の第２回政府間交渉委員会を国内において開催するこ
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とや政府間交渉におけるアジア太平洋地域のコーディネーターを務めることを予定してお

り、今後とも引き続き、水俣病経験国として水銀管理に関する条約制定に向けた国際的な

議論を主導していきます。また、廃棄物管理分野等のＵＮＥＰ水銀パートナーシップにも

貢献していく予定です。 

 

＜環境リスク評価に関する国際的動向を踏まえた取組＞ 

○ 環境リスク評価に関する国際的動向の中核組織として機能しているＯＥＣＤ化学品プロ

グラムの意思決定機関である合同会合や、その下部組織、専門家会議等へ参加し、国際調

和の促進に貢献しています。また、生態影響試験法や農産物中の残留農薬の評価に関する

ＯＥＣＤにおける試験法ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）検討への貢献と、

策定・改訂されたガイドラインの我が国における適用に向けて、必要な調査検討を行い、

我が国における試験法の標準化の検討を進めています。 

 

＜農薬登録制度の刷新に向けた取組＞ 

○ 我が国の農薬登録制度を、ＯＥＣＤ等海外の制度との整合性を図りながら、科学的な情

報の収集・解析結果に基づきリスクの程度を考慮するように改善するため、「農薬登録制度

に関する懇談会」を開催し、各分野の関係者から意見を聴取し、その方向性について議論し

ています。今後とも、海外の制度との整合性を図りながら、本懇談会を通じ、関係者から

の意見を聴取しつつ農薬登録制度の改善を図ります。 

 

＜日中韓の化学物質管理に関する連携強化の取組＞ 

○ 日中韓三カ国による化学物質管理に関する情報交換及び連携・協力を進めるため、平成

19 年（2007年）から日中韓の化学物質管理に関する政策ダイアローグを開催してきており、

平成 21年（2009年）９月には第３回を中国・北京市で開催し、各国の取組の現状及び今後

の方針についての情報を共有しました。また、本ダイアローグでは、専門家会合として、

日中韓のＧＨＳ（化学品の分類および表示に関する世界調和システム（注Ⅲ－３－９））に

関する分類結果の違いについて比較検討等を行うため、日中韓ＧＨＳ専門家会合を開催し

ており、平成 21年(2009年)に３カ国間におけるＧＨＳ分類の比較検討を行いました。今後

とも、日中韓３カ国における化学物質管理に関する政策ダイアローグを引き続き開催する

とともに、３カ国の連携協力を強化し、適正な化学物質管理に関する協力を推進します。 

 

 

≪我が国の経験と技術を踏まえた積極的な情報発信等≫ 

 

○ 国際協力機構（ＪＩＣＡ）や海外技術者研修協会（ＡＯＴＳ）を通じて、途上国の化学物

質管理能力のための研修を実施しています。また、化学物質・調剤、成形品が含有する化

学物質情報を適切に把握・管理し、これをサプライチェーンの川上から川下に製品とセッ

トで受け渡す情報伝達の仕組みをＡＳＥＡＮ諸国に普及させるため、我が国の民間事業者

間で産業横断的に行われている、「ＪＡＭＰ（アーティクルマネージメント推進協議会）」

の活動等を活用し、平成 20 年度（2008 年度）、21 年度（2009 年度）において、タイ、マ
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レーシアにおいて実証事業を実施し、現地企業の啓発、取組への参加を促進しました。 

さらに、アジア各国の政府と化学物質管理の施策を連携して推進するため、ＡＰＥＣや

ＡＭＥＩＣＣ（日ＡＳＥＡＮ経済産業協力委員会）の化学物質管理担当者による会合を毎年

開催し、アジア各国への普及啓発を行いました。 

今後も、啓発・普及活動の鍵となる専門家の育成や、知識の普及に伴った研修内容の見

直し、ＡＳＥＡＮとのマルチやバイの対話の場を活用した我が国の化学物質管理政策につ

いての情報発信等を行うこととしています。 

 

○ ＪＩＣＡからの技術協力に関する要請に基づき、発展途上国における農薬のリスク評

価・リスク管理手法を支援しています。平成 19 年度（2007 年度）から平成 22 年度（2010

年度）にかけて、ウルグアイへ農林水産消費安全技術センターの職員を派遣しています。 

 

 

【 他の環境分野との関わり等 】 

 

○ 国際的な観点に立った化学物質管理を推進し、環境リスクの低減を進めることにより、

他の環境分野への貢献を図るという観点から、「物質循環の確保と循環型社会の構築のため

の取組」、「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」、「環境保全上健全な水循

環の確保に向けた取組」及び「生物多様性の保全のための取組」との関係も考慮していく必

要があります。 

 

○ 例えば、ＰＯＰｓ条約に基づくダイオキシン類等非意図的生成物に係るＢＡＴ／ＢＥＰ

推進事業については、大気、水質、廃棄物処理等の各分野の専門家による検討会を設置

し、国内におけるＢＡＴ／ＢＥＰの利用状況を追跡的に情報収集するとともに、東アジア

地域各国の行政官等及び先進国、国際機関の専門家等を招いたワークショップを開催し、

我が国の経験や先進国等の知見を発信するとともに、途上国におけるＢＡＴ／ＢＥＰ指針

の普及方策について情報交換を行っています。 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ ダイオキシン対策を始めとする我が国の化学物質に関する優れた政策・技術の知見を活

かし、アジアを初めとする国々に技術的な協力を行い、ＷＳＳＤ2020 年目標の達成に向け

てリーダーシップを発揮していくべきです。 

 

○ 東アジアにおけるＰＯＰｓ等による汚染について、各国と連携してデータの集積・解析

を行い、情報発信していくべきです。 

 

○ 生物多様性への化学物質の影響や、温暖化対策推進のための住宅の気密性向上等に伴う化

学物質の影響の可能性など、他分野との関連性に配慮すべきです。（再掲） 
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４．生物多様性の保全のための取組 

 

重点調査事項①：生物多様性を社会に浸透させる取組 

生物多様性の保全の重要性が地方公共団体、事業者、国民等にとって常識となり、行動に反映

されるよう、それぞれの主体に対応した取組を推進し、生物多様性を社会に浸透させていく観点

から、 

a) 生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発 

b) 地方公共団体による生物多様性地域戦略策定 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 基本戦略「生物多様性を社会に浸透させる」においては、生物多様性が私たちの暮らし

を支えている重要な存在である一方、その認知度は低い状況にあることを踏まえ、多くの

国民や団体の参加を得て生物多様性に関連する取組を行う「いきものにぎわいプロジェク

ト」の推進、生物多様性企業活動ガイドラインの作成、環境に配慮した民間の認証制度等

の積極的な活用等を通じ、市民や企業の参画を促進することとしていることに留意すべき

です。また、生態系サービスの概念について、国民が正しく理解できるように普及・啓発

を推進することが必要であることに留意すべきです。 

○ 生物多様性基本法（平成 20年法律第 58号）では、地方公共団体による生物多様性地域

戦略策定が努力義務として規定されており、「地域づくりの推進」にも密接に関わること

として、各地域が主体性及び独自性を持って、同戦略の策定を進めていくことが期待され

ることに留意すべきです。また、第三次生物多様性国家戦略で示された地域戦略の策定の

手引きの作成を進めること等地域戦略の策定に向けた支援を強化することが必要である

ことに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

国民や企業を対象として、生物多様性の社会における主流化を推進するための取組や、地方

公共団体による生物多様性地域戦略の策定を促進するための取組を推進しました。また、平成

22年（2010年）３月に生物多様性国家戦略 2010を策定し、今後の取組の方向性を示しました。 
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≪生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発≫ 

 

 ○ 企業をはじめとする幅広い分野の事業者が、生物多様性に配慮した事業活動を自主的に

行う際の指針となる「生物多様性民間参画ガイドライン」を策定し、各種セミナーやイベ

ント等で普及広報を行いました。 

 

 ○ 地域において生物多様性に取り組む企業、ＮＧＯ、研究機関、行政機関等の情報交換や

新たな連携の促進等を目的として、福岡市及び大阪市で、生物多様性に関する総合展示会

「生物多様性ＥＸＰＯ2010」を開催しました。また、仙台市、東京都、名古屋市における

環境総合展示会に参加し、生物多様性に配慮した事業活動や生物多様性の重要性等につい

て普及啓発を行いました。 

 

 ○ 生物多様性に関して地域レベルでの理解を深め、多様な関係者による参加と連携を促進

するため、仙台市、徳島市、福岡市において、市民、ＮＧＯ、行政担当者等の参加による

「生物多様性地域対話」を開催しました。 

 

 ○ 地域の多様な主体による生物多様性の保全・再生活動を支援するため、平成 20年度（2008

年度）から開始した「生物多様性保全推進支援事業」については、平成 21 年度（2009 年

度）に新たに９カ所を採択し、平成 20 年度（2008 年度）からの継続箇所と合わせて、全

国 26カ所の取組の支援を行いました。 

 

○ 平成 22 年（2010 年）６月、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全

のための活動の促進等に関する法律案の提出に向けて準備を進めることを閣議了解しまし

た。 

 

 ○ 環境省と（財）イオン環境財団は、生物多様性の保全と持続可能な利用の優れた取組を

顕彰する「生物多様性 日本アワード」を創設し、優秀賞８件を選出しました。その中から、

「地域企業との協働による谷津田の保全」の取組を、第１回グランプリとして決定しまし

た。 

 

 ○ 平成 20 年度（2008 年度）に決定した生物多様性のコミュニケーションワード「地球の

いのち、つないでいこう」や、国民一人一人が生物多様性に取り組む際のヒントとなる「国

民の行動リスト」を様々な機会で普及広報しました。また、著名人による広報組織「地球

いきもの応援団」を４名から 26名に増員し、多様な主体が主催するイベントに出演し、生

物多様性の大切さを伝え、具体的な行動を促す取組に協力いただきました。 

 

 ○ 平成 22 年（2010 年）は国連が定めた「国際生物多様性年」に当たり、多様な主体から

なる国家的な組織を設置し、国際年を記念するための行事を開催することが、国連により

奨励されていることから、平成 22 年（2010 年）１月に「国際生物多様性年国内委員会」

を設置し、キックオフイベントをはじめとした記念行事を開催しました。 
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 ○ 「国際生物多様性の日（毎年５月 22 日）」に、「グリーンウェイブ 2009」として、学

校の敷地等への植樹への参加を広く呼びかけ、全国で約 80団体、3,000 人が参加しました。

また、国際生物多様性の日を記念する行事の開催を幅広く促すとともに、国連大学、国立

環境研究所等と連携し、シンポジウム等の記念行事を開催しました。 

 

 ○ 国民の「生物多様性」という言葉の認知度は、平成 21 年（2009 年）６月の内閣府世論

調査では約 36％で、平成 16年（2004年）の環境省調査から約６ポイント上昇しました。 

 

（参考）「生物多様性」という言葉の認知度（平成 21年（2009年）６月内閣府世論調査） 

 

 

≪地方公共団体による生物多様性地域戦略策定≫ 

 

 ○ 都道府県及び市町村が、生物多様性基本法に基づく「生物多様性地域戦略」を定める際

に参考となる基本的情報を示した「生物多様性地域戦略策定の手引き」を平成 21年（2009

年）９月に作成しました。また、平成 22 年度（2010 年度）から「地域生物多様性保全活

動支援事業」を開始し、都道府県及び市町村における生物多様性地域戦略づくりを支援し

ています。生物多様性地域戦略は、平成 22 年（2010 年）５月現在、埻玉県、千葉県、愛

知県、滋賀県、兵庫県、長崎県、流山市、名古屋市、高山市、北九州市で策定されており、

多くの地方公共団体で策定に向けた検討が進められています。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「生物多様性を社会に浸透させる」における記述を
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踏まえた以下の指摘に対応する施策を推進すべきです。 

 

＜生物多様性に関する取組促進や概念の普及啓発＞ 

・ 生物多様性を身近なものとして感じてもらうための様々な取組を推進するほか、国際生

物多様性の日（５月22日）における普及啓発のためのイベントの実施等広報を強力に進め

る必要があります。また、広報にあたっては、国民に広く情報提供を行うため、各種のメ

ディアとも連携・協力しながら、丁寧でわかりやすい情報提供・情報発信に努める必要が

あります。 

 

・ 事業者が生物多様性に配慮した活動に自主的に取り組むことを促すため、「生物多様性

民間参画ガイドライン」を幅広い主体へ普及広報するとともに、事業者に対して活用の促

進を働きかけていく必要があります。また、こうした我が国の取組を世界に向けて発信す

るとともに、このような取組に賛同する事業者が参画する「ビジネスと生物多様性イニシ

アティブ」のような枠組みを検討する必要があります。 

 

・ 食料や木材など多くの自然資源を輸入し、利用する私たちの消費行動が、輸出国の生物

多様性の恩恵の上に成り立っている面もあることを認識し、国民一人一人が行動すること

が重要です。このため、生物多様性に配慮した商品を判断する目安や行動による生物多様

性への影響を分かりやすく示すことなどにより、生物多様性に配慮した商品・サービスの

選択や、生物多様性の保全に積極的に取り組む企業へ投資を行うことなど、生物多様性に

配慮したライフスタイルへの転換を促していくとともに、こうした取組を通じて、生物多

様性に配慮した事業者、消費者等の活動が相乗的に広がっていくよう努める必要がありま

す。 

 

＜地方公共団体による生物多様性地域戦略策定＞ 

・ 生物多様性地域戦略は、地方における生物多様性に関わる部局間相互の連携を図るため

にも必要なものであり、すべての地方公共団体により早い段階で生物多様性地域戦略が策

定されることが期待されます。このため、都道府県や市町村に対して「生物多様性地域戦

略策定の手引き」を普及し、各地域における様々な主体による生物多様性保全のための取

組事例を紹介することによって、効果的な地域戦略の策定や実践的な取組を促すとともに、

流域圏等の様々なレベルの空間卖位を重視した地域戦略の策定を効率的に行うための指針

について検討する必要があります。 
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重点調査事項②：地域における人と自然の関係を再構築する取組 

里地里山の保全や鳥獣との関係の再構築、生きものをはぐくむ農林水産業と多様な野生生物を

はぐくむ空間づくりの推進等を通じて、人と自然の豊かな関係をつくっていく観点から、 

a) 中長期ビジョンの検討 

b) 里地里山の保全・再生に関する取組 

c) 生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進 

d) 絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 第三次生物多様性国家戦略では、「基本的視点」として「統合的な考え方と長期的な観

点」を位置付けるとともに、100 年先を見通した国土の生物多様性のグランドデザインを

提示し、人口減尐に向かう国土の中での人と自然の関係を再構築する「100 年計画」とし

て国土全体の自然の質を着実に向上させることとしていることに留意すべきです。「100

年計画」については、100 年後の人口等を踏まえ、国土のグランドデザインをより具体的

に検討するとともに、中長期的なビジョンを検討することが必要であることに留意すべき

です。その際、総人口の減尐により国土の利用に余裕を見出せる中で、地域資源を最大限

に活用し、地域固有の自然や文化に根ざした個性的で魅力的な地域づくりを目指す必要が

あることに留意すべきです。 

○ 第三次生物多様性国家戦略の基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」に

おいて、生物多様性の保全に貢献する農林水産業を推進することとしていること、未来に

引き継ぎたい重要な里地里山を選定する等、里地里山の保全再生を図っていくことが必要

であることに留意すべきです。なお、これらは、「地域づくりの推進」にも密接に関わる

ものであることに留意すべきです。 

○ 絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応について

は、基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」において、トキの野生復帰の

取組の推進、島嶼部等における外来種の国内移動や非意図的に導入される生物への対応に

ついての検討を含む外来種対策の推進等により、多様な野生生物をはぐくむ空間づくりを

進めるとともに、野生鳥獣と共存する地域づくりを進めることが必要であることに留意す

べきです。 
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②主な取組状況等       

 
 

生物多様性国家戦略 2010 において、期間を定めた中長期目標、短期目標を新たに設定すると

ともに、里地里山の保全再生方策の検討、生物多様性の保全に資する農林水産業の推進、絶滅

のおそれのある種の保全や外来種対策を推進しました。 

 

 

≪中長期ビジョンの検討≫ 

 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010において、以下の通り中長期目標（2050年）及び短期目標（2020

年）が設定されました。 

 

＜中長期目標（2050年）＞ 

人と自然の共生を国土レベル、地域レベルで広く実現させ、我が国の生物多様性の状態を現

状以上に豊かなものとするとともに、人類が享受する生態系サービスの恩恵を持続的に拡大さ

せる。 

 

＜短期目標（2020年）＞ 

  生物多様性の損失を止めるために、2020年までに、 

① 我が国の生物多様性の状況を科学的知見に基づき分析・把握する。生物多様性の保全に

向けた活動を拡大し、地域に固有の動植物や生態系を地域の特性に応じて保全するととも

に、生態系ネットワークの形成を通じて国土レベルの生物多様性を維持・回復する。 

とりわけ我が国に生息・生育する種に絶滅のおそれが新たに生じないようにすると同時

に、現に絶滅の危機に瀕した種の個体数や生息・生育環境の維持・回復を図る。 

② 生物多様性を減尐させない方法を構築し、世代を超えて、国土や自然資源の持続可能な

利用を行う。 

③ 生態系サービスの恩恵に対する理解を社会に浸透させる。生物多様性の保全と持続可能

な利用を、地球規模から身近な市民生活のレベルまでの様々な社会経済活動の中に組み込

み（生物多様性の主流化）、多様な主体により新たな活動が実践される。 

 

 

≪里地里山の保全・再生に関する取組≫ 

 

 ○ 里地里山の保全・活用に向けた取組を更に全国へと展開していくために、参考事例とな

る里地里山の特徴的な取組の情報発信を行いました。また、平成 19 年度（2007 年度）か

ら継続して、都市住民等のボランティア活動への参加を促進するため、ホームページ等に

より活動場所や専門家の紹介等を行うとともに、研修会等を開催し里地里山の保全・活用

に向けた活動の継続・促進のための助言等の支援を実施しました。 

 

73



 ○ 特別緑地保全地区等に含まれる里地里山については、土地所有者と地方公共団体等とが

管理協定を締結し、持続的に管理を行うとともに市民に公開する等の取組を推進しました。 

 

 ○ 棚田や里山といった地域における人々と自然との関わりの中で形成されてきた文化的景

観の保存活用のために行う調査、保存計画策定、整備、普及・啓発事業を補助する重要文

化的景観保護推進事業を実施しました。 

 

 ○ 上下流連携いきいき流域プロジェクトにより、里山林等における森林保全活動や多様な

利用活動への支援を実施しました。 

 

 

≪生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進≫ 

 

 ○ 「農林水産省生物多様性戦略」（平成 19 年（2007 年）７月）に基づき、①田園地域・

里地里山の保全（環境保全型農業の推進、生物多様性に配慮した生産基盤整備の推進等）、

②森林の保全（適切な間伐等）、③里海・海洋の保全（藻場・干潟の造成、維持・管理等）

等生物多様性保全をより重視した農林水産施策を推進しました。 

 

 ○ これらの関連施策を効果的に推進するため、農林水産業と生物多様性の関係を定量的に

測る指標の開発を進めました。 

 

 ○ 地域の生きものを通して農林水産業における生物多様性保全の取組を分かりやすく伝え

る「生きものマーク」について、取組事例を集め、その活用のための手引きとなる「生き

ものマークガイドブック」を平成 22 年（2010 年）３月に作成し、生物多様性保全に貢献

する農林水産業への理解の促進を図りました。 

 

○ また、農林水産省生物多様性戦略検討会の提言（平成 21年（2009 年）10月）を受け、

平成 22年（2010年）10 月に開催される生物多様性条約第 10回締約国会議（ＣＯＰ10）に

向けて、生物多様性の日である５月 22日に愛知県において農林水産業と生物多様性に関す

るシンポジウムを開催しました。今後、全国各地でシンポジウムを開催します。 

 

 ○ 農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻な状況にあることを背

景として、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進することにより、農林水産業

の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする鳥獣による農林水産業等に係

る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19 年法律第 134 号）が成立し、平成

20 年（2008 年）２月から施行されました。この法律に基づき、市町村における被害防止

計画の作成を推進し、鳥獣被害対策の体制整備等を推進しました。 

 

≪絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応≫ 
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＜希尐野生動植物種の保存＞ 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75号。以下「種

の保存法」という。）に基づく国内希尐野生動植物種にオガサワラオオコウモリを追加し、

国内希尐野生動植物は、哺乳類５種、鳥類 38 種、爬虫類１種、両生類１種、汽水・淡水魚

類４種、昆虫類 10種、植物 23種の 82種となりました。そのうち 47 種に対し保護増殖事

業計画を策定し、個体の繁殖や生息地の整備等の保護増殖事業を行っています。また、同

法に基づき指定している全国９カ所の生息地等保護区において、保護区内の国内希尐野生

動植物の生息・生育状況調査、巟視等を行いました。 

 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約（以下「ワシントン条約」

という。）及び二国間渡り鳥条約等により、国際的に協力して種の保存を図るべき 677種

類を、国際希尐野生動植物種として指定しています。  

 

 ○ 絶滅のおそれのある野生動植物の保護増殖事業や調査研究、普及啓発を推進するための

拠点となる野生生物保護センターを、平成 22 年（2010 年）３月末現在、８カ所で設置し

ています。 

 

 ○ トキについては、平成 20年（2008年）に引き続き、平成 21年（2009 年）９月に第二回

目の放鳥を実施しました。 

 

（参考）主な保護増殖事業の概要 
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＜外来種等への対応＞ 

 ○ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16年法律第 78号）

に基づき、97種類の特定外来生物（平成 22年（2010年）３月現在）の輸入、飼養等を規

制しています。また、奄美大島や沖縄本島北部（やんばる地域）の希尐動物を捕食するジ

ャワマングースの防除事業、小笠原諸島内の国有林でのアカギ等の外来種の駆除のほか、

アライグマ、アルゼンチンアリ等についての防除モデル事業等、具体的な対策を進めてい

ま す 。 ま た 、 外 来 種 の 適 正 な 飼 育 に 係 る 呼 び か け 、 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.env.go.jp/nature/intro/）等での普及啓発を実施しました。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「地域における人と自然の関係を再構築する」にお

ける記述を踏まえた以下の指摘に対応する施策を推進すべきです。 

  

＜中長期ビジョンを達成するための手法の検討＞ 

・ ポスト2010年目標の国際的議論を通じて得られた知見やＣＯＰ10の成果などを踏まえ、

ＣＯＰ10後に、生物多様性国家戦略2010の見直しに着手する必要があります。また、生物

多様性国家戦略の取組状況を適正に評価し、今後の改定や施策の改善につなげていくため、

国土の生物多様性の損失を防止するための目標の達成状況を評価するうえで重要となる

具体的な指標の設定に取り組む必要があります。 

 

＜里地里山の保全・再生に関する取組＞ 

・ 里地里山の保全活動の取組の参考とするため、持続可能な資源利用に関する全国の特徴

的な取組事例を収集・分析し、幅広く情報発信を行うとともに、伝統的な里地里山の利用・

管理手法の再評価、保全再生につながる新たな利活用手法の導入、都市住民や企業等多様

な主体による参加促進方策等の視点についての検討を行い、地域の活動にとって必要な助

言や技術的なノウハウを提供することにより、全国的な里地里山の保全再生を促す必要が

あります。 

 

・ 里地里山の新たな利活用の方策について、環境教育やエコツーリズムの場の提供、間伐

材やススキなどのバイオマス利用など具体的な地域での試行的な取組を通じて検討する

必要があります。 

 

＜生物多様性の保全に貢献する農林水産業の推進＞ 

・ 安全な食料の安定供給を求める国民・消費者の期待に応えるためには、生物多様性の視

点を取り入れた良好な生産環境を維持した持続的な農林水産業の振興と、それを支える農

山漁村の活性化が必要です。そのため、農林水産関連施策において、生物多様性の保全を

より重視した視点を取り入れ、生物の生息・生育環境としての質を高める持続可能な農林

水産業を推進し、農山漁村の活性化を図る必要があります。 
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・ 食料生産と生物多様性保全が両立する水稲作などの取組事例における生きものの生

息・生育状況、周辺環境、営農履歴などを紹介し、農業者に取組への理解と意欲を呼び

起こすとともに、生物多様性保全を重視して生産された農林水産物であることを表す「生

きものマーク」の活用などを通じて、こうした取組への国民の理解を促進する必要があ

ります。 

 

・ 森林認証制度をはじめ、環境に配慮した商品や経済活動を対象とする認証制度など、

民間によるより自主的な取組が生物多様性の分野でも浸透することを目指し、諸外国に

おける事例も含め、幅広く情報を収集することなどを通じて、民間における取組の促進

を図る必要があります。 

 

・ 自然生態系と調和しつつ人手を加えることにより、高い生産性と生物多様性の保全が

図られている海は、一般的に「里海」として認識されるようになってきており、こうし

た里海を含む海洋全体の生物の多様性の保全とその持続可能な利用を通して、国民の健

全な食生活を支える水産物を将来にわたって安定的に供給するとともに、力強い水産業

と豊かで活力ある漁村の確立を推進する必要があります。 

 

＜絶滅のおそれのある種の保存及び外来生物による在来生物等への影響への対応＞ 

・ 絶滅のおそれのある種の状況の把握と減尐要因の分析を行い、その状況を改善するため

に必要な措置を種ごとに明らかにするとともに、国内希尐野生動植物種の指定による保護

の効果を評価して、その効果が認められるものは、その措置を更に推進し、十分な効果が

あがっていない場合は、その要因を分析して効果的な保全対策を種ごとに明らかにする等、

種の保存法の施行状況の評価を踏まえ、効果的な対策を講じる必要があります。 

また、絶滅のおそれのある種が集中する島嶼地域等、生物多様性の保全上重要な地域（ホ

ットスポット）を特定し、優先的に保護地域の指定などの検討を進めるとともに、自然再

生や里地里山保全・再生、希尐種の保護増殖、特定鳥獣の保護管理、外来種の防除など各

種事業により、可能な限り各省、地方公共団体、ＮＧＯ、企業などとの連携も図りながら、

地域の関係者と協力して地域全体の生物多様性を保全・再生するような制度や手法の検討

を進める必要があります。 

特に、トキやツシマヤマネコなどの保護増殖を進め、それらの野生復帰を進めるととも

に、多様な野生生物をはぐくむ環境づくりを地域の人々と協力しながら行う必要がありま

す。 
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重点調査事項③：森・里・川・海のつながりを確保する取組  

生きものの生息の基盤となっている場所のつながりを確保するため、将来にわたり保全すべき

自然環境や優れた自然条件を有している地域を核として、それらを有機的につなぐ生態系ネット

ワークの形成を目指し、流域全体の生態系管理の視点に立ち様々なスケールで森、里、川、海を

連続した空間として積極的に保全・再生を進める観点から、 

a) 生態系ネットワークの形成に関する取組 

b) 自然再生の推進に関する取組 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 第三次生物多様性国家戦略では、今後５年程度の間に重点的に取り組むべき施策の大き

な方向性について、４つの基本戦略を提示しており、この１つとして「森・里・川・海の

つながりを確保する」が位置付けられ、流域全体の生態系管理の視点を考慮した生態系ネ

ットワークを形成することとしていることに留意すべきです。なお、平成 20年（2008年）

７月に閣議決定された国土形成計画（全国計画）においても、健全な生態系の維持・形成

を図る取組として、「エコロジカル・ネットワークの形成を通じた保全・再生」が位置付

けられており、生物多様性の保全と持続可能な利用を進めることとする同戦略と国土の利

用、整備及び保全を推進することとする同計画の位置付けや役割を考慮しつつ、関係各省

の役割を踏まえながら相互に連携し、推進する必要があることに留意すべきです。 

○ 自然再生推進法（平成 14年法律第 148号）が施行後５年を経過した場合の検討結果等を

踏まえ、地域の自然再生の取組の推進、生態系の保全・再生の重要性の強調及び全国的視

点の強化等の観点から、自然再生基本方針が見直されたところであり、その方針を踏まえ

た取組を行うことが必要であることに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

国土の生態系ネットワークの形成や自然再生の更なる推進に向けて、生態系ネットワーク構

想の策定、自然再生基本方針の見直し等を行いました。 
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≪生態系ネットワークの形成に関する取組≫ 

 

 ○ すぐれた自然環境を有する地域を核として、これらを有機的につなぐことにより、生息・

生育空間のつながりや適切な配置を確保する生態系ネットワーク（エコロジカル・ネット

ワーク）を形成するため、平成 20 年度（2008 年度）に全国レベルのエコロジカル・ネッ

トワーク構想の検討を開始し、平成 21 年度（2009 年度）に「全国エコロジカル・ネット

ワーク構想」を策定しました。 

 

 ○ 国有林においては、保全すべき森林生態系の核となる保護林相互を連結する「緑の回廊」

の設定を進めており、平成 21年（2009年）４月現在、24カ所約 509 千ヘクタールが設定

され、生態系に配慮した施業やモニタリング調査等を実施しています。 

 

 

≪自然再生の推進に関する取組≫ 

 

 ○ 自然再生推進法に基づく自然再生協議会は、新たに１カ所が設立され、平成 22年（2010

年）３月末現在、全国で 21カ所となっています。すべての協議会で自然再生全体構想が作

成され、うち 13カ所で自然再生事業実施計画が作成されています。 

 

 ○ 平成 21 年度（2009 年度）は、国立公園における直轄事業７地区、自然環境整備交付金

で地方公共団体を支援する事業 12地区の計 19 地区で自然再生事業を実施しました。これ

らの地区では、生態系調査や事業計画の作成、事業の実施、自然再生を通じた自然環境学

習等を行いました。 

 

（参考）自然再生協議会の設置箇所（平成22年（2010年）３月現在） 
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③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「森・里・川・海のつながりを確保する」における

記述を踏まえた以下の指摘に対応する施策を推進すべきです。 

  

＜生態系ネットワークの形成に関する取組＞ 

・ 生態系ネットワークの計画手法や実現手法の検討を深め、既存のネットワーク施策・事

業の効果についての評価・検証を行い、地方公共団体や広域地方協議会、ＮＧＯなどへの

構想・計画づくりに係る情報提供や普及広報を進めることにより、全国、広域圏、都道府

県、市町村等の様々な空間レベルにおける計画策定や事業実施に向けた条件整備を進める

必要があります。特に広域圏レベルにおいて具体的に生態系ネットワークの姿を示してい

くことが重要であることから、関係省庁の緊密な連携のもと、生態系ネットワークの図化

を目指すとともに、水循環に着目した流域全体の生態系の保全とネットワークの形成を効

果的に進めるための方策を検討する必要があります。 

 

・ 生態系ネットワークが分断されている場所では、そのつながりを取り戻すことが必要で

あり、科学的な知見に基づいて重要な地域を保全すると同時にネットワークを確保するた

めの自然再生を積極的に行う等の様々な取組を通じて生物の生息・生育空間の確保や生物

がそれらを行き来できるようにする生態的回廊の確保を進める必要があります。 

 

＜自然再生の推進に関する取組＞ 

・ 自然再生の取組については、平成20年（2008年）に改正を行った自然再生基本方針に基

づき、自然再生の取組の効果的な推進、広域的な取組の強化、自然環境学習や調査研究の

推進を図りつつ、生態系ネットワーク等の国土的視点も考慮した自然再生の取組を推進す

る必要があります。 
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重点調査事項④：地球規模の視野を持って行動する取組  

生物多様性の保全のため、つながりの深いアジア太平洋地域を中心とした国際協力等地球規模

の生物多様性への視野を持って行動する観点から、 

a) 生物多様性の保全に関する日本の国際的な貢献 

b) 我が国の生物多様性の総合評価やモニタリング等の実施 

について、調査を実施しました。関係府省から報告された取組状況等は、「②主な取組状況等」

欄のとおりです。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 平成 20 年（2008 年）５月にＧ８環境大臣会合において合意された「神戸・生物多様性

のための行動の呼びかけ」、ＣＯＰ10の我が国での開催決定等を踏まえ、国際的なリーダ

ーシップを発揮すべきです。 

この一環として、自然との共生モデルであるＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの提案・

発信等の取組を進める際には、地域における人と自然との関係についての我が国の現状及

び世界における事例を十分に踏まえるべきです。また、ＡＢＳ（Access and Benefit Sharing，

遺伝資源へのアクセスと利益配分）の問題が注目されていますが、環境行政の観点からも、

我が国としての取り組み方を明確にするとともに、生物多様性に配慮しつつ、遺伝資源の

提供国及び利用国の双方に利益をもたらすようなＡＢＳのための国際的な枠組みが構築さ

れるよう、生物多様性条約第 10回締約国会議の議長国として貢献すべきです。さらに、生

物多様性のモニタリング・評価・情報共有に関する国際協力、世界的に重要な生態系のネ

ットワーク構築等において、国際的な貢献を行うべきです。特に、アジア太平洋地域の生

物多様性のインベントリー整備や国際連携による地球規模モニタリング体制の構築により、

生態系総合監視システムを強化すべきです。 

○ 二国間・多国間ネットワークによる生物多様性の保全等、地球規模の視野を持って行動

することが期待されることに留意すべきです。 

○ 自然環境データの充実等に係る措置については、基本戦略「地球規模の視野を持って行

動する」において、我が国の生物多様性の総合評価、温暖化影響を含むモニタリング等を

実施する必要があることに留意すべきです。 

 

 

②主な取組状況等       

 
 

我が国がＣＯＰ10及びカルタヘナ議定書第５回締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ５）の開催国・

議長国であることを踏まえ、生物多様性国家戦略 2010 において、我が国の国際的取組を示すと
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ともに、ポスト 2010年目標の提案やＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの推進、生物多様性の総

合評価の実施等の取組を推進しました。 

 

 

≪生物多様性の保全に関する日本の国際的な貢献≫ 

 

＜ＣＯＰ10･ＭＯＰ５の議長国としての貢献＞ 

 ○ ＣＯＰ10議長国としての国際的な役割を果たすため、有識者、ＮＧＯ、経済界との意見

交換や国民からの意見募集により「ポスト 2010 年目標に関する日本提案」を決定し、平成

22年（2010年）１月に生物多様性条約事務局に提出しました。日本提案では、中長期目標

として、2050年までに「人と自然の共生を世界中で広く実現させ、生物多様性の状態を現

状以上に豊かなものとする」ことを目指し、短期目標として、2020年までに「生物多様性

の損失を止めるために」具体的な行動を実施することを目指すこととしています。さらに、

短期目標を達成するために、分野ごとにより具体化した９つの個別目標を提示し、そのた

めの 34の達成手法と 19 の数値指標も併せて提案しています。 

 

 ○ 平成 21年（2009年）10月にＣＯＰ10のロゴマークとスローガン「いのちの共生を、未

来へ」を決定しました。ロゴマークは、多様な動植物と人間の親子の折り紙を円形に配置

することで、人類と多様ないきものとの共生と、豊かな生物多様性を将来に引き継いでい

こうという思いを表現しています。また、平成 22 年（2010 年）３月に、日本人女性アー

ティストの MISIAさんが国連からＣＯＰ10名誉大使に任命されたことから、国連本部、生

物多様性条約事務局等と連携しながら、ＣＯＰ10名誉大使の活動を支援しました。 

 

 ○ ＣＯＰ10に向けた多様な主体間の情報の共有、意見交換、連携の促進等を図るため、平

成 21年（2009年）２月に設置した「生物多様性条約第 10回締約国会議及びカルタヘナ議

定書第５回締約国会議に関する円卓会議」を、平成 21 年度（2009 年度）に３回開催しま

した。また、ＣＯＰ10 に向けて政府が一体となった取組を進めるため、平成 21 年（2009

年）12月に関係省庁の副大臣及び政務官からなる「生物多様性条約第 10回締約国会議（Ｃ

ＯＰ10）関する関係副大臣等会議」を設置しました。さらに、平成 22 年（2010 年）１月

には、会場設営や運営業務を関係省庁が合同で行うため、「生物多様性条約ＣＯＰ10日本

準備事務局」を外務省に設置しました。 

 

＜ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブの推進＞ 

 ○ 二次的な自然地域における自然資源の持続可能な利用・管理を推進していくための取組

を、日本の「里山」を冠したＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブとしてＣＯＰ10 で提案・発

信し、国際パートナーシップの構築を目指しています。平成 21 年度（2009 年度）には、

国際パートナーシップの構築に向けた準備会合を、東京、ペナン（マレーシア）、パリ（フ

ランス）で開催しました。準備会合では、世界各地の実情や課題、持続可能で資源循環的

な自然資源の伝統的利用の事例や専門的な知見を整理するとともに、ＳＡＴＯＹＡＭＡイ

ニシアティブを進めるに当たっての考え方や、国際パートナーシップ構築に向けた検討を

82



行いました。 

 

＜モニタリングのネットワーク化、世界的に重要な生態系のネットワーク構築＞ 

 ○ アジア太平洋地域の生物多様性モニタリング体制の推進を目的として、地球規模での生

物多様性保全に必要な科学的基盤の強化のため、当該地域の研究者間のネットワークの構

築支援を行いました。また、東・東单アジア地域での生物多様性の保全と持続可能な利用

のための生物多様性情報整備と分類学能力の向上を目的とする事業である東・東单アジア

生物多様性情報イニシアティブに関する戦略と行動作業計画を作成し、関係各国・当該地

域の政府関係者及び関係機関を集めた会合において合意を得ました。 

 

 ○ 生物多様性に関する科学及び政策の連携の強化を目的とした「生物多様性及び生態系サ

ービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）」の創設に向けた国際的

な議論に積極的に参画しました。 

 

 ○ 東单アジア諸国に対する国際的に重要な湿地の特定、保全及び賢明な利用に向けた協力

等を行いました。 

 

 ○ 米国、オーストラリア、中国、ロシア及び韓国との二国間の渡り鳥条約等に基づき、各

国との間で渡り鳥等の保護のため、アホウドリ、オオワシ、ズグロカモメ等に関する共同

調査を引き続き実施するとともに、渡り鳥保護施策や調査研究に関する情報や意見の交換

を行いました。 

 

 ○ 日豪政府のイニシアティブにより、平成 18 年（2006年）11月に発足した「東アジア・

オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ」の活動として、アジア太平洋地域

におけるツル、ガンカモ、シギ・チドリ類等の渡り性水鳥の保全を進めました。 

 

 ○ 平成 21年（2009年）12月に、ホイアン（ベトナム）で第５回ＩＣＲＩ東アジア地域会

合を開催し、平成 22 年度（2010 年度）を目途に策定する東アジアを中心とした海域にお

ける重要サンゴ礁ネットワーク戦略について関係各国で話し合いました。 
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（参考）生物多様性観測等に係る主な国際ネットワーク等の概要 

 

 

 

≪我が国の生物多様性の総合評価やモニタリング等の実施≫ 

 

 ○ 我が国の生物多様性の現状と傾向を社会的な側面も含めて総合的に評価・分析するため、

平成 20年度（2008年度）より生物多様性総合評価検討委員会を設置しており、平成 22年

（2010年）５月に報告書を公表しました。また、ホットスポットの選定に向けた検討を行

いました。 

  

○ 自然環境保全基礎調査における植生調査では、詳細な現地調査に基づく植生データを収

集整理した植生図を作成しており、我が国の生物多様性の状況を示す重要な基礎情報とな

っています。平成 21年度（2009年度）は、全国の約 50％に当たる地域の植生図の作成を

完了しました。 

 

 ○ モニタリングサイト 1000では、森林・草原、里地里山、陸水域（湖沼及び湿原）、沿岸

域（砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻場及びサンゴ礁）、小島嶼の各生態系タイプに設置し

た合計約 1000 カ所の調査サイトにおいて、モニタリング調査を実施しています。平成 21
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年度（2009年度）は、特に地球温暖化の影響を受けやすい脆弱な生態系である高山帯につ

いて、单アルプス、白山の２サイトで試行調査を開始し、また、沿岸域においては、新た

に４サイトでモニタリングを開始しました。 

 

 ○ 平成 20 年度（2008 年度）から地球温暖化等の影響を受けていると思われる身近な生き

物の発現日や分布の情報を全国から収集する、市民参加による調査（愛称「いきものみっ

け」）を実施しています。平成 21 年度（2009 年度）は、観察情報を収集するホームペー

ジに見つけた生き物の写真やコメントも投稿できる機能を追加したほか、対象となる生き

物 30種の観察ポイントをまとめた「いきものみっけ手帖」を配布し、自然観察会や学校の

授業等を通じて多くの方に参加いただきました。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

 ○ 生物多様性国家戦略 2010の基本戦略「地球規模の視野を持って行動する」における記述

を踏まえた以下の指摘に対応する施策を推進すべきです。 

 

＜生物多様性の保全に関する日本の国際的な貢献＞ 

・ ポスト2010年目標について、関係者と意見交換を行いながら検討を進め、率先して日本

から目標を提案することで、ＣＯＰ10における国際的な議論をリードする必要があります。

日本からの提案では、世界が広く人と自然の共生を実現することを目指し、目標の進捗状

況を測るための指標と併せて、個々の目標の具体的な達成手法を示す必要があります。ま

た、この目標が広く共感、共有されて、生物多様性の社会における主流化が図られること

で、その達成に向けて多様な主体が自ら行動する社会の実現を目指す必要があります。 

  「遺伝資源へのアクセスと利益配分（ＡＢＳ）」に係る国際的枠組みに関する議論につ

いては、我が国として、国際的な遺伝資源の利用実態を踏まえ、生物多様性の保全と持続

可能な利用に資するために、遺伝資源の取得を容易にし、その利用から生ずる利益の公正

かつ衡平な配分に資するような枠組みとなるよう、議長国としてリーダーシップを発揮す

る必要があります。また、ＣＯＰ10に先行して開催されるＣＯＰ／ＭＯＰ５における「責

任と救済」については、締約国会議の開催国として、遺伝子組換え生物等に対する様々な

立場を持つ各国が受け入れ可能な規定を目指して、主導的な役割を果たす必要があります。 

 

・ 我が国の里山に見られるような資源の持続可能な利用・管理の事例は、世界各地でも見

ることができる一方で、多くの場所では資源の収奪的な利用や人口増加により、持続可能

な利用・管理が実現できず、そこで暮らす人々の暮らしが脅かされていることから、我が

国が培った自然共生社会づくりの智恵をベースに、世界各地にも存在する自然共生の智恵

や伝統を合わせて、自然資源の持続可能な利用・管理のための世界共通理念を取りまとめ、

その実現のための指針等を提示し、それらに基づく取組を推進する必要があります。これ

らをＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブとして世界に向けて発信し、ＣＯＰ10を契機に多様

な主体の支持・参加を得て情報共有などを行う国際的なパートナーシップを設立すること
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で、問題の解決に貢献していく必要があります。 

 

・ アジア太平洋地域を中心に、国際サンゴ礁保護区ネットワーク会議や東アジアを中心と

した地域の重要サンゴ礁ネットワークの構築などサンゴ礁の保全、藻場・干潟などの湿地

や渡り鳥の保全などの分野でリーダーシップを発揮する必要があります。また、国立公園

等の保護地域の管理や自然環境データ整備等の分野で二国間及び多国間のネットワーク

を構築し、国際的な連携を強化するとともに、そのための人材育成への協力や情報提供を

行う必要があります。 

 

＜我が国の生物多様性の総合評価やモニタリング等の実施＞ 

・ 平成22年（2010年）時点における我が国の生物多様性の全体像を把握するため、科学的

知見に基づき、社会経済的側面も踏まえたうえで総合的に評価を行うとともに、こうした

総合評価を行う中で、生物多様性の危機の状況を具体的に地図化し、ホットスポットを選

定することを通じて、優先的に保全・回復すべき地域での取組を進展させる必要がありま

す。また、平成22年（2010年）のＣＯＰ10開催を契機として、生物多様性の保全と持続可

能な利用の推進のため、生物多様性基本法のもとで、生物多様性に関係する法体系の充実、

各制度間の有機的な連携の強化に取り組む必要があります。 

 

・ モニタリングサイト1000の実施により、国土の自然環境の継続的な状況把握を引き続き

進めるとともに、現在十分とはいえない中・大型哺乳類の生息状況、海洋・沿岸域におけ

る生物種や生態系のデータ、里地里山における竹林の拡大状況等の重点的な情報の収集に

努める必要があります。また、これらにより、温暖化の影響も含めた国土の生態系の状況

の変化を把握する生態系総合監視システムを構築するとともに、科学的な予測手法との組

合せにより予防的な保全対策の実施に取り組む必要があります。 

 

・ 生物多様性と生態系サービスの損失に関する経済分析を行う国際的取組である「生態系

と生物多様性の経済学（ＴＥＥＢ）」の取りまとめ作業に連携・協力し、生物多様性の経

済評価に関する政策研究等を推進するとともに、こうした研究成果や国際的議論の動向も

踏まえて、どのような政策オプションがあり得るかの検討に着手する必要があります。 
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５．環境保全の人づくり・地域づくりの推進 

 

重点調査事項①： 環境保全のために行動する人づくりと組織・ネットワークづくりのための 

取組 

 

一部の環境保全意識の高い人に限らず、広く国民に対して、身近なところで、より質の高い環

境教育・環境学習の機会を提供すること、様々な主体が実感を持って環境について学び、自ら考

え、具体的な行動に結びつけるために、自然や暮らしの中で体験活動や実践活動に参加すること

などを通じた、環境保全のための人づくりを推進する観点から、 

a) 環境教育・環境学習等の環境保全のために行動する人づくりの実施のための取組状況と今後

の方向性 

b) 多様な主体が参画する環境保全活動の実践促進に資する環境保全の組織やネットワークづ

くりの状況と今後の方向性 

について、調査を実施しました。 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ 各主体が行う環境教育・環境学習のための取組の推進に当たっては、各府省間において事

前に緊密な情報交換を行うべきです。 

 ○ 事業者が、事業所内等で被雇用者等に対して行う環境に関する研修等を推進するための支

援を行うべきです。 

 ○ 環境教育をリード又はコーディネートする人材間でのネットワーク及びサポート体制を

構築し、これらの人材が、環境教育に関するノウハウ及び情報を共有できるようにすべきで

す。 

 ○ 環境保全の組織やネットワークづくりに係る取組については、地域の環境保全活動を次世

代につなげていくための世代間のネットワークづくりも進めるべきです。 

 ○ 環境保全の組織やネットワークづくりに係る取組については、行政がコーディネーター役

となり、環境活動が継続できる仕組みを導入すべきです。 

 ○ 施行後５年を迎えた環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（平

成 15年法律第 130号）を点検し、必要な措置を講じるべきです。 

 

②主な取組状況等 

 

第２回点検における各指摘事項に対応する施策について、代表的なものを取り上げ整理しまし

た。なお、各施策の中には、複数の指摘事項に対して横断的に該当するものもあります。 

 

＜各府省間における連携＞  

【第２回点検後フォローアップ事項】 
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○ 農山漁村の果たしている多様な役割や教育的効果に着目し、児童の農山漁村における宿泊体

験活動の推進を通じた体験学習の場としての農山漁村の活用を推進するため、農林水産省、文

部科学省及び総務省の連携の下、「子ども農山漁村交流プロジェクト」を実施しています。平

成 21年度までに全国 90 地域を受入モデル地域として選定し、特に平成 21年度は 411 校・約

24,000 人の小学生を受け入れたほか、民間団体を対象にプロジェクトの普及啓発、受入地域

協議会への指導、助言のための活動を支援しました。今後は、小学校の安定的受入れの確保等、

受入地域の整備を推進していきます。 

 

○ 「川に学ぶ」社会の実現に向けて、国土交通省、文部科学省及び環境省の連携の下、河川管

理者、教育関係者、市民団体等が連携して「子どもの水辺」を選定・登録し、「子どもの水辺」

を活用した河川環境学習を推進しています（平成 21年度末時点：285箇所の「子どもの水辺」

を登録）。 

 

○ 「21世紀環境教育ＡＡＡプラン推進事業」における発達段階に応じた環境教育の「ねらい」

等策定に関する調査研究において、環境省及び文部科学省の連携の下、発達段階（学校段階・

学年）に応じた環境教育の「ねらい」（目標）及び環境分野・領域別の学習内容を策定するた

めに必要な調査研究等を行うとともに、その成果を報告書及びパンフレットにまとめ学校現場

等に提供しました。 

 

＜環境に関する研修等を推進するための支援＞  

○ 環境教育・環境学習に関する知識、場、教材、事例等にかかる情報を収集し、総合的なデー

タベースの構築・インターネットによる提供を行い、平成 21 年度においては、ウェブサイト

に月平均 11,989 件の訪問者を徔ました。今後も環境教育・環境学習に関する情報を広く発信

していきます。 

 

○ 環境にやさしい活動をすることを宣言する家庭を「エコファミリー」、その家族のリーダー

を「我が家の環境大臣」として任命し、ウェブサイトを通じて環境家計簿を提供する等、家庭

におけるエコライフを支援しています（平成 21 年３月末のウェブサイト登録数：134,017 世

帯）。その際、地方公共団体に団体登録をしてもらい、市民等に「エコファミリー」への登録

の呼びかけや環境教育のツールとして活用してもらっています。今後は、企業における従業員

教育の一環として環境家計簿の利用が増加している状況等を踏まえ、多様なニーズに応えられ

るよう、ウェブサイトの機能を強化していきます。 

 

＜環境教育をリード又はコーディネートする人材の育成並びに人材間でのネットワーク及びサ

ポート体制の構築等＞ 

○ 都道府県との連携・協力の下、全国環境学習フェアを実施し、教員、保護者、産業界や大学

関係者など様々な人々が環境について考える場を設け、環境教育・環境学習の在り方等につい

ての研究協議等を行うとともに、これまでの各種活動の成果発表・展示会等を開催し、学校や

社会における環境教育の一層の改善・充実を図っています（平成 21 年度 北海道富良野市で

開催）。 
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○ 地域に賦存するバイオマスを有効活用するために行動する人づくりと組織・ネットワークづ

くりを強力に推進するため、バイオマスの賦存量把握手法、農林水産業をはじめとする地域の

様々な産業との連携等、多方面にわたる豊富な知見を有するとともに、関係者間の調整や事業

化に向けた支援等、地域の取組をコーディネートできる「現場で働くことのできる」人材を養

成しています（これまでに合計 139名のコーディネーターを養成）。コーディネーターが、市

町村からの協議・要請を受け、バイオマスタウン構想の策定及び事業化に向けた取組を進めて

おり、バイオマスタウンの普及、地域バイオマスの利活用の推進に寄不しています。 

 

○ 九州で強みを持つ環境・省エネ・リサイクル分野を中心とした企業の情報発信・ビジネスパ

ートナーとのマッチングを目的とした「エコ塾」を月１回開催しました（平成 21 年度は 615

名が参加）。今後は、企業のビジネスのマッチング率を高めるとともに、学生参加のスキーム

を恒常的なものとし、実践的スキルが学べる場として活用していきます。  

 

○ 環境産業の発展を支える即戦力となる人材を継続的に輩出するために、大学の研究者や環境

分野の企業経営者を講師に招き、九州環境クラスター大学産業人材育成コースを開催しました

（毎年 40 名前後が参加）。地域の課題解決の取組のほか、コミュニティービジネス、国際環

境ビジネス、ＣＯ２排出量取引、バイオマス等の課題別の取組も実施しています。今後は、公

害防止技術、省エネルギー技術等の国際展開が大きな柱となりつつあり、国際環境ビジネスの

人材育成や留学生を対象とした若手環境人材育成事業を強化していきます。 

 

○ 都市公園において、公園の丘陵地や海岸、河川等の自然環境、古民家や遺跡等の歴史資源を

いかし、野生生物を中心とした環境プログラムである「プロジェクトワイルド」、自然体験型

プログラムである「ネイチャーゲーム」等の環境学習プログラムを展開しました。各プログラ

ムにおいて、指導者養成講習会等を行い、環境教育ボランティアの育成を推進しており、平成

20 年度は国営公園において 277件の環境学習プログラムを延べ 1,613回実施しました。また、

「プロジェクトワイルド」において、平成 20 年度末現在、環境教育プログラムの指導者とし

て、ファシリテーター（上級）490 名、エデュケーター（一般）約 16,000 名が育成されまし

た。今後も継続的に環境教育プログラムの提供を推進するとともに、環境教育に関する人材育

成を図っていきます。 

 

○ 地球環境問題に関する最新の科学的知見やその対策等に関する知識の普及を目的として、気

象庁が「気候講演会」を開催しています。 

また、気象や地震に関する知識の普及と防災情報の有効な利用の促進を図ることを目的とし

て、全国の地方気象台等が「防災気象講演会」を開催しています。 

 

○ 「川に学ぶ」社会の実現に向け、川を安全に利用できるよう、河川管理者や地域住民等を対

象とした川の指導者育成を推進するために、ＮＰＯ等が実施している川の指導者養成講座等を

支援しています。 

また、地方公共団体やＮＰＯ法人と連携し、海辺の自然学校等、環境保全活動及び環境教育
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プログラムの場を提供し、活動の支援を行っています。 

 

○ 学校教員及び地域の活動実践リーダーを対象に基本的知識の習徔と体験学習を重視した研

修（「環境教育リーダー研修基礎講座」）を行い、学校の児童生徒や地域の人々に対する環境

教育・環境学習の推進を図りました。開催にあたっては、地方の教育委員会と協力し、地域の

環境教育有識者の知見や社会教育施設を活用して、学校教育で取り組まれる環境学習と地域の

実情に応じた研修内容としています（平成 21年度：全国７か所、285名の参加）。 

 

○ 「アジア環境人材育成イニシアティブ推進事業」として、大学におけるＥＳＤを推進し、経

済社会のグリーン化に主体的に取り組む人材（環境人材）の育成のため、産学官民の連携によ

る環境人材育成の取組を促すプラットフォームとしての「環境人材育成コンソーシアム」設立

に向けた取組、大学で活用できる環境人材育成のモデルプログラムの開発を実施しています。 

 

○ エコツーリズムを推進しようとする地域において、自然学校のインストラクターやエコツア

ーガイドなどを育成することを目的に、環境省と各地の自然学校等が連携して共通カリキュラ

ムにより、集合や巟回及び通信による研修や、自然学校での実際の業務を通じて知識や技術を

習徔する実践的な研修を約５ヶ月間に渡って実施し（平成 20 年度受講者：85 名、平成 21 年

度受講者：102名）、これによりエコツアー等の質の向上が図られました。 

 

○ 自然公園のビジターセンター、自然観察の森、ふるさといきものふれあいの里など、自然解

説を実施している公共の施設で、自然解説活動を担当する職員、ボランティア、国・地方公共

団体等において自然ふれあいに関する業務を担当する者を対象として、実習等を中心とした研

修を実施しました（平成 20年度受講者：基本研修 36名、専科研修 32名）。 

 

＜環境教育におけるモデル整備等を通じた取組の拡大＞ 

○ 独立行政法人国立青尐年教育振興機構において、立地条件や各施設の特色を生かした自然体

験活動や環境保全活動の機会と場の提供や、指導者養成事業を行うとともに、その成果を公立

の青年の家等に広く普及しています（環境教育に関する事業：平成 21年度 12事業）。 

  また、「子どもゆめ基金」により、民間団体が実施する自然体験活動や奉仕体験活動への支

援を行っています（平成 21年度：1,725件）。 

 

○ 米国の提唱に係る「環境のための地球規模の学習及び観測（ＧＬＯＢＥ: Global Learning 

and Observations to Benefit the Environment）計画」に参加し、都道府県教育委員会との

連携・協力の下、児童生徒の環境への興味・関心を高めるための指導方法等の研究・普及を進

め、学校における環境教育の一層の推進を図っています。 

 

○ 森林環境教育を推進するため、普及啓発活動を展開するとともに、企画・調整能力を有する

質の高い人材の育成、森林環境教育のプログラムの作成等、森林環境教育の活動内容の充実に

向けた取組を実施しました。平成 22 年度からは、里山林の整備と森林環境教育を含めた里山

資源の活用等を組み合わせて、自立・継続できる地域の取組を実証・確立し、全国的に取組を
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拡大する「森林総合利用推進事業」を実施します。 

 

○ エネルギーの必要性等に関する理解促進のため、エネルギー・環境などの横断的・総合的課

題等について、地域や学校の実態等に応じて取り組むことができるよう学校関係者や児童生徒

への支援を実施しました。エネルギー教育実践校として学校（小・中・高等学校）を支援する

ほか、地域拠点大学・地域先行拠点大学として大学を支援し、エネルギー関連施設見学会やエ

ネルギー教育実践セミナー等の開催等の取組を支援しました。平成 21 年度には、大学の教育

学部の教員、小・中・高等学校の教員、教育委員会、エネルギー産業、ＮＰＯ等の連携による

エネルギー教育推進会議（全国組織及び地域組織）を創設し、地域におけるエネルギー教育の

推進・連携を強化しています。 

 

○ 持続可能な地域づくりに向けたＥＳＤのモデル実践の成果を踏まえ、地域におけるＥＳＤの

取組を全国的に普及させるため、ＥＳＤ活動の登録制度及びＥＳＤコーディネーター育成手法

の検討を実施したほか、地域におけるＥＳＤ活動を推進するためのシンポジウムを実施しまし

た。 

 

＜地域の環境保全活動を次世代につなげていくためのネットワークづくり等＞ 

○ 「田舎で働き隊！」事業（農村活性化人材育成派遣支援モデル事業）において、農村地域の

活性化を担う人材の確保・育成を安定的に支える仕組みの構築に向け、都市と農村地域をつな

ぎ、農村地域における都市部の人材の活用等に取り組むコーディネート機関に対して支援を行

っています（平成 20年度：短期研修として 2,479 名派遣、平成 21年度：長期研修として 291

名を派遣）。 

 

○ 「遊々の森」制度では、豊かな森林環境を有する国有林野において、協定の締結により継続

的に多様な体験活動が展開できる場を積極的に提供することを通じて、学校等による森林環境

教育を推進しています（平成 21年度末時点：「遊々の森」を 162箇所設定）。 

 

○ 子どもが地域において自主的な環境保全活動に参加する機会を提供するため、全国の子ども

を対象として「こどもエコクラブ」の結成、登録を呼びかけるとともに、登録クラブ及びその

サポーター（大人）に対してニュースレターの配布等により環境情報の提供等を行いました（平

成 21年度：3,663クラブ、179,446人の参加）。各都道府県及び市区町村に必要に応じて「こ

どもエコクラブ事務局」を設置し、各地方公共団体の担当者がクラブに対する「コーディネー

ター」としてクラブの活動支援等を行っています。 

 

○ 地域社会の中核である学校において、校舎における環境負荷低減のための改修等のハード整

備と、これを活用した学校、地域での環境教育事業等のソフト事業を一体的に推進し、平成

21 年度までに 20のモデル校で事業を行いました。 

 

＜行政がコーディネーター役となるなど環境活動が継続できる仕組みづくり＞ 

○ 「美しい森林づくり推進国民運動」の一環として、森林づくり等を行うＮＰＯ活動と企業の
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ＣＳＲ活動などとをコーディネートする森林づくり活動サポート組織の研修、活動支援を行う

とともに、国民の自発的活動による森林づくりを支援しました。当該施策等を通じて、森林ボ

ランティア団体数は、平成 18年度の 1,863団体から平成 20年度には 2,357 団体へと増加し、

企業等による森林づくりは、平成 18年度の 689箇所から平成 20年度には 947箇所へと増加し

ています。今後も、森林づくり活動への支援を行うとともに、森林づくり活動をサポートする

組織の充実を図るため、平成 22年度から森林づくり国民運動推進事業を実施しています。 

 

○ 地域におけるＮＰＯ、企業、行政、市民の主体的参加によるパートナーシップづくりに役立

つ拠点として設置している「地方環境パートナーシップオフィス（ＥＰＯ）」において、環境

活動等に関する情報の収集・提供、各主体間の交流を促す場づくりなど、各地域でのパートナ

ーシップ促進の基盤づくり等を図っています。 

 

○ 国連大学との共同事業として設置した「地球環境パートナーシッププラザ」において、ＮＧ

Ｏ、企業等の各主体の協働に関する情報の収集・提供、各社会主体間のパートナーシップ形成

の支援等を実施し、ネットワークを構築しています。 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ あらゆる世代を対象とした環境教育・環境学習の一層の充実と関連施策の効果的推進を図

るために、生涯を通じた継続的な環境教育・学習の仕組みづくりや、優良事例等の情報共有・

提供等において、引き続き、各府省間での連携、地方公共団体との連携及び地域間での連携

が進むよう必要な措置を講じるべきです。 

 

 ○ 環境保全活動の実践促進に資する環境保全の組織やネットワークづくりを強化するため

に、ＮＰＯ、企業、行政、市民等の各主体が、適切な役割分担の下、環境保全活動に参加・

協働する多様な場づくりを推進すべきです。 

 

 ○ あらゆる主体が、環境問題が地球規模の課題となっていることを理解し、環境保全のため

に行動できるような人づくりに係る取組を推進すべきです。 

 

 ○ 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律（平成 15 年法律第 130

号）を点検し、必要な措置を講じるべきです。 
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重点調査事項②： 環境資源の保全と有効活用の実施を統合的に進める、それぞれの持つ資源 

や特長をいかした地域づくりのための取組 

 

地域の資源や資産を活用しつつ、環境負荷の尐ない、同時に豊かな社会生活を送ることのでき

る持続可能な地域づくりを推進する観点から、 

a) 地域資源をいかした持続可能な地域づくりに向けた施策の現状と経済的手法を含めた具体

的実現手法の今後の方向性 

b) 地域における国、地方公共団体、NPO及び民間企業等の広範な関係者の参加を通じた、多面

的な環境資源の保全と有効活用の実施を統合的に進めるための施策の現状と今後の方向性 

について、調査を実施しました。 

 

 

①第２回点検における指摘内容 

 
 

○ それぞれの持つ資源や特長をいかした地域づくりは、各地域・地域住民が自立し、主体性

及び独自性を持って進めていくことが必要丌可欠です。 

 ○ 環境基本計画においては、国の取組について、地域づくりが、各地域それぞれの主体性の

下、独自性を持って進められるように支援していくこととされています。各地域にインセン

ティブを不える等、各地域の活力を引き出す努力をすべきです。 

 ○ 各地域が各府省で実施されている様々な環境保全施策を基盤として、地域の実情に応じた

将来計画を策定することが重要であり、総合的・統合的な地域環境行政を推進するためにも、

そのような計画策定を支援することが国の行政に求められます。このため、各府省で行われ

ている様々な取組に関する情報を、統合的に地方公共団体に提供していくとともに、国が、

地方公共団体における環境保全の取組について、より具体的に把握し、さらに、地方公共団

体間の連携による取組を促進すべきです。 

 ○ 「生物多様性の保全」にも密接に関わることとして、生物多様性基本法に基づく地方公共

団体による生物多様性地域戦略の策定を、各地域が主体性及び独自性を持って進めていくこ

とが期待されます。 

 ○ 「生物多様性の保全」にも密接に関わることとして、里地里山の保全活動については、多

様な主体が里地里山を共有の資源として管理し、持続的に利用することが必要です。例えば、

燃料や肥料等への里山林の利用の低下に伴う荒廃、丌在地主の増加や農林業の担い手の丌足

による耕作放棄地の増加等の課題に対しては、地域住民だけでなく、様々な主体の参加を促

進する等して、地域における人と自然の再構築を進めるべきです。その際、現在各地域で点

的に行われている取組を、ウェブサイト等を活用してネットワーク化するとともに、他の地

域のモデルとなる地域の取組事例を分析・整理し、分かりやすく情報提供するといった取組

を通じて、面的な取組としていく必要があります。そして、こうした取組が、過疎化・高齢

化が進む地域の活性化にも貢献することとなることが重要です。 

【第２回点検後フォローアップ事項】 
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②主な取組状況等 

 

第２回点検における各指摘事項に対応する施策について、代表的なものを取り上げ整理しまし

た。なお、各施策の中には、複数の指摘事項に対して横断的に該当するものもあります。 

 
 

＜地域の資源や特長をいかした主体性・独自性ある地域づくり＞ 

○ 農地・水・環境の良好な保全とその質的向上を図るため、農村地域内外の地域住民、都市住

民、ＮＰＯなどの多様な主体の参画を徔た活動組織を設立し、地域ぐるみでこれらの資源の適

切な保全管理と農村環境の保全を行う共同活動と、化学肥料や化学合成農薬の使用の大幅な低

減といった環境負荷低減に向けた先進的な営農活動を、一体的かつ総合的に支援しています

（平成 21年度：143万 ha の農地を対象に、19,514 の活動組織が共同活動を実施）。 

 

○ 国民への水産物の安定供給、水質浄化等の公益的機能を有する藻場・干潟等が環境変化等に

より、その減尐及び機能低下がみられていることから、これらの有する公益的機能の維持を図

るため、環境・生態系保全対策として、漁業者等が行う藻場・干潟等の保全活動を支援すると

ともに、講習会の開催等を通じて、同活動を全国的に推進しています（平成 21 年度：186 の

活動組織が保全活動を実施）。 

 

○ 「緑地環境整備総合支援事業」において、三大都市圏に存する都市等、緑とオープンスペー

スの確保が課題とされる都市において、都市公園の整備、古都及び緑地保全事業、市民緑地の

公開に必要な施設整備等を統合補助事業により、総合的に支援することで、都市域における水

と緑のネットワークの形成を推進しています（平成 21年度：36地区、平成 22年度：53 地区

で実施予定）。 

 

○ 河川管理者、地方公共団体、市民団体等が役割分担を定め、河川美化活動等を共同で実施し、

平成 20 年度においては、763 の市民団体が河川敷等の清掃や草刈り等の美化活動を行い、河

川管理に参加しました。 

 

○ 「エコツーリズム総合推進事業」において、地域の自然環境の保全に配慮しつつ、地域の創

意工夫を生かしたエコツーリズムのより一層の普及・定着を図るため、関係府省等との連携の

下、普及啓発、エコツーリズム推進法に基づき取り組む地域への支援、ノウハウ確立、エコイ

ンストラクター人材育成等を総合的に実施しました（エコインストラクター人材育成受講者

数、平成 20年度：85名、平成 21年度：102名）。今後は、同法及びエコツーリズム推進基本

方針を踏まえたエコツーリズムのより一層の普及・定着を図るため、グリーンツーリズムとの

連携などを生かしたエコツーリズムによる地域活性化支援、エコツーリズムによる資源利用の

適正化、エコツーリズムの実態調査・解析・伝播事業等を総合的に実施します。 
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○ 地域において社会的に価値のある事業に対し出資（直接金融）・融資（間接金融）等を行う

コミュニティ・ファンド等が、環境面や社会面を適切に評価した上で出資・融資等を行う事業

を決定できるよう、コミュニティ・ファンド等に対し、評価手法の検証等を通じた支援を行い

ました。 

 

＜インセンティブ付不等の地域の活力を引き出す施策＞ 

○ 新たなバイオマス資源の導入促進とともに、地域活性化の役割を果たすことを目指して、寒

冷な北海道に適し、食料需給に影響しないバイオマス資源（資源作物としてのヤナギ）につい

て、研究者・生産者等の参画・協力の下、エタノールとしての活用など安定的生産・利活用シ

ステムの確立・普及方策に関する調査を行っています。 

 

○ 地域に根ざした活動を一層推進する上での励みとなるとともに、他市町村等の取組に役立つ

模範を広く示すことを目的として、住民・企業等との協働を図りながら環境の恵み豊かな持続

可能なまちづくりに取り組み、特に顕著な実績をあげている市町村等を、環境大臣が表彰しま

した（平成 20年度：３地方公共団体及び７民間団体、平成 21年度：８地方公共団体）。今後

は、過去の表彰団体についてフォローアップを行う予定です。 

 

○ 「環境と経済の好循環のまちモデル事業」において、地域発の創意工夫と幅広い主体の参加

により、環境保全活動を通じた地域コミュニティの再生・創生を行うとともに、ＣＯ２排出量

の削減等を通じた環境保全と雇用の創出等による経済の活性化を同時に実現する、環境保全を

バネにしたまちおこしのモデルを創りました。今後は、全国のモデル事業として各地域での取

組を積極的に広報するなど、波及効果についてより一層の推進を図るべく改善を検討します。 

 

＜地域への情報提供、地域の計画策定等の支援＞ 

○  地域に賦存するバイオマスを有効活用するため、地域の関係者及び関係府省の連携の下、

市町村が中心となったバイオマスの総合的な利活用の取組として「バイオマスタウン」の構

築を推進しています（平成 21 年度末：268 地区がバイオマスタウン構想を公表）。今後も、

平成 22年度中にバイオマス・ニッポン総合戦略の目標である 300地区を達成するため、取組

を進めていきます。 

 

○ 良好な海域環境を保全・再生・創出するため、港湾整備により発生する浚渫土砂を有効活用

した干潟の整備や覆砂を推進しています。平成 21 年度は、羽田沖において浅場の造成、伊勢

湾、大阪湾において藻場・干潟等の整備等を実施しました。また、地方公共団体との間で、藻

場・干潟等の整備後のモニタリング情報等について共有しています。 

 

○ 水とみどりのネットワーク形成を通じたうるおいあるまちづくりを支援するため、雨水渠や

雨水・下水処理水を活用したせせらぎなどの、都市における貴重なオープン空間となる水辺の

再生・創出等を支援するとともに、平成 21 年２月に「都市の水辺整備ガイドブック」を公表

し、地方公共団体による都市の水辺整備を促進しています。 
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○ 「地域の産学官連携による環境技術開発基盤整備モデル事業」において、環境技術開発人材

ネットワーク形成、地域環境問題の解決と地場産業をいかした環境技術開発等を行い、その成

果等について全国に普及を図っています。平成 21 年度には、これまでのモデル地域での事業

で徔られた知見や課題等を整理し、地方試験研究機関が産学官連携を円滑に進めるためのマニ

ュアルを取りまとめ、地方公共団体等に配布しました。平成 22 年度においては、シンポジウ

ム等の場を通じてこの産学官連携のためのマニュアルを広く周知していきます。 

 

○ 「低炭素地域づくり面的対策推進事業」において、国土交通省と連携して選定した地域にお

いて、公共交通の利便性向上策や、未利用エネルギーや再生可能エネルギーの活用、緑地の保

全や風の通り道の確保などの自然資本の活用等の面的な対策について、実効性の高いＣＯ２削

減目標を掲げた低炭素地域づくり計画の策定や、地方公共団体実行計画等に位置付けられた地

域環境整備に係る事業への支援を行っています（平成 21 年度：計画策定委託業務を全国 39

箇所、補助事業を全国 7 箇所において実施。）。 

 

＜地方公共団体による生物多様性地域戦略の策定＞ 

地方公共団体、企業、ＮＧＯ、市民等、地域の多様な主体が地域の特性に応じた生物多様性保

全の取組を促進するための仕組みの検討や、地域が主体となった生物多様性の保全・再生活動や

「生物多様性地域戦略」など総合的な計画づくりを支援しています。「生物多様性地域戦略」に

ついては、各地域の自然的条件や社会的条件に応じた生物多様性の保全と持続可能な利用を推進

するために、都道府県、市町村が地域戦略を策定する際に参考となるような基本的な情報を「生

物多様性地域戦略策定の手引き（平成 21 年９月策定、平成 22 年５月一部修正）」として示し

たほか、同手引きの説明会を全国７か所程度で開催してまいります。なお、平成 22 年５月時点

で、10の地方公共団体が生物多様性地域戦略に相当する計画・戦略を策定しています。 

 

＜里地里山の保全における情報提供等を通じた面的取組＞ 

○ 「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ推進事業」において、里地里山の保全活用の取組につい

て調査・分析を行い、特徴的な取組事例について情報を発信するとともに、保全活動の担い手

育成の支援のため、活動団体や活動場所の紹介、里地里山の生態系管理などに関する専門家な

どの人材登録・紹介、技術研修を実施しています。さらに、全国での里地里山の保全活動を展

開するため「里地里山保全活用行動計画（仮称）」の策定に加えて、世界各地に存在する自然

資源の利用形態や社会システムに関する事例収集及び現地調査を行います。以上のような国内

外の事例等をもとに、持続可能な自然資源の利用・管理の考え方や指針などを整理し、同じよ

うな課題を抱える諸外国に向けて提示します。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ 各地域・地域住民が自立し、主体性及び独自性を持って、それぞれの地域資源や特長をい

かした地域づくりを、引き続き進めることが重要です。 
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○ 環境負荷の尐ない持続可能な地域づくりを効果的に推進するために、優良事例等の情報共

有・提供等において、引き続き、各府省間での連携、地方公共団体との連携及び地域間での

連携が進むよう必要な措置を講じるべきです。 

 

○ 多様な主体が、それぞれの地域の自然資源の状況や特性をより的確に把握しつつ、生物多

様性や里地里山等の保全・活用を展開できるよう、引き続き、情報提供及び情報収集に係る

支援等を推進すべきです。 
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重点調査事項③：多様な主体の連携・協力によって、より良い環境、より良い地域をつくる 

ための地域全体としての意識・能力を向上させる取組 

 

地域に係る多様な主体が、より良い環境、より良い地域をつくるために互いに連携・協力しな

がら、地域全体としての意識や能力を向上させること、すなわち「地域環境力」を向上させるこ

とを目指すという観点から、 

 a) 「地域環境力」の向上に資する人づくり・地域づくりに係る国の取組の状況と今後の方向性 

 b) 「地域環境力」の向上に資する人づくり・地域づくりに係る取組の地域における具体的事例 

について、調査を実施しました。 

  

①環境基本計画における施策の基本的方向 

 

○ 環境問題について自らの問題と考えて行動する国民と多様な主体が様々な形で連携し、地域

の風土や文化的遺産を踏まえながら、地域の環境について知り、生活する場として活用しつつ

保全することに取り組むことが必要です。そして、そのような取組を通じ、地域の環境を持続

可能なものにするとともに、それを保全する住民の力を高めることが重要です。そのように、

地域の環境とその保全に取り組む住民の力が統合的に高まっていくような関係をつくりあげ

ること、すなわち「地域環境力」を持つことにより、地域の特色をいかした、独自性を持った

豊かな地域を創っていくことを目指します。 

このため、まずは、このような地域の形成に向けた具体的な取組が、各地域において着手さ

れることを目指します。 

 

②主な取組状況等 

 

○ 環境基本計画では、国は多様な主体と協力しつつ、環境保全の人づくり・地域づくりが、各

地域の主体性の下、独自性を持って進められるよう支援していくこととしています。このよう

な認識の下、平成 20年度及び 21年度において、環境省は、「環境保全の人づくり・地域づく

りの推進」に係る指標の充実化を図るために、検討委員会を設置し、「地域環境力」の概念を

整理するとともに、「地域環境力」を具体的に把握・評価するための手法を検討しました。 

 

≪「地域環境力」の概念≫ 

○ 「地域環境力」の概念を以下のとおり整理し、各府省が実施している「環境保全の人づくり・

地域づくり」に係る施策が、各地域において「地域環境力」が発現するまでに必要となる３つ

の要素（「地域環境力の基盤（地域特性としての基盤・各主体の活動を支える基盤）」、「主

体の力」及び「主体間の関係の力」）に対する直接的又は間接的な支援や促進策になっている

かを調査・集計し、取組状況を把握することとしました。 

 

【新規設定事項】 
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図表 「地域環境力」の概念 
 

○「地域環境力」とは、当該地域の独自性を持った豊かな地域（環境・経済・社会の３観

点で統合的に向上する持続可能な地域）づくりのための環境保全に資する活動・行動を、 

 ① 住民、市民団体、企業・事業者、行政など多様な主体が、 

 ② その地域の特性を的確に把握・活用しながら、 

 ③ 互いに連携・協力して、 

 進めやすい状況・潜在力が、 当該地域にどの程度整っているかを表す概念とします。 
参考資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 個人
の立場 

 取組の成果・効果 

地

域

行

政

施

策

 

 地域環境力の基盤 
 各主体の活動を支える基盤 

 

活動のよりどころとなる指針・計画等 

活動を支える情報・資金 

活動のよりどころとなる施設・場 

地域の外から働きかける変化の要因 

マクロ政策（環境・都市／地域・産業・農業） 国民的環境文化・環境伝統・環境生活 

地域特性としての基盤 

環境に係る要素・資源（気候、地理、大気、水、自然環境、景観等） 

社会に係る要素・資源（土地利用､交通､歴史文化､ｺﾐｭﾆﾃｨ等） 

地域の産業（農林水産業、工業・商業等） 

社会の活性化 
・生計、安全・安心、健康、快適、自

己実現、連帯感 

環境の保全 
・地域環境の保全・改善（自然保全、

環境負荷低減、低炭素、資源循環等） 

経済の活性化 
・地域産業の振興、雇用創出、所

得向上 等 

環境・社会・経済の３観点で統合的に向上する持続可能な国 

環境・社会・経済の３観点から独自性を持った豊かな地域の創造 

【地域の集積】 

  主体間の関係の力 

環境関連主体の相互の連携・協力（目標の共有、ネットワー

ク、支援、参加、大学との連携、世代間連携等） 

主体の力 

各主体（住民、市民団体、企業・事業者、行政等）の環境に関する

関心、認識、環境配慮行動、環境保全活動等 
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≪「地域環境力」の向上に資する人づくり・地域づくりに係る国の取組の状況と今後の方向性≫ 

○ 「地域環境力の基盤（地域特性としての基盤・各主体の活動を支える基盤）」については、

以下の５つの要素に分類しました。 

・①地域の特性の的確な把握・活用を促す施策等である 

・②地域独自の環境保全に関する指針・計画等の策定を支援する施策等である 

・③各主体間の情報共有を支援する施策等である 

・④住民、市民団体、企業・事業者などの各主体に国が直接的に又は地方公共団体を通じて間

接的に資金を提供する施策等である 

・⑤住民、市民団体、企業・事業者などの各主体に国が直接的に又は地方公共団体を通じて間

接的に活動の施設・場を提供する施策等である 

 

○ 「主体の力」については、以下のとおり整理しました。 

・⑥行政、住民、市民団体、企業・事業者などの主体それぞれの環境に関する関心・認識、環

境配慮行動・環境保全活動実行のための能力等の向上に資する施策等である 

 

○ 「主体間の関係の力」については、以下の２つの要素に分類しました。 

・⑦行政、住民、市民団体、企業・事業者などの複数の主体の参加を促す施策等である 

・⑧多様な主体の連携・協力を支援する施策等である 

 

○ 「人づくりと組織・ネットワークづくりのための施策」及び「地域づくりのための施策」に

ついて、それぞれ①～⑧の各要素に対する各府省の施策の該当状況をまとめると、以下の表の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（該当件数／全件数）

主体の力

府省名

①地域の
特性の把
握・活用を
促進

②指針・計
画等の策
定支援

③情報共
有を支援

④資金の
提供

⑤施設・場
の提供

⑥関心・認
識、環境配
慮行動・環
境保全活
動の実行
能力向上

⑦複数の
主体の参
加を促進

⑧連携・協
力を支援

文科省 ３／５ ０／５ １／５ ２／５ ２／５ ５／５ ３／５ ４／５

農水省 ５／６ １／６ ３／６ ２／６ １／６ ６／６ ４／６ ４／６

経産省 ３／３ ０／３ ３／３ ０／３ ３／３ ３／３ ３／３ ３／３

国交省 ５／６ １／６ ４／６ ０／６ ３／６ ５／６ ５／６ ４／６

環境省 ８／１１ ２／１１ ９／１１ １／１１ ４／１１ １１／１１ ７／１１ ６／１１

計 ２４／３１ ４／３１ ２０／３１ ５／３１ １３／３１ ３０／３１ ２２／３１ ２１／３１

「人づくりと組織・ネットワークづくりのための施策」の該当状況（各府省別）

地域環境力の基盤 主体間の関係の力
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○ 「地域環境力の基盤（地域特性としての基盤・各主体の活動を支える基盤）」について、①

～⑤の要素ごとに該当状況を見てみると、以下の特徴が見受けられます。 

 

・「①地域の特性の的確な把握・活用を促す施策等である」については、「人づくりと組織・

ネットワークづくりのための施策」及び「地域づくりのための施策」の双方において、約８

割の施策が、当該要素を含むものとされており、各府省が、本項目を地域環境力の基盤を形

成する上で重要な要素として認識していることが窺えます。風土、自然環境資源、文化的遺

産等の地域の特性をいかした独自性を持った豊かな地域の形成を目指し、その取組への支援

が進められていることが窺えます。 

 

・「②地域独自の環境保全に関する指針・計画等の策定を支援する施策等である」及び「④

住民、市民団体、企業・事業者などの各主体に国が直接的に又は地方公共団体を通じて間

接的に資金を提供する施策等である」については、「地域づくりのための施策」において

約半数の施策が当該要素を含むものとされており、「人づくりと組織・ネットワークづく

りのための施策」と比較して、それらの支援へのニーズが高いことが推測されます。 

 

・「③各主体間の情報共有を支援する施策等である」については、「人づくりと組織・ネッ

トワークづくりのための施策」において、約６割の施策が当該要素を含むものとされてお

り、「②地域独自の環境保全に関する指針・計画等の策定を支援する施策等である」、「④

住民、市民団体、企業・事業者などの各主体に国が直接的に又は地方公共団体を通じて間

接的に資金を提供する施策等である」及び「⑤住民、市民団体、企業・事業者などの各主

（該当件数／全件数）

主体の力

府省名

①地域の
特性の把
握・活用を
促進

②指針・計
画等の策
定支援

③情報共
有を支援

④資金の
提供

⑤施設・場
の提供

⑥関心・認
識、環境配
慮行動・環
境保全活
動の実行
能力向上

⑦複数の
主体の参
加を促進

⑧連携・協
力を支援

総務省 １／１ １／１ １／１ ０／１ ０／１ １／１ １／１ １／１

農水省 ２／３ ２／３ １／３ ２／３ ０／３ ２／３ ３／３ １／３

経産省（※） １／１ １／１ １／１ ０／１ １／１ １／１ １／１ １／１

国交省 ３／５ １／５ １／５ ２／５ ４／５ ３／５ ３／５ ４／５

環境省（※） １０／１０ ６／１０ ７／１０ ５／１０ ３／１０ １０／１０ ９／１０ ９／１０

計 １６／１９ １０／１９ １０／１９ ９／１９ ７／１９ １６／１９ １６／１９ １５／１９

地域環境力の基盤 主体間の関係の力

（※）「エコタウン事業」については、両省にそれぞれ計上しているため、合計は一致しない。

「地域づくりのための施策」の該当状況（各府省別）
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体に国が直接的に又は地方公共団体を通じて間接的に活動の施設・場を提供する施策等で

ある」と比較して高い結果が出ています。このことから、情報共有が、人づくり、組織・

ネットワークづくりにおいて重視されていることが窺えます。 

 

・「⑤住民、市民団体、企業・事業者などの各主体に国が直接的に又は地方公共団体を通じ

て間接的に活動の施設・場を提供する施策等である」については、「人づくりと組織・ネ

ットワークづくりのための施策」及び「地域づくりのための施策」の双方において、約４

割の施策が当該要素を含むものとされています。 

 

○ 「主体の力」における「⑥行政、住民、市民団体、企業・事業者などの主体それぞれの環

境に関する関心・認識、環境配慮行動・環境保全活動実行のための能力等の向上に資する施

策等である」については、「人づくりと組織・ネットワークづくりのための施策」及び「地

域づくりのための施策」の双方において、大多数の施策が当該要素を含むものとされていま

す。このことから、環境保全活動に参画する多様な主体の能力強化に力点の置かれた施策が

進められている状況が窺えます。 

 

○ 「主体間の関係の力」における「⑦行政、住民、市民団体、企業・事業者などの複数の主

体の参加を促す施策等である」及び「⑧多様な主体の連携・協力を支援する施策等である」

の２つの要素について、「人づくりと組織・ネットワークづくりのための施策」及び「地域

づくりのための施策」ごとに見てみると、前者の施策の約７割、後者の施策の約８割が双方

の要素を含むものとされています。 

他方で、「人づくりと組織・ネットワークづくりのための施策」においては、前掲の「主

体の力」に係る支援の状況と比較すると、「主体間の関係の力」に係る支援の状況に若干の

隔たりが見られる結果となっています。 

個々の主体の能力強化と多様な主体の参画・連携の間の相乗作用が期待されるところ、「主

体間の関係の力」に係る支援の拡充が求められる点が窺えます。 

また、「地域環境力」の発現には、「主体の力」及び「主体間の関係の力」を支える土台

となる前掲の「地域環境力の基盤」の強化も必要であり、３者の統合的向上が求められます。 

 

 

≪「地域環境力」の向上に資する人づくり・地域づくりに係る取組の地域における具体的事例≫ 

＜地域における具体的事例の把握及び普及啓発＞ 

○ 「地域環境力」の向上に資する人づくり・地域づくりに係る取組の地域における具体的事例

を把握するとともに、先進的事例を普及啓発するために、事例集の策定、データベース化等を

行っています（注Ⅲ－５－１）。 

 

・環境教育・環境学習に関する知識、場、教材、事例等にかかる情報を収集し、総合的なデー

タベースの構築・インターネットによる提供を行っています。 

・専門知識や経験を活用して環境保全活動に関する助言などを行う人材を「環境カウンセラー」

として登録し、その情報をデータベース化して、インターネットにより紹介しています。 
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・事業型の環境ＮＰＯ・社会的企業の取組の参考となるよう、市場の掘り起こしやコミュニケ

ーション戦略等に関する先進的な取組事例等を紹介したポイント集を作成し、インターネッ

トによる提供を行っています。 

・「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、地方公共団体が「地方公共団体実行計画」

を策定する際などに参考となる内外の施策の事例集を作成し、インターネットによる提供を

行っています。 

  

○ 中央環境審議会総合政策部会では、第三次環境基本計画の進捗状況に係る点検の一環として、

「環境保全の人づくり・地域づくりの推進」に関連するテーマを設定した環境シンポジウムを

開催し、国民、地方公共団体、事業者等による地域における環境保全の取組状況報告及びパネ

ルディスカッションを通じて、地域の具体的事例を把握するとともに、今後の計画推進の参考

としています。 

 

 

＜地域における主な具体的事例＞ 

住民・企業等との協働を図りながら環境の恵み豊かな持続可能なまちづくりに取り組み、特に

顕著な実績をあげている団体を、環境大臣が表彰する「循環・共生・参加まちづくり表彰」制度

の受賞団体のうち、主な事例は以下のとおりです（注Ⅲ－５－２）。 

 

○ 「地域環境力の基盤」における地域特性・各主体の活動を支える基盤（歴史文化、景観、活

動のよりどころとなる施設等）をいかしつつ、「主体の力」における各主体の認識・能力向上

を図った事例として、島根県斐川町では、季節風から家屋を守るために発達した築地松に囲ま

れた散居が広がる独特の農村景観の保全活動を展開しており、「築地松景観保全住民協定」を

地域住民と締結し、築地松の維持管理を推進するほか、築地松の剪定を行う「陰手刈」職人の

育成による技術の継承、環境教育の拠点となる「斐川町環境学習センター」の整備、中学生を

対象とした環境先進国への研修派遣等、環境教育・学習の機会の充実を図っています。 

 

○ 「地域環境力の基盤」における地域特性としての基盤（地域産業、自然資源等）をいかしつ

つ、「主体間の関係の力」における多様な主体の連携を図った事例として、北海道下川町ふる

さと開発振興公社では、森林総合クラスターの創造に向け、森林が持つＣＯ２吸収量に着目し、

企業の社会的責任（ＣＳＲ）を活用した「森林と企業とのパートナーシップ」として、地方公

共団体レベルでのＣＯ２排出権取引に関する提案を全国に先駆けて行い、下川町と企業の両者

にメリットをもたらし、地域産業の振興に貢献しています。 

 

○ 「地域環境力の基盤」における地域特性・各主体の活動を支える基盤（地域産業、活動のよ

りどころとなる計画等）をいかしつつ、「主体間の関係の力」における多様な主体の連携を図

った事例として、宮城県登米市では、平成 19 年に「環境と産業が共生した持続可能な社会の

形成」などを基本理念とした環境基本条例と、56 の個別目標を掲げた環境基本計画を制定し

ました。同計画の目標を達成するため、住民、事業者、各種団体等のネットワーク化を図る「登

米市環境市民会議」を設立し、行政を含めた各主体が連携して環境保全活動を行っているほか、
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行政と農業団体の連携の下、化学肥料・農薬の使用量を減らした環境負荷の小さい環境保全米

の生産を推進することにより、環境と産業の共生を図りつつ、住民や消費者の安全・安心な生

活を確保しています。 

 

○ 「地域環境力の基盤」における地域特性としての基盤（自然資源等）をいかしつつ、「主体

間の関係の力」における多様な主体の連携を図った事例として、福井県の菜の花公夢典東安居

推進委員会では、住民、行政等と連携して、菜の花育成事業のほか、河川敷・堤防の草刈、ご

み清掃等の環境美化、地区の里山ハイキングコースの保守整備等の地域の環境保全活動に取り

組んでいます。また、「ふくいのおいしい水」として県の認定を受けた弘祥寺跡地の甘露水周

辺の清掃管理、遊歩道の整備等を行い、憩いの場を提供するとともに、菜の花ロードを活用し

た「菜の花フェスタ」や「菜の花サミット」を開催し、地域活性化に貢献しています。 

 

○ 「主体の力」における各主体の認識・能力向上、「主体間の関係の力」における多様な主体

の連携を図った事例として、東京都江戸川区のＮＰＯ法人えどがわエコセンターでは、環境活

動に関する地域の拠点として行政、学校、事業所、商店街、自治会、ＮＰＯなどの多様な主体

と連携し、「もったいない運動えどがわ」と題した地球温暖化防止活動や、「えどがわ油田開

発プロジェクト」と題した廃食油の回収・ＢＤＦ製造事業など、省エネ、省資源及びごみ減量

活動に取り組むほか、これらの活動を担う人材を育成するための様々な環境学習プログラムを

提供するなど、地域の自然環境を保全・活用するネットワークの中心となっています。 

 

 

③今後の政策に向けた提言 

○ 環境問題について自らの問題と考えて行動する国民と多様な主体が様々な形で連携し、地域

の風土や文化的遺産を踏まえながら、地域の環境について知り、生活する場として活用しつつ

保全する取組を通じ、地域の環境を持続可能なものにするとともに、それを保全する住民の力

を高めることが重要です。 

 

○ 「地域環境力」の発現・向上には、「地域環境力の基盤」、「主体の力」及び「主体間の関

係の力」の３者の統合的向上に資する支援を進めるとともに、「人づくりと組織・ネットワー

クづくり」及び「地域づくり」の双方の視点を持ち合わせた施策を推進することも重要です。 

 

○ 持続可能な社会の構築には、地域の特色をいかした、独自性を持った豊かな地域づくりを進

めることが必要であり、地域が環境保全に資する活動に主体的に取り組むことが求められます。

それぞれの地域が、「地域環境力」の重要性を認識し、住民、市民団体、企業・事業者、行政

など多様な主体が、その地域の特性を的確に把握・活用しながら、互いに連携・協力した取組

を強化することが期待されます。 
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Ⅳ その他 

 

１．各府省における環境配慮の方針に係る取組状況 

 環境配慮の方針については、平成 17 年度（2005 年度）以降はすべての府省等において策

定されています。 

 環境配慮の方針が対象としている範囲については、「通常の経済活動の主体としての活動

分野」はすべての府省等が対象としており、13 府省等では「環境に関わる政策分野」も環境

配慮の方針の対象としています。今後、すべての府省等が当該分野も対象としていくことが

望まれます。 

 環境配慮の方針の進捗状況についての点検の仕組み、点検結果の公表及び点検結果を施策

等に反映させる仕組みについては、方針上これらが明文化されている府省等は前回調査と同

数となっています。 

さらに、効果的・効率的に環境配慮の方針の推進を図るために、ＰＤＣＡサイクルに基づ

く仕組みを一層強化していくことが望まれます。 

 

 
調査対象とした関係府省等 
 
 
 

 
16府省等 
（内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、総務省、公害等調
整委員会、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省） 

 
「環境配慮の方針」の策定状況 
 
 
 

 
調査を行った全16府省等で策定 
※策定府省等の推移 
平成14年度：５省等    
平成15年度：11府省等 

平成16年度：15府省等 
平成17年度以降：16府省等 

 
「環境配慮の方針」が対象としている範囲 
 
 

 
・調査を行った全16府省等が、「通常の経済活動の主体としての活動
分野」を対象としている。 
・13（13）府省等が、「環境に関わる政策分野」も対象としている。 

 
「環境配慮の方針」の進捗状況について
の点検の仕組み 

 
・調査を行った全16府省等が、点検の仕組みを明文化している。 
 

 
「環境配慮の方針」の進捗状況について
の点検結果の公表 

 
・12（12）府省等が点検結果の公表を明文化している。 
・4（4）省等が明文の規定はないが、事実上公表している。 

 
点検結果を施策等に反映させる仕組み 
 
 
 

 
・14（14）府省等で点検結果を施策等の見直し、改善等に反映させ
る仕組みを明文化している。 
・2（2）省等は点検結果を反映させる明文の規定はないが、事実上反
映させている。 

 
「環境配慮の方針」の進捗状況について
の平成22年度点検の実施 
※主に平成21年度における進捗状況を点検するため

に実施されるもの 
 

 
・調査を行った全16府省等が、年度内の自主的な点検を実施予定。
（一部の府省等では既に実施済み。） 
 
 
 

（注）表中の括弧内の数字は、前回の調査における該当府省等の数 
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 ２．国民及び地方公共団体に対するアンケート調査結果の概要 

 

   環境省は、毎年、全国の 20 歳以上の成人約 2,000 人を対象にした「環境にやさしいラ

イフスタイル実態調査」及び全ての地方公共団体を対象とした調査「環境基本計画に係る

地方公共団体アンケート調査」の２種類のアンケート調査を行っています。標本誤差等も

踏まえつつ、これらの調査結果を分析したところ、以下に示すような傾向が明らかになっ

ています。 

   環境問題の解決には、国民及び地方公共団体の果たすべき役割は大きく、今後はこれら

の傾向を踏まえた環境施策を講じる必要があります。 

 

 ＜環境にやさしいライフスタイル実態調査結果の概要＞ 

  ○ 近年の環境の状況について、地球レベルでの悪化を実感している人の割合（「悪化し

ている」と「やや悪化している」の合計））が高く、国レベル、地域レベルと身近にな

るにつれて、割合は低下していく傾向に変化はありません。 

    一方、平成 21 年度調査においては、国レベル及び地域レベルで、改善を実感してい

る人の割合（「よくなっている」と「ややよくなっている」の合計）が上昇しました

(図１)。 

 

（図１）近年の環境の状況についての実感 

出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 
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  ○ 環境の状況が「悪化している」又は「やや悪化している」という回答をした人の回答

理由について、地球レベルにおいては、「地球温暖化が進んでいるから」が最も多くな

っています。 

他方、国レベルにおいては、「都市の中心部で気温が高くなるヒートアイランド現象

が増加しているから」、地域レベルにおいては、「人々の生活の身近にある自然が減少

しているから」が最も多くなっており、対象とするレベルに応じて、環境悪化を実感す

る理由は身近なものとなっています（図２）。 

 

（図２）環境悪化を実感する理由（上位３位） 

出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 
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  ○ 環境問題への取組に対する考えや意見については、ほとんどの項目で「そう思う」

（「大変そう思う」、「ややそう思う」の合計）との回答が、引き続き 90％を超えて

おり、環境問題に対する取組に対して肯定的であることが窺えます。 

特に、「環境に配慮した製品やサービスを選ぶことは重要である」が約 91％となり、

昨年度より８％ポイント以上上昇しましたが、これは平成 21 年７月からスタートした

家電エコポイント制度等の施策により、関心が高まったことが一因と推測されます。 

他方、「環境保全の取組を進めることは経済の発展につながる」が、引き続き約

70％にとどまっており、「環境と経済の好循環」へ向けた取組を一層推進していく必

要があります（図３）。 

 

  （図３）環境問題への取組に対する考え方（「大変そう思う」、「ややそう思う」の合計）  

出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 
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○ 環境に配慮した製品への興味については、省エネ家電、環境配慮型自動車、高効率給

湯器及び太陽光発電システムのいずれにおいても、「興味がある」（購入又は発注済も

含む）と回答した割合は、約 60％から約 80％と総じて高い傾向にあり、関心の高さが

窺えます（図４）。 

しかしながら、製品を実際に購入する際に重視する項目は、いずれの製品においても、

「（省エネ性能・低公害性能等を踏まえた）製品の環境負荷」と回答した割合が 10％

を下回っており、むしろ、「製品の品質・（一般的）性能」及び「製品の購入価格」と

回答した割合が高く、環境配慮型の消費選好とはなっていません（図５）。 

一方で、環境に配慮した製品購入のインセンティブとして、補助金（エコポイント

等）、減税等の支援策への要望が高くなっています（図６）。 

 

（図４）環境に配慮した製品への興味    （図５）製品購入時の重視項目（1 位） 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図６）環境に配慮した製品購入時に希望する支援 

出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.9

4.2

3.6

8.1

14.4

34.8

36.5

61.0

77.9

80.4

7.7

11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

省エネ型家電(n=1,600)

環境配慮型自動車(n=1,600)

高効率給湯器(n=1,600)

太陽光発電システム(n=1,600)

興味がある 興味がない その他

35.4

12.6

1.1

39.6

40.9

41.6

50.1

5.9

5.6

12.4

10.1

7.2

7.9

9.5

9.329.5

44.9

32.9

2.3

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家電製品（n= 1,600)

自動車（n= 1,600)

給湯器（n= 1,600)

太陽光発電システム
           （n= 1,600)

製品の品質・性能 製品のデザイン 製品の購入価格 製品利用に必要なランニングコスト 製品の環境負荷

74.1

62.7

64.4

16.8

26.1

22.1

4.9

76.5

53.2

15.4

24.9

18.8

6.7

78.6

64.6

18.1

26.4

17.7

9.0

84.9

72.7

18.5

28.0

18.5

6.0

74.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

補助金（エコポイントなど）

税金の減免

リサイクル料金の行政による負担

製品の製造時の環境負荷に関する情報の開示

製品の使用時の環境負荷に関する情報の開示

製品の処分時の環境負荷に関する情報の開示

特に支援はいらない

省エネ家電 環境配慮型自動車 高効率給湯器 太陽光発電システム

109



 

 

○ 環境保全に重要な役割を担う主体は国民であると考えている国民の割合は、約半数と

なっており、国（約 25％）及び事業者（約 18％）を大きく上回っています。国民の環

境保全に対する意識の高さが窺えます。なお、この傾向は、過去４年で大きな変化はあ

りません(図７)。 

 

（図７）環境保全で最も重要な役割を担う主体 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国民が取り組む環境保全行動の実態について見ると、「節電等の省エネ」、「ゴミの

分別、排出抑制」、「節水」等、家庭内で日常的に対応可能な取組の実施率が高くなっ

ています。 

第三次環境基本計画の重点分野政策プログラムごとに、「実施している」と回答した

人の割合を整理すると、＜重点分野１：地球温暖化問題＞、＜重点分野２：物質循環の

確保と循環型社会の構築＞、＜重点分野３：都市における良好な大気環境の確保＞、＜

重点分野４：環境保全上健全な水循環の確保＞の各分野に関する取組の実施率が、概ね

50％を上回っており、水準が高い傾向にあります。 

他方、＜重点分野８：環境保全の人づくり・地域づくりの推進＞に係る取組について

は、実施率が 20％未満の項目もあり、重点分野の中でも実施率の低い分野となってい

ます（図８）。 

実施率が低い取組については、これらを向上させるための施策を推進していく必要が

あります。 
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（図８）環境基本計画の重点取組分野ごとの環境保全行動実施状況 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.7

95.3

79.3

48.9

61.9

85.1

83.1

43.3

30.6

37.3

31.9

25.4

18.7

14.8

85.7

44.6

30.5

57.0

63.2

64.9

43.5

26.5

21.0

16.0

17.2

17.7

11.4

72.8

91.2

47.0

33.1

63.9

66.3

74.9

52.6

29.4

22.2

18.1

17.6

17.3

9.3

69.8

87.0

44.1

34.6

62.6

70.6

66.4

40.2

29.7

25.1

20.7

18.8

20.2

14.3

67.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

日常生活において節電等の省エネに努める

ごみは地域のルールに従ってきちんと分別して出すようにする

日常生活においてできるだけごみを出さないようにする

不用品をバザー、フリーマーケット、ガレージセール等の

                                 リユース、リサイクルにまわす

運転の際には、不必要なアイドリングや空ぶかし、急発進はしな

い

日常生活において節水に努める

油や食べかすなどを排水口から流さない

買い物の時は、製品に含まれる化学物質を

               成分表示で確認して選んでいる

自然環境を保全する観点から、皮革製品を購入する際に希少な

      野生生物の皮革製品かどうかを考慮したり、有機農産物や

                              間伐材を使用した製品を購入したりする

物・サービスを購入するときは環境への影響を考えてから選択す

る

地域における環境保全のための取組に参加する

環境に対してよいと思うことを知人や友人に伝えたり広めたりす

る

講習会等で得た環境保全に関することを実践する

体験型の環境教育・環境学習活動に参加する

重
点

分
野

１

重
点

分
野

 ２

重
点

分
野

３

重
点

分
野

 ４

重
点

分
野

 ５

重
点

分
野

 ６

重
点

分
野

 ７

重
点

分
野

 ８

平成21年度(n=1,600) 平成20年度(n=2,197) 平成19年度(n=1,627) 平成18年度(n=1,890)

総じて水準

が高い傾向 

総じて水準

が低い傾向 

111



 

○ 国が行っている環境行政への満足度（「満足している」及び「まあ満足している」の

合計）は約８％と、前年度までと比較して上昇しています。同時に、引き続き約半数は

丌満足（「全く満足していない」及び「あまり満足していない」の合計）と回答してい

ます（図９）。 

  こうした傾向は、地方公共団体においても同様に見受けられます。（図 10）。 

 

（図９）国の環境行政への評価 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図 10）地方公共団体の環境行政への評価 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 
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  ○ 国及び地方公共団体が行っている環境行政に対する満足度の低さを踏まえ、今後、環

境行政が求めることについて調査したところ、国及び地方公共団体の双方について、概

ね半数の人が、「法律（条例）等による環境保全対策制度の強化」及び「地球温暖化防

止、循環型社会形成等に関する計画の進行管理の徹底」といった、総合的な環境行政の

推進を求めていることが分かりました。 

また、国については、ほぼ全ての項目について、概ね３割以上の人が、「今後求める

こと」に挙げており、環境保全上いまだ多くの課題を抱えていること、さらに、国民の

環境への関心が高いことが窺えます（図 11 及び図 12）。 

    国及び地方公共団体においては、引き続き、このような国民の環境に関する問題意識

を踏まえ、環境行政を強化すべきです。その際、国民の関心に対応した情報の提供、

国民のニーズの的確な把握、様々な主体に対し、環境保全活動を行うよう呼びかけ、

支援すること等により、国民とのコミュニケーションと連携を強化すべきです。 

 

  （図 11）国に対して今後求めること （図 12）地方公共団体に対して今後求めること 

 出典)環境にやさしいライフスタイル実態調査(平成 21年度調査、環境省) 
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事業者が行う環境保全の取組に対する支援

国民・ＮＰＯが行う環境保全の取組に対する支援

環境保全活動における事業者、国民、ＮＰＯ等多様な主体
による連携・協働の促進

環境税等のグリーン税制の導入

商品の省エネ度等の環境に関する情報提供

環境教育や普及啓発の推進

環境技術の研究開発力強化に向けた取組推進

公害被害者の救済に向けた取組推進

開発途上国に対する国際協力等の取組推進

地球温暖化等に関する国際交渉におけるリーダーシップの
発揮

その他

平成21年度(n=762) 平成20年度(n=1,127)

52.5

42.9

27.9

43.6

40.6

30.0

26.3

29.1

41.5

25.5

22.3

10.2

3.9

44.9

30.4

37.5

41.8

28.5

25.7

36.2

37.6

26.6

22.4

14.1

5.0

49.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

条例等による環境保全対策制度の強化

地球温暖化防止、循環型社会形成等に関する計画の進行
管理の徹底

温室効果ガス排出量等の数値目標の厳格化

事業者が行う環境保全の取組に対する支援

住民・ＮＰＯが行う環境保全の取組に対する支援

環境保全活動における事業者、住民、ＮＰＯ等多様な主体
による連携・協働の促進

環境税等のグリーン税制の導入

商品の省エネ度等の環境に関する情報提供

環境教育や普及啓発の推進

環境技術の研究開発力強化に向けた取組推進

公害被害者の救済に向けた取組推進

開発途上国に対する国際協力等の取組推進

その他　

平成21年度(n=714) 平成20年度(n=773)
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 ＜環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査結果の概要＞ 

  ○ 地方公共団体が取り組む環境施策について実施率（「すべて実施している」及び「必

要な施策は一部実施している」の合計）を見てみると、循環資源の回収・リサイク

ル・リユース、廃棄物のリデュース・適正な処理といった住民生活に密接な関連を有

する分野で７割前後の実施率となっています。また、地球温暖化対策のほか、環境教

育・環境学習の推進も実施率が高い傾向にあります。 

一方、図２で示した「環境悪化を実感する理由」のうち、地域レベルで最も回答の

多かった「人々の生活の身近にある自然が減少しているから」との項目に対応する自

然環境の保全等に関する取組の実施率は、概ね４割程度となっています（図 13）。こ

うした現状を踏まえ、引き続き、地方公共団体の取組を促していくための有効な施策

を検討していくことが求められます。 

 

（図 13）環境施策の実施状況 

出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査(平成 21年度調査、環境省) 
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40.6
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10.3

19.8

11.0

42.9

49.7

48.7

3.8

15.3

42.6

14.2

15.5

12.1

11.6

42.1

37.6

12.5

10.6

18.5

28.0

3.9

4.2

3.4

6.2

3.6

23.3

26.3

25.2

3.8

7.3

6.1

5.7

5.9

7.8
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6.6

5.9

6.6

7.1

5.0

5.1

4.6

6.0

4.7

7.0

7.4

7.4

8.5

5.5

9.8

4.8

9.0

14.8

1.8

2.8

7.7

7.7

5.2

13.6

9.3

28.2

25.1

15.3

2.4

4.5

13.8

48.0

7.4

7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（1）地球温暖化対策

（2）オゾン層保護対策

（3）海洋環境の保全

（4）森林の保全と持続可能な経営の推進

（5）有害大気汚染物質への対策

（6）騒音・振動対策

（7）悪臭対策

（8）都市におけるヒートアイランド対策

（9）光害対策

（10）流域での環境保全上健全な水循環の

　　　　　　　　　　　構築に向けた計画の策定

（11）上記以外の水環境の保全に係る取組

（12）土壌環境の保全

（13）地盤環境の保全

（14）廃棄物等のリデュース（発生抑制）

（15）循環資源のリユース（再使用）の推進

（16）循環資源の回収及びリサイクル

　　　　　　　　　　　（再生利用）の推進

（17）循環型社会の形成を図るための

　　　　　　　　　　　　　施設整備の推進

（18）廃棄物の適正な処理の推進

（19）化学物質の環境中の残量実態の把握等

（20）化学物質のリスク評価

（21）化学物質のリスク管理

すべて実施している 必要な施策は一部実施している

必要な施策を何も実施していないが、検討中のものはある 必要な施策を何も実施しておらず、検討中のものもない

対策が必要な状況にない 無回答
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6.1

48.9

31.0

7.1

6.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（22）化学物質に関する

 リスクコミュニケーション

（23）重要地域の保全

（24）生態系ネットワークの形成

（25）外来生物等への対策

（26）野生生物の保護管理

（27）自然環境の再生

（28）里地里山の保全と持続的な利用

（29）海洋・浅海域における

             自然環境の保全

（30）エコツーリズムの推進

（31）上記以外の自然との

            触れ合いの推進

（32）環境影響評価に関する

          条例・要綱等の策定

（33）戦略的環境アセスメントに関する

                       条例・要綱等の策定

（34）その他の環境影響

       評価等に係る取組

（35）調査研究、監視・観測等の充実、

                       適正な技術の振興等

（36）環境情報の整備と提供

（37）景観保全、歴史的環境への配慮等

（38）健康被害の救済及び予防､

   公害紛争処理､環境犯罪対策等

（39）貴団体以外の主体の自主的な

                         環境管理の促進

（40）貴団体自らの自主的な

               環境管理の推進

（41）環境教育・環境学習の推進

（42）国際的取組

すべて実施している 必要な施策は一部実施している

必要な施策を何も実施していないが、検討中のものはある 必要な施策を何も実施しておらず、検討中のものもない

対策が必要な状況にない 無回答
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  ○ 地方公共団体と様々な主体との連携・協働の実施状況を見ると、住民・住民団体及び

事業者については、循環資源の回収・リサイクルなど日常生活に密接な関連を有する

分野で、また、民間団体（環境 NPO 等）については、環境教育、里地里山の保全等の

分野で連携・協働が進んでいます（図 14、図 15及び図 16）。 

    パートナーシップ社会の構築に向けて、連携・協働の仕組みづくり及び支援の強化を

進めることが、引き続き求められます。 

 

（図 14）住民・住民団体との連携・協働の実施状況（上位３位） 

出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査より作成(平成 21年度調査、環境省) 

50.8

55.6

59.3

9.9

9.7

9.2

35.6

31.8

27.9

3.7

3.0

3.6

0 20 40 60 80 100

循環資源のリユース（再使用）の推進

廃棄物等のリデュース（発生抑制）

循環資源の回収及びリサイクル

（再生利用）の推進

連携・協働した施策を実施している
連携・協働した施策は実施していないが、実施に向けて事業者と検討を進めている施策がある
連携・協働した施策を実施しておらず、実施に向けて事業者と検討を進めている施策もない
無回答  

（図 15）事業者との連携・協働の実施状況（上位３位） 

出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査より作成(平成 21年度調査、環境省) 

34.0

41.6

43.2

14.3

11.2

10.7

48.3

43.4

43.1

3.3

3.8

3.1

0 20 40 60 80 100

地球温暖化対策

循環資源の回収及びリサイクル

（再生利用）の推進

廃棄物等のリデュース（発生抑制）

連携・協働した施策を実施している
連携・協働した施策は実施していないが、実施に向けて事業者と検討を進めている施策がある
連携・協働した施策を実施しておらず、実施に向けて事業者と検討を進めている施策もない
無回答  

（図 16）民間団体（環境 NPO等）との連携・協働の実施状況（上位３位） 

出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査より作成(平成 21年度調査、環境省) 

29.2

29.0

31.8

5.8

6.1

4.2

60.3

60.0

59.7

4.8

4.9

4.3

0 20 40 60 80 100

自然環境の再生

里地里山の保全と持続的な利用

環境教育・環境学習の推進

連携・協働した施策を実施している
連携・協働した施策は実施していないが、実施に向けて事業者と検討を進めている施策がある
連携・協働した施策を実施しておらず、実施に向けて事業者と検討を進めている施策もない
無回答  
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○ 住民への情報提供の方法は｢広報誌等への掲載｣が最も多く、次いで｢ホームページへ

の掲載｣による情報提供が進んでいます（図 17）。 

  ○ 様々な主体に対する情報提供を念頭に置いた、提供する情報の内容や情報提供の方法

の多様化が望まれます。 

 

（図 17）環境施策に関連する情報提供の方法 

 出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査(平成 21年度調査、環境省) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 環境保全施策推進過程における住民意見の取り入れについて、最も多く採用されてい

る方法は｢審議会等｣ですが、｢アンケート｣、「意見交換会、説明会、公聴会等」、

「パブリック・コメント」等、様々な方法が採用されています(図 18)。 

    今後とも、環境保全施策の推進に当たり、様々な方法で住民意見が積極的に取り入れ

られることが望まれます。 

 

（図 18）環境施策の推進過程における住民等の意見取入の方法 

 出典)環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査(平成 21年度調査、環境省)) 
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テレビ・ラジオ等の報道機関を用いた広報

ホームページへの掲載

広報等への掲載

パンフレット等の作成

環境セミナー、環境講座、展示会等を通じた提供

環境白書等の作成

その他

採用している 検討中である 実施する予定はない 無回答
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11.9

12.0

73.7

39.2
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24.5

16.7
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13.7
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意見交換会、説明会、公聴会等

個別のヒアリング

審議会等

パブリック・コメント

アンケート

その他

採用している 検討中である 採用する予定はない 無回答
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参 考（各調査対象の属性等） 

 

○環境省「環境にやさしいライフスタイル実態 調査」 

 

インターネットを用い、全国の20歳以上の成人男女を対象に平成 22年 2月 1日から2月 10日を調査

期間として実施し、1 , 6 0 0人の回答を得た。 

＜回答者属性 (  )内％：小数点については四捨五入の関係から一致しない箇所がある＞ 

 （１）性別 

 

 

 

 （２）年代別 

 

 

 

 （３）職業別 

 

  

 

 

 

 

 

 （４）地域別 

 

  

 

 （５）都市規模別 

  

 

 

 

※ 本調査における調査方法・属性の設定等は、各年度によって異なるため、性別及び年

代の属性に関して総務省統計局の人口推計値を用いて補正を行い、経年比較を試みた。

その結果、補正前後で大きな変化は見られなかった。ただし、当該補正を行った場合に

おいても、サンプルバイアス、測定誤差等がある点には注意が必要である。 

 

 

 

 男性 女性
800 800

(50.0) (50.0)

 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
220 280 252 255 275 318

(13.8) (17.5) (15.8) (15.9) (17.2) (19.9)

 農林漁業
商工販売

サービス業
自由業

会社役員・
会社経営

会社員 公務員

15 73 55 41 427 53
(0.9) (4.6) (3.4) (2.6) (26.7) (3.3)

団体職員 学生
パート・

アルバイト
専業主婦 無職 その他

23 56 162 351 289 55
(1.4) (3.5) (10.1) (21.9) (18.1) (3.4)

 北海道・東北 関東 北陸 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄
191 661 60 213 267 107 101

(11.9) (41.3) (3.8) (13.3) (16.7) (6.7) (6.3)

政令指定都
市

10万人以上
の市、特別

10万人未満
の市

町村

321 800 318 161
(20.1) (50.0) (19.9) (10.1)
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○環境省｢環境基本計画に係る地方公共団体の取組についてのアンケート調査 ｣ 

 

全ての地方公共団体（1,825団体：47都道府県､18政令指定都市､東京都23特別区及び1,787市区町 

村）を対象に､平成 22年２月～３月を調査期間として、調査票を郵送発送･郵送回収するア

ンケート形式及び電子メールにおいて電子調査票データを送受信する調査形式により調査を実施し

た。期間内に1,371団体から回答が寄せられた (有効回収率： 75.1％ )。 

 

 

 

 

 

 

 

 

総数 全体 都道府県 政令指定都市 市区町村  

 

 

 

 

 

発送数 1,825団体 47団体 18団体 1,760団体 

有効回収数 1,371団体 4７団体 18団体 1,306団体 

有効回収率 75.1％ 100.0％ 100.0％ 74.2％ 

回収構成比率 100.0％ 3.4％ 1.3％ 95.3％ 
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３．予防的な取組方法の考え方に基づく施策のフォローアップの結果について 

 

環境基本計画において予防的な取組方法の考え方※１に基づいて対策を進めることとしている

各施策について、環境省においてその取組状況を調査しました。今回の調査では、昨年度の「第

三次環境基本計画の進捗状況・今後の政策に向けた提言について」が閣議報告された平成 21 年

12月以降に行われた施策について、フォローアップを行いました。 

その結果は以下のとおりであり、温室効果ガスの中長期的な排出削減に向けた「地球温暖化対

策に係る中長期ロードマップ（環境大臣試案）」の発表、「エネルギー基本計画」や「新成長戦

略～「元気な日本」復活のシナリオ～」の閣議決定、化学物質安全性情報の統合的な共有に向け

た化学物質の安全性情報基盤整備の実施、有害大気汚染物質に係るリストの最新の知見を踏まえ

た見直しの検討等が進められるなど、環境行政の各分野において、予防的な取組方法の考え方に

基づく施策等が進められています。 

今後も、国内施策だけではなく国際的取組に係る施策についても、引き続き、推進するべきで

す。また、平成 21 年度から今年度にかけて行われたフォローアップの結果等を踏まえ、第四次

環境基本計画の策定を見据えつつ、予防的な取組方法の考え方に基づく施策の推進方法等につい

て必要な検討を行うことが求められます。 

以下、環境基本計画第二部第２章の環境保全施策の体系に沿って、環境基本計画における予防

的な取組方法の考え方に基づく施策の記述※２、予防的取組を実施しないことによる被害の大き

さ、各施策の概要及び施策の進捗状況等を報告します。 

 

※１ 予防的な取組方法の考え方の定義は様々であり、使用される用語も異なるが、国際連合環境開発会議（地球サ

ミット）におけるリオ宣言の第 15原則が最も広く合意された記述であるという点は概ね共通している。 

＜リオ宣言第 15原則＞ 

環境を保護するためには、予防的な取組方法が各国の能力に応じてそれぞれの国で広く適用されなければな

らない。重大あるいは取り返しのつかない破壊が発生するおそれがある場合には、科学的確実性が十分でない

という理由で環境劣化を予防するために費用対効果の高い手法を適用することを延期すべきではない。 

 

※２ 各項目における＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞中の括弧による記

述は、文意を補足するため環境基本計画本文に書き加えたものです。 
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（１）環境問題の各分野に係る施策 

 

ア 地球環境の保全 

≪地球温暖化問題に対する取組≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

地球温暖化は極めて深刻かつ丌可逆的な影響をもたらすおそれがあることから、予防原

則に基づいて対策を進めることが必要です。このような観点から、国内及び国際的な長期

的対策に関する検討を進めます。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

これまでに公表されてきた様々な研究成果のうち、例えば、平成 19年（2007年）に取

りまとめられたＩＰＣＣ第４次評価報告書では、気候システムの温暖化には疑う余地がな

く、20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは人為起源の温室効果

ガス濃度の観測された増加によってもたらされた可能性が非常に高いとしています。この

報告は、温室効果ガスの排出が現在以上の速度で増加し続けた場合、21 世紀には更なる

温暖化がもたらされ、世界の気候システムに多くの変化が引き起こされるであろうという

ことや、極端な気象現象の頻度と強度の変化及び海面水位上昇は、自然及び人間システム

に、主として悪影響を及ぼすこと等を予想しています。 

 

＜施策の概要＞ 

(ｱ)  地球規模での温室効果ガスの更なる長期的・継続的かつ大幅な削減を進めるため、我

が国としては、1990 年比で、2020 年までに 25％の温室効果ガスの排出削減を目指すと

の中期目標を、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的枠組みの構築と意欲的

な目標の合意を前提として掲げるとともに、2050 年までに 80％の温室効果ガスの排出

削減を目指すとの長期目標を掲げ、2050年までに世界全体の温室効果ガスの排出量を尐

なくとも半減するとの目標をすべての国と共有するよう努め、リーダーシップを発揮し

ていきます。 

(ｲ)  2020年 25%、2050 年 80%削減を実現するための具体的な対策・施策の一つの絵姿、及

びその場合の経済効果を提示しながら、地球温暖化対策を推進します。 

(ｳ)  国内排出量取引制度については、環境省において、パブリックコメント等も行いつつ、

制度の在り方について専門的な検討や論点整理を行います。 

(ｴ)  経済産業省において、地球温暖化対策の具体化に向けて、排出量取引制度を含む様々

な政策手法について検討を行います。また、地球温暖化対策を進めていく際には、その

政策の意義や課題、国民経済や産業活動に不える影響等に関して全国各地の国民の皆様

と議論を行い、理解を深めることが重要です。 

(ｵ)  地球温暖化対策を基本的視点の一つに含めつつ、エネルギー政策や経済成長について

検討を行っていきます。 

(ｶ)  地球環境保全のための予防的な政策に資する研究を競争的研究資金により支援して

います。 
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(ｷ)  農林水産施策においては、平成 19年（2007年）６月に策定した農林水産省地球温暖

化対策総合戦略に基づき、京都議定書の６％削減約束の達成に貢献するための森林吸収

源対策、バイオマスの利活用の推進や施設園芸・農業機械等の省エネルギー対策等の地

球温暖化防止策を推進しています。 

(ｸ)  気候変動に伴う河川環境における外力の変化については予測値に大きな幅が存在す

るため、各流域や沿岸域において調査・観測をしてきた雨量、水位、流量、潮位、波高、

水質、流出土砂量、河道形状、生物、被災状況等のデータを活かして外力の変化をモニ

タリングします。その結果はデータベース化し、適応策の検討に反映するとともに公表

します。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

(ｱ)  平成 21 年（2009 年）12 月には、デンマークのコペンハーゲンでＣＯＰ15 及びＣＯ

Ｐ／ＭＯＰ５が開催され、「コペンハーゲン合意」がとりまとめられ、条約締約国会議

として「同合意に留意する」と決定されました。交渉においては、内閣総理大臣、環境

大臣が、日本は、全ての主要排出国が参加する公平で実効性のある枠組みの構築と意欲

的な目標の合意を前提に、2020年までに 1990 年比 25％の削減を目指すことを改めて表

明するとともに、我が国は、「鳩山イニシアティブ」として、温室効果ガスの排出削減

等の気候変動対策に積極的に取り組む途上国や、気候変動の悪影響に脆弱な状況にある

途上国を広く対象として、平成 24年（2012年）末までの約３年間で１兆 7,500億円（概

ね 150億ドル、そのうち公的資金は１兆 3,000 億円（概ね 110億ドル））の支援を実施

していく旨発表し、各国から歓迎されるとともに、交渉の進展に弾みを付けました。ま

た、適応、キャパシティビルディング分野等での途上国支援の道筋を付けること等に尽

力しました。我が国としても、コペンハーゲン合意に基づき、「コペンハーゲン合意」

に賛同する意思を表明し、2020年の排出削減目標として、これまで表明した前提条件付

きの目標を平成 22 年（2010 年）１月に気候変動枠組条約事務局に提出しました。その

達成のため、キャップ・アンド・トレード方式による国内排出量取引制度、地球温暖化

対策のための税及び全量固定価格買取制度の創設を含む政策の検討などを進めていま

す。 

(ｲ)  平成 22 年（2010 年）３月 31 日に「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（環

境大臣試案）」を発表しました。現在、環境省において、中央環境審議会地球環境部会

の下に「中長期ロードマップ小委員会」を設置し、我が国における中長期の温室効果ガ

ス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿を精査しています。また、国民各

界各層の御意見を伺うため、「地球温暖化対策に係る国民対話～チャレンジ 25 日本縦

断キャラバン～」を全国７箇所で開催し、延べ約 1000名の参加を得ました。 

(ｳ)  国内排出量取引制度については、中央環境審議会地球環境部会の下に設置された「国

内排出量取引制度小委員会」において、幅広い見地からの意見を聴きつつ、制度の在り

方について論点整理を行っているところであり、具体的な制度設計に係る検討を進めま

す。 

(ｴ)  産業構造審議会地球環境小委員会の下に設置された「政策手法ワーキンググループ」

においては、諸外国の動向や環境と経済の両立のあり方等について整合性を図りながら、
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排出量取引制度を含む様々な政策手法を検討中です。また、経済産業省が立ち上げた「環

境・エネルギー政策に関する国民対話」は、平成 22 年（2010 年）４月から６月にかけ

て、全国 11 箇所で開催され、延べ約 1720 人の参加を得て、179 人から御意見を伺いま

した。これらの意見も踏まえ、引き続き環境・エネルギー政策の具体化を図ります。 

(ｵ)  平成 22 年（2010 年）６月 18 日に閣議決定された「新成長戦略～「元気な日本」復

活のシナリオ～」においては、７つの「強みを生かす成長分野」の一つとして、「グリ

ーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」が位置づけられ、低炭素社会

づくりを推進することとしています。さらに同日、地球温暖化対策の強化を基本的視点

の一つに据えた「エネルギー基本計画」が閣議決定されました。今般閣議決定された「新

成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」や「エネルギー基本計画」について、今

後具体化を図ります。 

(ｶ)  平成 21 年度（2009 年度）から開始されたＳ-６「アジア低炭素社会に向けた中長期

政策オプションの立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する総合的研究」（研究

期間：平成 21 年度（2009 年度）～平成 25 年度（2013 年度））では、バックキャステ

ィング手法を用いて、アジア低炭素社会への政策ロードマップの策定・提案とその普及

を行う研究が進められています。 

(ｷ)  農林水産分野においては、平成 20年（2008年）７月に改定した農林水産省地球温暖

化対策総合戦略に基づく地球温暖化防止策が推進されています。具体的には、 

① 森林吸収源対策 

② 省エネルギー対策 

③ 温室効果ガス排出削減に国民の意識を誘導する省 CO2効果の表示 

④ 排出量取引やカーボンオフセットにおけるクレジットの創出に向けた取組 

⑤ 農地土壌の温室効果ガスの吸収源としての機能の活用に向けた取組 

などを強力に進めているところです。 

また、バイオマスの利活用の推進については、①農林漁業有機物資源のバイオ燃料の

原材料としての利用の促進に関する法律（平成 20年法律第 45号）の運用、②バイオ燃

料製造設備に係る固定資産税の軽減等の措置、③食料と競合しない日本型バイオ燃料生

産拡大対策、④バイオマスタウン構築の加速化（平成 22 年（2010 年）７月末現在 283

地区が公表）、⑤バイオマス活用推進基本法（平成 21年法律第 52 号）の運用などの取

組が進められています。 

(ｸ)  河川環境に関して、これまで気候変動の影響を判断できるデータや知見が尐なく、地

球温暖化による河川環境の変化を把握、予測することは困難な状況です。河川環境の変

化と気候変動の関係を分析し適切な河川管理に努めていくため、引き続き知見やデータ

の蓄積を図るモニタリングを強化します。 

 

≪オゾン層保護対策≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

オゾン層破壊は、長期的な環境問題であり、地球規模の深刻な影響が懸念されているこ

とから、科学的知見の充実を図りながら、予防的見地に立って着実に対策を進めます。 
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＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

紫外線（ＵＶ-Ｂ）は、核酸などの重要な生体物質に損傷をもたらし、皮膚がんや白内

障の増加、免疫抑制など人の健康に影響を不えるほか、陸域、水圏生態系に悪影響を及ぼ

します。特に極緯度地域では、成層圏オゾン層の破壊により有害な紫外線（ＵＶ-Ｂ）の

地上への照射量が増大し、これらの悪影響の増加が懸念されます。 

 

＜施策の概要＞ 

フロンなどの大気放出は、人の健康及び環境に悪影響を及ぼすおそれのあるオゾン層破

壊を生じさせる可能性があるため、これら物質の放出を規制する予防措置をとることによ

り、オゾン層を保護することが必要です。このため、「オゾン層を破壊する物質に関する

モントリオール議定書」及びこれを実施するための特定物質の規制等によるオゾン層の保

護に関する法律（昭和 63年法律第 53号）に基づき、オゾン層の状況、オゾン層破壊物質

等の大気中濃度等について監視するとともに、生産及び輸出入の規制を行います。さらに、

既に市中に出回っている業務用冷蔵・冷凍・空調機器等からオゾン層破壊物質であるフロ

ン類の回収・破壊を特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律

（平成 13年法律第 64 号。以下「フロン回収・破壊法」という。）等関連法に基づき進め

ています。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

オゾン層の状況、オゾン層破壊物質等の大気中濃度等の監視結果に関する年次報告書を

取りまとめ、公表しています。また、フロンなどの生産及び輸出入を規制しています。さ

らに、フロン類の回収・破壊を一層促進するため、平成 19年（2007 年）10月から改正フ

ロン回収・破壊法を施行し、整備時におけるフロン類の回収義務の追加や行程管理制度（書

面によるフロン類の捕捉制度）を導入しています。 

 

≪酸性雨等に係る対策≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

酸性雨は、大気環境への負荷が生態系などに影響を及ぼすおそれのある問題であり、そ

の長期的影響には未解明な点も多いことから、科学的知見の充実を図りながら、予防的見

地に立って対策を進める必要があります。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

酸性雨による影響は、長期継続的なモニタリング結果によらなければ把握しにくく、ま

た、湖沼や土壌の緩衝能力が低い場合には一定量以上の酸性物質の負荷の集積により急激

に影響が発現する可能性があること等から、森林、土壌、湖沼などの生態系への影響等が

国内で把握されることなく進行することが懸念されます。 

 

＜施策の概要＞ 

酸性雨による被害の未然防止等を目的として、越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング

計画に基づくモニタリング（湿性沈着、乾性沈着、土壌・植生、陸水）を継続的に実施し
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ます。東アジア地域における酸性雨問題に関する地域協力体制の確立を目的とし、我が国

のイニシアティブにより稼働した東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥ

Ｔ）の活動を推進します。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

越境大気汚染・酸性雨長期モニタリング計画に基づくモニタリングを確実に実施してお

り、毎年度のモニタリング結果については、越境大気汚染・酸性雨対策検討会でのデータ

評価を経て、公表しています。国際的には、東アジア地域におけるＥＡＮＥＴの活動を支

援するとともに、その活動の発展（「酸性雨」から「地域大気汚染」へのスコープ拡大等）

を目指しています。 

 

イ 大気環境の保全（地球規模の大気環境を除く。） 

≪都市における良好な大気環境の確保に関する取組≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

（都市における良好な大気環境の確保に関する）取組の実施に当たっては、我が国のこ

れまでの都市環境に係る経験や知見を十分踏まえ、良好な大気環境の実現を確実なものと

していくために、予防的な取組方法に留意しつつ進めます。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

有害大気汚染物質は、低濃度であっても長期的な摂取により、発がん性等の健康リスク

をもたらすおそれのある物質ですが、健康リスク評価に係るデータについては、科学的信

頼性に制約があります。 

 

＜施策の概要＞ 

平成８年（1996 年）の大気汚染防止法改正により、低濃度であっても長期ばく露によ

って人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質について制度化がされました。具体

的な対象物質として、同年の中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方

について（第２次答申）」において、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質とし

て 234 物質、その中でも健康リスクがある程度高いと考えられる優先取組物質として 22

物質が選定され、排出抑制の取組が進められてきました。また、優先取組物質について、

順次、環境目標値が設定されてきました。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

環境目標値の設定に関しては、優先取組物質のうち、ベンゼン等５物質について環境基

準を、アクリロニトリル等７物質について指針値をそれぞれ設定しました。また、平成

22 年（2010 年）５月から、中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会にお

いて、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直しに

ついて検討を開始しており、それと同時にヒ素及びその化合物についての指針値案につい

ても審議を開始しています。これらについては、最新の科学的知見等を踏まえ、平成 22

年度（2010年度）中にそれぞれ見直し及び設定を行う予定です。 
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ウ 廃棄物・リサイクル対策などの物質循環に係る施策 

≪物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策＞ 

平成 24年（2013年）までに東アジア地域における循環型社会ビジョンの策定を図って

いくなど、将来的には、予防的な取組方法といった国際的な原則を踏まえつつ、循環資源

をめぐる国際的なルール・枠組みづくりへの貢献を目指します。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって、人の健康及び環境に対する損害

が発生する可能性があります。 

例えば中国のリサイクル活動が盛んな地域では、電気電子機器廃棄物（Ｅ-ｗａｓｔｅ）

の環境上丌適正な処理により、米の重金属含有量や子供の血中鉛濃度が他地域に比べ高い

ことが指摘されています。しかし、この損害の程度については丌確実性があります。 

 

＜施策の概要＞ 

廃棄物に有害物質が含まれる場合にもたらされる人の健康や環境への影響についての

丌確実性も踏まえつつ、経済発展に伴って廃棄物量の増加や質の多様化が見られるアジア

における循環型社会の形成に向けて、各国の能力開発支援、有害廃棄物の国境を越える移

動及びその処分の規制に関するバーゼル条約（以下「バーゼル条約」という。）による有

害廃棄物の適正管理の取組等を行うとともに、Ｇ８における「３Ｒ（リデュース、リユー

ス、リサイクル）イニシアティブ」等を通じ国際的な連携を進めます。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

アジア各国のバーゼル条約担当官を集めたワークショップの開催や、コンピュータ機器

廃棄物及びＥ-ｗａｓｔｅの環境上適正な管理のためのプロジェクトの実施等廃棄物等の

適正な輸出入及び管理に向けた取組を実施しました。なお、資源循環をめぐる国際的なル

ール・枠組みづくりについては、アジアの資源循環の状況に関する知見の充実、アジアの

多層的なステークホルダーとの対話や認識の共有を図りつつ、将来的に取り組んでいく課

題と考えられます。 

 

エ 化学物質の環境リスクの評価・管理等に係る施策 

≪化学物質の環境リスクの低減に向けた取組及び化学物質の環境リスクの評価・管理に係る

施策≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

・国内外のリスク評価の結果等、入手可能な情報を最大限活用し、人の健康や生態系に

悪影響を及ぼすおそれのある物質について、製造、使用、排出の制限や自主管理、公

的主体による社会資本整備等、多様な手法を駆使したベストミックスによる対策を推

進します。その際、化学物質のライフサイクルにわたる環境リスクの低減や予防的取
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組方法の観点に立つとともに、代替物質の環境リスクも考慮し、様々なばく露・影響

の可能性に配慮した総合的な対策を講じます。 

・予防的な取組方法の考え方を踏まえながら、最新の科学的知見に基づき化学物質の環

境リスクを適切に評価して管理することを基本として、前章（第三次環境基本計画第

２部第１章）第５節に示した諸施策（上の・に記した施策）を中心に、次のような施

策を推進します。 

（１）化学物質の環境中の残留実態の把握等 

（２）化学物質のリスク評価 

（３）化学物質のリスク管理 

（４）化学物質に関するリスクコミュニケーション 

（５）国際的な協調の下での国際的責務の履行と積極的対応 

（６）国内における毒ガス弾等における対策 

（各項本文は省略） 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

化学物質の中には、その製造、輸入、使用等の段階で適切な管理が行われない場合に環

境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。 

 

＜施策の概要＞ 

(ｱ)  化学物質の中には、毒性の閾値の設定や環境リスクの定量的評価が困難なものがあり

ますが、環境汚染を通じた人の健康被害及び動植物の生息・生育への支障を未然に防止

するため、審査・規制制度による化学物質管理を行っています。新規化学物質を製造又

は輸入しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に対し

届出を行い、三大臣により当該新規化学物質が規制の対象に該当するか否かの判定がな

されるまで、予防的措置としてその物質の製造又は輸入は禁止されます。 

また、化学物質の性状（分解性・蓄積性・長期毒性）に応じた規制の実施に当たって

は、長期毒性等を有することから製造・輸入等に関する規制措置の対象となる特定化学

物質への指定に加え、予防的取組方法の観点から、特定化学物質に該当する有害性を有

する疑いがある化学物質を監視化学物質（性状に応じ、第一種から第三種監視化学物質

を位置付け）として指定し、取扱事業者に対し製造・輸入量等の届出を義務づけるとと

もに、必要に応じ、国が指導・助言を行う、あるいは一定のリスクが認められる場合に

は長期毒性の有無を調査するよう指示することができます。本施策は製造・輸入された

化学物質が環境を経由した後、人の健康及び生態系に対して長期的な影響を及ぼすこと

の防止を目的としており、実施しない場合は人の健康や生態系に対し化学物質による深

刻な影響が懸念されます。 

(ｲ)  人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、特定化学物質の環境への

排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成 11年法律第 86号。以下「化

管法」という。）に基づくＰＲＴＲデータの円滑な集計・公表等を行い、環境リスクの

理解に有用な情報を提供しています。さらに、ＰＲＴＲデータを環境リスクの管理やリ

スクコミュニケーション等に幅広い活用を行っています。個々の物質の環境リスクの解

127



明や基準設定のための科学的知見が丌十分であっても、こうした取組を通じ、事業者に

よる化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境保全上の支障を未然に防止していま

す。 

(ｳ)  環境リスクをできる限り低減させるため、化学物質環境実態調査、環境リスク初期評

価、化学物質の内分泌かく乱作用に関するリスク評価、官民が連携して既存化学物質の

リスク評価を行うＪａｐａｎチャレンジプログラム、小児等の脆弱性を考慮したリスク

評価検討調査等を実施します。また、環境リスクに関する国民への正確な情報の提供、

国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ（ＳＡＩＣＭ）の動向への積極的な関

不、国内における毒ガス弾等に係る被害の未然防止に関する取組等を行います。 

(ｴ)  環境と調和した健全な経済産業活動と安全・安心な国民生活を実現するため、化学物

質の総合的な評価を行いつつ、リスクの評価・管理及び工業ナノ粒子の特性評価のため

の技術体系を構築します。 

(ｵ)  化学物質による人の健康への影響の評価方法を開発し、人の健康に対するリスクの最

小化を目指して、化学物質の総合的評価の一層の高度化・迅速化、ナノマテリアルによ

る健康影響の評価方法等に関する研究を推進します。 

(ｶ)  農薬の環境リスクについては、飛散による周辺住民への影響、陸域生態系への影響等

科学的に完全には解明されていない点もありますが、人の健康又は生態系への影響を未

然に防止する観点から、これらのリスクの評価・管理手法について調査を行います。 

(ｷ)  化学物質管理に当たっては、国際会議への出席等を通じて、国際的動向と協調しつつ

推進していきます。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

(ｱ)  化審法制定から平成 21 年（2009 年）末までに 11,823 の新規化学物質届出について

審査がされており、監視化学物質又は特定化学物質に指定された物質については化審法

に基づく規制が行われてきました。特に、監視化学物質には、平成 15 年（2003 年）の

化審法改正で導入された動植物への影響に着目した審査・規制制度に基づき指定した第

三種監視化学物質 277 物質を含む延べ 1,384 物質、特定化学物質には 51 物質をそれぞ

れ指定しています（平成 22 年（2010 年）７月１日時点）。一方、約２万種類の既存化

学物質については国が安全性について評価を行うこととなっていますが、平成 22 年

（2010年）３月までに安全性情報の収集が行われている物質は 2,132 物質です。 

既存化学物質の安全性情報については、産業界と国が連携して情報収集を行う「官民

連携既存化学物質安全性情報収集・発信プログラム」を実施し、情報収集に努めてきた

ところです。また、平成 21 年（2009 年）５月の化審法改正により、既存化学物質も含

めたすべての化学物質について一定数量以上製造・輸入した事業者に対し製造・輸入数

量の届出を義務づけ、それに基づき国が安全性評価を行うこととしています。これによ

り、既存化学物質に対する取組が強化され、リスクが十分に低いと判断できない化学物

質については優先評価化学物質に指定すること等により、予防的取組の考え方に留意し

た化学物質管理措置が講じられることとなります。 

また、平成 22 年（2010 年）４月から一部施行されている改正化審法に基づき、化学

物質について段階的な情報収集とリスク評価を進めることで、迅速かつ効率的リスク管
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理を進めることが可能となります。 

(ｲ)  平成 22年（2010 年）２月にＰＲＴＲデータの第８回集計・公表を行うとともに、そ

の結果等を経済産業省及び環境省ホームページ上に掲載しました。また、個別事業所ご

とのＰＲＴＲデータも引き続きホームページ上で公開を行っています。なお、ＰＲＴＲ

データの集計・公表を始めた平成 13 年度（2001 年度）と比較して、届出排出量は減尐

傾向にあります。 

 さらに、化学物質の環境リスクをより一層把握するため、廃棄物処理施設等からの化学

物質の排出量についても推計等により把握できるよう、届出事項に「廃棄物の処理方法」

等を追加すること、及び届出事項の集計を効率的に行うための二次元コードを採用する

こと等を内容とする化管法に基づく省令の一部改正を行いました。 

(ｳ)  人の健康や動植物の生育・生息に有害な影響を及ぼすおそれがあるにも関わらず一般

環境中での残留実態が明らかでない化学物質や経年的な残留量の把握が必要な化学物

質等について、一般環境中での残留実態を調査し、種々の化学物質施策の策定に活用し

ました。平成 21 年度（2009 年度）は、66 物質（群）の調査結果を取りまとめました。 

化学物質の内分泌かく乱作用については、そのメカニズム等に関して科学的知見が十

分でないことから、平成 10年（1998年）に「環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ‘98–」、

平成 17 年（2005 年）にはこれを改訂した取組方針「ＥＸＴＥＮＤ2005」を策定し、基

盤的研究、試験法の開発等の各種の取組みを実施し、開発を進めてきた魚類等の試験法

が、ＯＥＣＤにおける国際的なテストガイドラインとして採択される等の成果をあげて

きました。今般、これまでの成果や国際的な動向等も踏まえ、引き続き基盤的研究等を

進めつつ、評価手法の確立と評価の実施を加速化すること等を盛り込んだ、今後５年間

の対応の方向性「ＥＸＴＥＮＤ2010」を平成 22年（2010年）７月にとりまとめました。

また、ほ乳類を対象とする試験や試験管内試験の手法開発についてもＯＥＣＤにおける

国際的なテストガイドラインとして採択されました。 

Ｊａｐａｎチャレンジプログラムについては、事業者による既存化学物質の安全性情

報収集を促進しており、優先情報収集対象物質 132物質のうち、96 物質についてその物

質の安全性情報を収集するスポンサー登録が完了しています（平成 22 年（2010 年）７

月現在）。また、国内及び海外に分散する化学物質安全性情報の統合的な共有のための

化学物質の安全性情報基盤整備を実施しています。さらに、ＧＨＳ文書改訂３版の公表

を受け「事業者向けＧＨＳ分類ガイダンス」及び「政府向けＧＨＳ分類ガイダンス」の

改訂を行いました。 

小児の脆弱性に着目した化学物質のリスクを管理するための子どもの健康と環境に

関する全国調査（エコチル調査）について、平成 22年度（2010年度）から全国 10万組

の親子を対象として実施します（平成 23年（2011年）１月に参加者募集開始予定）。 

ＰＲＴＲデータについて分かりやすく解説した「ＰＲＴＲデータを読み解くための市

民ガイドブック」や、専門的で分かりにくい化学物質の情報を分かりやすく簡潔にまと

めた「化学物質ファクトシート」等の作成・公表を行っています。 

ＳＡＩＣＭについては、平成 21年（2009 年）11月に開催されたアジア太平洋地域会

合において、実施状況のフォローアップ等に関する議論に参加しました。また、途上国

におけるＳＡＩＣＭの実施の開始を支援するクイックスタートプログラム（ＱＳＰ）の
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一環として、タイ及びブータンの化学物質管理政策等立案能力向上に関する調査を実施

し、タイにおいては調査を完了しました。 

工業用ナノ材料のばく露による影響を未然に防止するため、環境省では、平成 21 年

（2009年）に「工業用ナノ材料に関する環境影響防止ガイドライン」としてとりまとめ

ましたが、なお課題が残されていることから、平成 21 年度（2009 年度）においては、

ナノ材料の管理技術に関して、実験を交えつつ、既存技術の有効性の検討を行いました。 

経済産業省では、現時点での科学的知見を基にナノマテリアルに関する安全対策につ

いて検討する必要があるため、「ナノマテリアル製造事業者等における安全対策の在り

方研究会」を設置し、平成 21 年（2009 年）３月報告書をとりまとめました。本報告書

を踏まえ、ナノマテリアル製造事業者等から、有害性情報や自主的な安全対策の取組状

況等について情報提供を受け、平成 22年（2010 年）３月に「ナノマテリアル情報収集・

発信プログラム」として結果を経済産業省ホームページにおいて公表しました。 

国内における毒ガス弾等対策については、ホームページやパンフレットを通じて、毒

ガス弾等による被災の未然防止のための周知を行っているほか、土地改変指針に基づき、

必要に応じて、事案環境調査未了区域における土地改変時の環境調査を実施しています。 

(ｴ)  社会全体における化学物質の最適管理の実現のための適切な代替物質の選択を可能

とするリスクトレードオフ解析手法、化学物質のリスク評価をより的確かつ効率よく評

価するための構造活性相関・簡易有害性評価手法、工業ナノ粒子を適切に管理するため

のリスク評価の手法等の開発を行っています。 

(ｵ)  化学物質の総合的評価については、構造活性相関やカテゴリーアプローチ等の知見を

活用した評価手法の高度化・迅速化を研究しています。ナノマテリアルについては、粒

子の形状・大きさと毒性発現との関連を示す結果が得られています。このため、さらに

これらに特異的な毒性メカニズムの解明、体内動態の把握等に関する研究を進めていま

す。 

(ｶ)  農薬の飛散リスクを低減するための手法の検討、さらに、農薬による陸域生態リスク

を評価するための基礎的知見の収集や鳥類等を対象としたケーススタディの手法に関

する検討などを行っています。 

(ｷ)  ロッテルダム条約（ＰＩＣ条約）における、条約対象物質の追加や削除を行う専門委

員会において、我が国の行政官および専門官を派遣するとともに、科学的知見の提供等

の貢献をしています。 

ＰＯＰｓ条約の規制対象物質については、化審法の規程に基づき規制の対象物質に指

定、原則製造および輸入を禁止しており、国際基準への対応を実施しています。 

環境リスク評価に関する国際的動向の中核組織として機能しているＯＥＣＤ化学品

プログラムの合同会合や、専門家会議等へ参加し、国際調和の促進に貢献しています。 

また、ＯＥＣＤにおける試験法ガイドライン検討への貢献や、策定・改訂された同ガイ

ドラインの我が国での適用等の対応を図っています。 

 

 

オ 自然環境の保全 

≪生物多様性の保全のための取組≫ 
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＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

現時点では、生物、生態系のすべては解明されておらず、将来において新たな理解が生

ずる可能性があることを認識し、ＣＢＤ第５回締約国会議（ＣＯＰ５）で決議された「エ

コシステムアプローチの原則」も踏まえ、予防的、順応的な態度で自然資源の管理・利用

を進めます。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

この数百年で過去の平均的な絶滅スピードのおよそ 1,000 倍という速さで生物種の絶

滅が進んでおり、我々の生活にとって丌可欠な生物多様性の様々な恩恵の享受が難しくな

る可能性があります。 

 

＜施策の概要＞ 

(ｱ)  生物、生態系については未解明の部分が多いですが、生物多様性の危機がもたらす影

響は深刻なものです。このため、生物多様性及び生態系の変化を検出し、順応的な自然

環境保全施策に資することを目的として、重要生態系監視地域モニタリング推進事業

（モニタリングサイト 1000）を実施しています。この事業は、我が国の代表的な生態系

（高山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・湿原、砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻場、サ

ンゴ礁、小島嶼）における計 1,000箇所程度の調査サイトで、各生態系の指標となる種

や生物群の増減、種組成の変化等を長期的かつ定量的にモニタリングするものです。 

(ｲ)  遺伝子組換え生物等は、在来生物との交雑や競合などにより、我が国の生物多様性に

影響を不える可能性があるため、予防的な取組として、我が国の一般環境中で遺伝子組

換え生物等を使用等する際には、事前に遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物

の多様性の確保に関する法律（平成 15年法律第 97号。以下「カルタヘナ法」という。）

に基づき生物多様性への影響評価と使用規程の承認を行うことにより、その使用等を規

制しています。また、承認時に予想できなかった事象に対しては、カルタヘナ法に基づ

き、使用規程の変更や廃止を行うこととされています。 

(ｳ)  平成 17年（2005 年）６月より施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の

防止に関する法律（平成 16年法律第 78号。以下「外来生物法」という。）に基づいて、

生態系等に係る被害を及ぼすおそれのある外来生物を「特定外来生物」として指定し、

その飼養、輸入、譲渡し、野外で放つこと等の取扱いを規制しています。また、生態系

等に係る被害を及ぼすおそれがある疑いのある外来生物を「未判定外来生物」として指

定し、おそれがないと判定されるまで輸入を制限しています。 

(ｴ)  農林水産業は、自然の循環機能を利用し、動植物を育みながら営まれる活動であり、

また、多くの生物にとって貴重な生息･生育環境の提供や、特有の生態系の形成･維持な

ど、生物多様性に貢献するものです。しかし、丌適切な農薬・肥料の使用、経済性や効

率性を優先した農地・水路の整備、埋め立て等による藻場・干潟の減尐など一部の農林

水産業の活動が生物多様性に負の影響を不えてきました。このため、平成 19 年（2007

年）７月に策定した農林水産省生物多様性戦略に基づき、生物多様性の保全、持続可能

な利用を重視した農林水産施策を推進しています。 
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＜施策の進捗状況等＞ 

(ｱ)  重要生態系監視地域モニタリング推進事業（モニタリングサイト 1000）において、

現在、全国の調査サイトで継続的に調査を実施しています。 

(ｲ)  遺伝子組換え生物等の一般環境中での使用に先立ち、カルタヘナ法に基づく生物多様

性影響評価の実施と使用規程の承認申請が行われており、平成 22 年（2010 年）６月末

現在で 166 件の第１種使用等に係る承認を行っています。平成 21 年（2009 年）には、

カルタヘナ法の施行から５年が経過し、中央環境審議会野生生物部会遺伝子組換え生物

小委員会において法律の施行状況の検討が行われました。その結果、法律の枠組みの修

正は必要ないが、運用方法や情報提供に関して改善措置の検討が必要とされました。施

行状況の検討結果を受け、生物多様性影響評価で必要とされるデータについては、蓄積

された知見と経験を踏まえ、適宜点検を行います。また、遺伝子組換え技術については、

さまざまな技術が実用化されつつあることから、最新の知見に基づいた生物多様性影響

評価の方法の検討を行っていくことが必要です。 

(ｳ)  外来生物法に基づき、平成 22 年（2010 年）６月末現在で 97 種類の特定外来生物及

び 54種類の未判定外来生物の指定を行っています。平成 21年度（2009年度）には、未

判定外来生物として輸入の届出がされたシママングースは、国内における侵入・定着の

実績はないものの、その近縁種のジャワマングースが国内の生態系及び農林水産業に及

ぼしている被害を考慮し、同様の被害を及ぼすおそれがあるとして、平成 22 年（2010

年）２月に特定外来生物に指定されました。 

(ｴ)  農林水産省生物多様性戦略に基づき、環境保全型農業の推進等、生物多様性の保全を

重視した農林水産施策の推進に加え、農林水産業と生物多様性の関係を定量的に測る指

標の開発を進めています。また、生物多様性の保全を重視した生産活動を国民に分かり

やすくアピールする「生きものマーク」の取組を推進しています。平成 22年（2010年）

３月には、「生きものマーク」の取組事例や取組を始めるためのポイントを紹介した「生

きものマークガイドブック」を取りまとめたところです。 

 

（２）各種施策の基盤となる施策 

 

≪長期的な視野を持った科学技術の基盤の整備・調査研究の充実≫ 

＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

・科学的丌確実性の残る段階での予防的対策に資する科学技術等を推進します。 

・調査研究については、人文、社会、自然科学の幅広い分野にわたり、国際的な視野に

立ち、産学官の連携のもと、総合的・統合的な研究、予防的・予見的な対策に資する

研究等を含め、重点化を図りながら総合的に推進します。 

 

＜施策の概要＞ 

科学技術の基盤の整備及び各種調査研究にあっては、以下の取組について、関係府省庁

の施策への反映に資するよう、総合的に推進します。 

(ｱ)  予防的対策に資する科学技術について広く産学官などの英知を活用した研究開発の
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提案を募り、優秀な提案に対して研究開発を競争的研究資金（環境研究総合推進費）に

より支援しています。 

(ｲ)  予防的な対策に資する研究を推進するために、地球環境保全のための予防的な政策に

資する調査研究を競争的研究資金（環境研究総合推進費）により支援しています。 

(ｳ)  食料、水環境・水資源、自然生態系、防災、健康、交通、産業、国民生活等の各分野

における気候変動の影響及び将来予測に関する情報を収集、整理し、我が国における適

応の基本的考え方や各主体間の役割を示す適応ガイドラインを策定します。 

(ｴ)  東アジア地域における衛星データの受信及び地上観測実施により、土地被覆分布や植

生など陸域生態系及び凍土融解に関する解析を実施します。さらに環境資源・農業生産

などへの影響評価モデルと衛星・地上観測システムの統合化により、観測データを用い

た温暖化影響評価を行う温暖化影響早期観測ネットワークを構築します。 

(ｵ)  地球環境保全及び持続可能な開発のための政策立案や調査研究に資するため、地球環

境の現況を表す全球統一仕様の基盤的地理空間情報である地球地図の整備を国家地図

作成機関等と連携して推進するとともに、関係機関と連携し利活用を促進します。また、

地球地図は全球を対象とした信頼性のある統一規格の地理空間情報であり、政策決定の

基盤となるものです。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

(ｱ)  競争的研究資金（環境研究総合推進費）について、平成 22年度（2010年度）は、「風

力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究」等を戦略指定領域として課題

を採択し、研究開発に取り組んでいます。 

(ｲ)  戦略的研究プロジェクトＳ－５「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための気候

変動シナリオに関する総合的研究」（研究期間：平成 19年度（2007 年度）～平成 23年

度（2011年度））では、丌確かさを考慮した温暖化影響評価とその伝達に関する研究等

を行っています。また、平成 22 年度（2010 年度）から開始された戦略的研究プロジェ

クトＳ－８「温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究」（研究期間：平成 22 年

度（2010 年度）-平成 26 年度（2014 年度））では、地方公共団体レベルでの温暖化影

響の定量的評価と適応策立案手法の開発等を行っています。 

(ｳ)  各分野における温暖化の影響評価に関する知見を整理するとともに、我が国における

適応の基本的な考え方等を示した適応ガイドラインを検討しています。 

(ｴ)  東アジア地域において衛星・地上統合観測システム７地点を構築しました。また、衛

星データベースの作成により、国際的な地域環境計画立案に貢献しています。 

(ｵ)  地球環境の変化の把握、地球温暖化の影響評価等の予防的取組に、より一層貢献する

ため、行政情報コードの付不、各種統計情報の統合利用、データ形式の国際標準準拠な

どの仕様改訂を行い、地球地図第２版の整備を進めています。 

 

（３）国際的取組に係る施策 

 

≪国際的枠組みやルールの形成等の国際的取組の推進≫ 
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＜環境基本計画における予防的な取組方法の考え方に基づく施策の記述＞ 

当該地域（東アジア地域）では、今後更なる経済成長が予想されることから、我が国が

過去の環境汚染へ取り組む中で得た教訓が共有されるよう努めつつ、経済実態に即して、

汚染者負担原則、予防的な取組方法の考え方等を十分に考慮した適切な対応がなされるよ

う、各国に働きかけていきます。その際には、東アジアの国々の環境や経済社会の状況に

応じて、政府のみならず事業者、市民、国際機関等多様な主体とのパートナーシップの下

で取り組んでいきます。 

 

＜予防的取組を実施しないことによる被害の大きさ＞ 

更なる経済成長が予想される東アジア地域では、水質汚染や大気汚染、水銀等有害金属

による汚染、石綿問題等といった、公害の発生による健康被害が問題となっています。ま

た、地球温暖化や黄砂、酸性雨、光化学オキシダントのように国境を越えた環境汚染によ

る人の健康や生態系への影響もさらに深刻化することが予想されます。 

 

＜施策の概要＞ 

クリーンアジア・イニシアティブは、環境と共生しつつ経済発展を図るアジアモデルの

持続可能な社会の構築を目指しています。このイニシアティブでは、急激な経済発展に伴

い深刻な環境劣化が懸念されている東アジア諸国に先進諸国の経験・技術・組織・制度を

予防的に導入することで、産業公害などの「前車の轍」を踏まずに経済発展を遂げること

が可能であり、このいわゆる「リープ・フロッグ」を実現するよう、各種の政策対話、技

術協力、共同調査・研究等を推進します。 

例えば、酸性雨・黄砂等の越境大気汚染モニタリング、気候変動影響予測、生物多様性

等のモニタリング体制の強化等の予防的取組に必要な協力を進めるとともに、途上国にお

いて喫緊の課題である環境汚染対策と地球温暖化対策を同時に達成するコベネフィッ

ト・アプローチ等による対策面での協力を進めます。 

 

＜施策の進捗状況等＞ 

平成 22 年度（2010 年度）では、クリーンアジア・イニシアティブとして 51 の協力事

業が推進されています。平成 22年（2010年）３月には、インドネシア・ジャカルタで「東

アジア首脳会議環境大臣会合 環境的に持続可能な都市ハイレベルセミナー」を、東アジ

ア各国及び国際機関等の参加を得て開催しました。また、平成 21年（2009年）10月のＡ

ＳＥＡＮ＋３環境大臣会合及び平成 22 年（2010 年）５月の第 12 回日中韓三カ国環境大

臣会合（ＴＥＭＭ12）等の様々な会合の機会を活用し、本イニシアティブの周知を進める

とともに、各国ニーズの把握及び意見交換を通じ、具体的な協力プロジェクトの発掘を行

っています。 
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４．環境情報戦略に基づく施策のフォローアップ調査の結果について  

 

（１）環境情報戦略の策定経緯等 

 平成 18年（2006年）４月、「第三次環境基本計画」が閣議決定され、環境情報戦略を策

定することとされました。また、平成 20年（2008 年）８月、ＩＴ戦略本部が「重点計画-2008」

を決定し、「2008年度までに、環境情報の長期的かつ総合的な基盤整備に関する基本方針と

なる「環境情報戦略」を策定し、同戦略に基づく取組を開始する」こととされました。 

 これらの動きを踏まえ、総合政策部会に環境情報専門委員会が設置され、環境情報戦略策

定に向けた検討が行われるとともに、総合政策部会での審議及び関係府省との調整を経て、

平成 21年（2009年）３月、環境基本計画推進関係府省会議環境情報戦略連絡会（以下、「環

境情報戦略連絡会」という。）において環境情報戦略が決定されました。 

同戦略においては、平成 22年度（2010年度）から概ね隔年で、「環境省は、（中略）当

面優先して取り組む施策に係るものの進行管理に必要な調査を環境基本計画に基づく施策

の分野ごとの点検の一環として実施する」こととされています。 

なお、同記述に基づく調査（以下「フォローアップ調査」という。）は、環境情報戦略策

定後、今回が初めてになります。 

 

（２）環境情報戦略の概要 

 環境情報戦略は、基本的方針として、以下を定めています。 

・ 環境行政に必要な情報が目的に併せて適時に利用できるような「情報基盤」を構築す

ること 

・ 各情報利用者の立場に立って情報提供を図るため、情報の体系的な整理や信頼性、正

確性の確保等を図った上で、利用者のニーズに応じて適時に利用できる情報の提供を

進めること 

 また、上記の基本的方針に基づいて施策を進めるに当たり、「情報立脚型の環境行政の実

現のための情報整備と活用」及び「利用者のニーズに応じた情報の提供」の２つの観点から、

以下の当面優先して取り組む施策が定められています。 

 【情報立脚型の環境行政の実現のための情報整備と活用】 

① 環境と経済社会活動に関する情報収集の強化 

② 国土の自然環境に関する情報収集の強化 

③ 情報アーカイブの構築 

④ 標準的フォーマットによる提供情報の信頼性、正確性の確保等 

⑤ 環境省と関係府省及び地方公共団体等との連携協力 

⑥ 環境情報の質の向上に向けた取組 

⑦ 環境情報の収集、整理、提供に関する国際協力ネットワークの強化・構築 

⑧ ＩＴ の活用 

   【利用者のニーズに応じた情報の提供】 

     ① 環境と経済社会活動等に関する情報の提供強化 
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     ② 我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築等 

③ 海外に対する情報発信の強化 

④ ＩＴ の活用による情報提供の展開 

⑤ 環境情報の信頼性、正確性の確保等 

⑥ 情報収集の計画段階における情報提供のあり方に関する検討 

⑦ 「見える化」等のための効果的な取組方法の検討実施 

⑧ 関係団体との連携協力 

 

（３）環境情報戦略の進捗状況について 

今回環境省が行ったフォローアップ調査では、上記（２）に挙げた当面優先して取り組む

施策の進捗状況の調査を行うとともに、同施策について平成 22年度（2010年度）に実施を

予定している具体的な業務の内容についても、併せて調査を行いました。 

今回のフォローアップ調査の結果からは、各項目について一定の進展があったことが確認

されました（各項目の具体的なフォローアップ調査の結果は別表１のとおり）。 

特に、以下の項目については、新たなホームページの立ち上げや、環境と経済に関する新

規情報の収集が進むなど、大きな進展が見られました。 

○ 環境情報の収集、整理、提供に関する国際協力ネットワークの強化・構築 

・平成 21 年度（2009 年度）は、日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭＭ）及びクリー

ンアジア・イニシアティブ（ＣＡＩ）のホームページの作成を行い、ＴＥＭＭホー

ムページについては、平成 22 年（2010 年）５月１日に、ＣＡＩホームページにつ

いては７月１日に、それぞれ公開を行った。また、ＣＡＩニュースレターの発行を

行うなど、各種情報発信を行った。 

○ 環境と経済社会活動等に関する情報の提供強化 

・環境と経済社会活動に関する情報提供について、環境経済情報を体系的に整備した

「環境経済情報ポータルサイト」を構築しており、平成 22 年度（2010 年度）より

インターネットによる情報提供を開始する予定。 

・また、環境産業関連企業の景況感等に関する調査「環境経済観測」を試行実施する

とともに、環境産業に係る市場・雇用規模を推定し、公表した。 

○ 我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの構築等 

・環境省において、我が国における環境政策情報に関するポータルサイトの作成につ

いて、サイトの構成や内容等について検討を行った。平成 22 年度（2010 年度）内

の早い時期に、関係府省との連携をとりつつ、ポータルサイトの運用を開始する。 

○ 海外に対する情報発信の強化 

・公害関連情報を環境省ＨＰ上（英語版）で一体的に提供することを念頭に、関連す

る情報を提供しているサイトの情報を、典型７公害を基準として、収集・整理した。

また、公害関連情報の環境省ＨＰ上での発信を、平成 22 年度（2010 年度）内に速

やかに行う。 

 他方、標準的フォーマットによる提供情報の信頼性・正確性の確保等、また環境省と地方

公共団体等との連携協力、関係団体との連携協力の項目については、検討が始まった段階な

いしは検討中の段階であることが明らかになりました。特に、今後地方分権が進むことを考

136



慮し、この点についての取組みの強化が必要です。 

 また、戦略の掲げる項目に関し、さらに優先順位を明確にすべきこと、情報ユーザーの利

用の状況や要望を情報発信者へフィードバックする仕組みを考えるべきこと等の課題も明

らかになりました。 

 

今回行ったフォローアップ調査の結果を関係省庁と共有しつつ、環境情報戦略連絡会等を

通じて関係省庁との連携を深めながら、環境情報戦略に定める施策の着実な実施を、引き続

き推進していくことが必要です。 

なお、今回のフォローアップは、主として、戦略の中で、当面優先的に取り組む施策とし

て掲げた項目について、定性的に取組み状況を点検することを内容とするものでした。今後、

フォローアップの進め方について、さらに検討するとともに、第三次環境基本計画の見直し

に資するため、この検討にもとづいて平成 23年度（2011年度）も臨時的に、当面優先して

取り組む施策に係るものの進行管理に必要な調査を実施することが必要です。 
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・公的統計の整備に関
する基本的な計画（平
成21年３月13日閣議決
定）に示された環境統
計の整備に関する事項
を着実かつ計画的に実
施する。

（別表２に記載） （別表２に記載）

・環境と経済に関する
政策研究を実施する体
制を整備する。同体制
の下、環境と経済社会
活動に関する情報の充
実を図る。

○最近の行政課題を踏まえて８つの研究
分野について研究課題を公募し、13課題
を採択。いずれも平成21～23年度の３ヶ
年計画で、研究者と環境省担当官の密接
な連携により研究を進めているところで
あり、すでに地球温暖化対策に係る中長
期ロードマップの検討等において研究成
果の活用が始まっている。

○新規研究課題２～３課題を公募する
（研究期間：２ヶ年）。

○平成21年度に採択した13課題の研究を
実施する。

・効果的な施策の企
画、実施に資するよ
う、国全体から個別の
経済主体まで、各レベ
ルでの環境負荷の実態
等、現在十分把握され
ていない必要な環境情
報の収集の強化を図
る。

○家庭部門の二酸化炭素排出実態を把握
するための調査について、平成22年度か
らの調査開始に向けた予算措置、調査方
法の検討、関係省庁との調整等を行っ
た。

○家庭部門の二酸化炭素排出実態を把握
するための実測調査を開始する。調査結
果を踏まえ、実態把握調査手法の検証等
を実施する。

５（１）②
国土の自然
環境に関す
る情報収集
の強化

・第３生物多様性国家
戦略(平成19年11月27日
閣議決定)に基づき、自
然環境保全基礎調査及
び重要生態系監視地域
モニタリング推進事業
（モニタリングサイト
1000）を一層推進す
る。

○自然環境保全基礎調査において、植生
調査（植生図の作成）、哺乳類生息状況
調査を実施した。

○モニタリングサイト1000において、高
山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・湿
原、砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻場、
サンゴ礁、小島嶼の各調査サイトにおい
て調査を実施した。

○自然環境保全基礎調査については、植
生図の作成等を実施する。

○モニタリングサイト1000については、
高山帯、森林・草原、里地里山、湖沼・
湿原、砂浜、磯、干潟、アマモ場、藻
場、サンゴ礁、小島嶼の各調査サイトに
おいて継続的に調査を実施する。

・生物多様性・生態系
に係るデータを始め、
各地域の自然環境の状
況や経済社会活動がこ
れらの環境に与える影
響について継続的な状
況把握を行い、データ
の充実を図る。

○環境省により設置された「生物多様性
総合評価検討委員会」において、日本に
おける生物多様性の総合評価をとりまと
めるために検討会を３回実施した。

○自然環境保全基礎調査及びモニタリン
グサイト1000等の調査を実施することに
より、我が国に生息・生育する動植物種
の分布に関する情報を収集した。

○平成20年度に環境省により設置された
有識者からなる検討委員会である「生物
多様性総合評価検討委員会」による「生
物多様性総合評価報告書」をとりまと
め、公表する。

○自然環境保全基礎調査及びモニタリン
グサイト1000等の調査を実施することに
より、我が国に生息・生育する動植物種
の分布に関する情報を収集する。

別表１　

５（１）①
環境と経済
社会活動に
関する情報
収集の強化
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・生物多様性・生態系
の状況を経年的に把握
するため、環境省始め
関係府省が連携し、衛
星データ等も活用しな
がら、生物多様性の総
合監視システムの構築
を進める。

○衛星データによる、植生図作成手法の
効率化等について、検討を実施した。

○衛星データによる、植生図作成手法の
効率化等について、引き続き検討する。

・地方公共団体におい
ても、政府機関に準
じ、地域の実情に応じ
た自然環境の状況デー
タの計画的な把握を
行っていくことが期待
される。

○自然環境に関する調査研究を行ってい
る国及び都道府県等の機関相互の情報交
換を促進するため、自然系調査研究機関
連絡会議（ＮＯＲＮＡＣ）を開催した。

○自然環境に関する調査研究を行ってい
る国及び都道府県等の機関相互の情報交
換を促進するため、昨年度に引き続き、
自然系調査研究機関連絡会議（ＮＯＲＮ
ＡＣ）を開催する。

・我が国の政策作りや
過去の公害克服経験を
内外の政策立案者へ発
信すること等に資する
よう情報アーカイブの
構築に努める。このた
め、国立国会図書館支
部環境省図書館の電子
化等を進める。

○環境省図書館の現状確認、図書館の電
子化等に関する技術動向等の情報収集、
整理を行った。

○歴史的資料等保有機関の指定に向けた
規定の改正や運営について検討を行っ
た。また、指定の要件となる保有資料の
目録を作成した。

○所蔵書誌情報のデジタル化、媒体変換
等、図書館の電子化の実施方策の検討を
行っていく。

○平成22年４月に歴史的資料等保有機関
指定を受けたことを踏まえ、水俣病に関
する資料の公開を行うとともに、適切な
運営と一般に向けた広報活動を行う。

・情報アーカイブを構
築するための検討を実
施する。

○環境省図書館の現状確認、情報アーカ
イブの構築に関する技術動向等の情報収
集、整理を行った。

○国立国会図書館並びに先行する他図書
館との情報交換を行い、情報の公開方
式、適用範囲等、情報アーカイブの構築
に係る検討を行っていく。

○我が国周辺水域の水産資源について適
切な資源回復・資源管理を推進していく
ため、水産資源の動向を的確に把握し、
評価することが極めて重要であることか
ら、農林水産省において、「我が国周辺
水域資源調査推進事業」を実施し、主要
水産生物について資源調査を行い、その
結果を資源回復・資源管理施策等の基礎
データとして活用した。

○東京湾等における藻場、干潟に生息す
る生物モニタリング調査結果等のデータ
を更新した。

○日本海洋データセンター（ＪＯＤＣ）
では、我が国の総合的海洋データバンク
として、国内外の各機関の海洋観測デー
タの有効利用を図るため、各種海洋デー
タ・情報を一元的に収集・管理・提供し
た。

○海洋生物・生態系等に関する既存情報
の収集整理、浅海域生態系のモニタリン
グ調査、既存保全施策等のレビュー、戦
略策定方針決定等を実施した。

○引き続き農林水産省において、「我が
国周辺水域資源調査推進事業」を実施
し、主要水産生物について資源調査を行
い、その結果を資源回復・資源管理施策
等の基礎データとして活用する。

○藻場・干潟・サンゴ礁等の浅海域生態
系のモニタリング調査を実施する。ま
た、藻場、干潟等に生息する生物等のモ
ニタリング調査等のデータを速やかに更
新する。

○日本海洋データセンター（ＪＯＤＣ）
では、海洋生物データを、海洋生物種を
分類学上の体系に基づきコード化した
「海洋生物分類データ」と、海洋調査機
関等から提供された観測データを収録し
た「海洋生物観測データ」の各々のデー
タベースにより管理している。引き続き
データベースの充実を進める。

○海洋における海洋生物に関する科学的
データの基礎整備を関係府省の連携のも
とに推進する。

・環境省始め関係府省
間の情報交換により、
沿岸域を含む海洋にお
ける生物多様性に関す
る総合的なデータを整
備する。

５（１）③
情報アーカ
イブの構築
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

・保存情報の検索等、
利用サービスの開始を
目指す。
また、内外の環境情報
に係るサイトとのリン
ク等、情報アーカイブ
についてのポータルサ
イトを構築する。
その際、インターネッ
ト普及以前の環境情報
の電子化、蓄積も推進
する。

○環境省図書館の現状確認、情報検索等
に関する技術動向等の情報収集、整理を
行った。

○環境省図書館の電子化及び情報アーカ
イブの検討を踏まえ、ポータルサイトの
あり方等の検討を行っていく。

５（１）⑤
環境省と関
係府省及び
地方公共団
体等との連
携協力

・本戦略を推進するた
め、環境基本計画の点
検プロセスの利用を含
め、関係府省及び地方
公共団体との会議の設
置等を検討する。役割
分担を明らかにしつ
つ、ＰＤＣＡサイクル
に基づき情報整備に関
する施策を連携協力し
て推進する。

○環境省企画調査室内において検討を進
めているが、地方公共団体との会議の設
置には至っていない。

○環境省と関係府省との連携協力につい
ては、環境情報戦略関係府省連絡会の開
催を通じて、情報の共有を含め、適切に
行っていく。

○地方公共団体との会議の設置の必要性
を含め、国と地方との連携協力のあり方
について検討を深める。

５（１）⑥
環境情報の
質の向上に
向けた取組

・OECD環境政策委員会
環境情報・アウトルッ
クワーキンググループ
等における国際的な議
論の動向を踏まえ、⑤
に基づく環境省と関係
府省及び地方公共団体
との会議等の場を通じ
連携協力を確保しつ
つ、環境情報の収集プ
ロセスや頻度の適正化
等によって情報の質の
向上が図られるよう検
討する。

○平成21年11月に開催されたＯＥＣＤ環
境政策委員会環境情報・アウトルック
ワーキンググループに参加をし、情報収
集を行った。

○引き続き、ＯＥＣＤ環境政策委員会環
境情報・アウトルックワーキンググルー
プへの参加を行い、積極的な情報収集を
行うと共に、環境情報戦略の遂行に必要
な情報については、関係府省との情報共
有を図っていく。

○国立環境研究所で行われた取組を参考
に、引き続きメタデータのフォーマット
に関する検討を進めていくこととした。

○なお、国立環境研究所のメタデータに
関する対応状況は以下のとおり。
　・国内標準であるＪＭＰ２．０を参考
に、そのサブセット的な位置付けでメタ
データの整備を実施。
　・ただし、現行はＸＭＬ形式ではな
く、リレーショナル・データベースで管
理している。

○国立環境研究所で行われている取組を
参考に、引き続きメタデータのフォー
マットに関する整備の可能性について、
各府省庁と協議を行う。

５（１）④
標準的
フォーマッ
トによる提
供情報の信
頼性、正確
性の確保等

・一次情報の利用を円
滑にするため、その収
集の際に標準的フォー
マットによるメタデー
タ（作成者のほか、
データ収集方法、更新
頻度、最終更新日等を
含む）を整備して提
供、保存することによ
り、データ相互間にお
ける信頼性等の比較検
討を可能とする。この
ため、関連する専門家
の意見を聴きつつ、メ
タデータの標準的
フォーマットを作成
し、関係府省等におけ
る普及を図ること等を
検討する。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（１）⑦
環境情報の
収集、整
理、提供に
関する国際
協力ネット
ワークの強
化・構築

・海外の環境の状況や
取組に関する情報収集
の強化、推進を図る。
そのため、海外で公開
されている情報に加
え、国際機関、外国の
環境行政機関、環境関
係の団体等との人的つ
ながりにより入手する
オリジナルの情報を含
め、海外の環境に関す
る情報の整備、蓄積及
びその活用を図ってい
く。

○経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）や国連
環境計画（ＵＮＥＰ）等の国際機関が開
催する各種環境関連の国際会議への出
席、各国からの要人来訪の積極的な受け
入れ、在京各国大使館の環境アタッシェ
等との交流等を通じて、海外の環境の状
況や諸外国の環境政策等に関する情報の
収集、蓄積を行った。

○海外の環境の状況や取組に関する情報
収集の強化、推進を図った。具体的に
は、在外公館を通じて各種環境関連情報
を積極的に収集し、これらを国際会議へ
の対応や各種国内施策に活用した。

○引き続き、国際会議への参加、要人来
訪の受け入れ、在京各国環境アタッシェ
等との交流を進めていく。

○平成21年度に引き続き、海外における
環境情報の収集強化のため、在外公館と
の間での積極的な情報交換及び国連環境
計画（ＵＮＥＰ）や各条約事務局を始め
とする関係国際機関との連携強化に努め
る。また、収集した情報は適宜、関係府
省との共有に努める。

・第３回地球観測サ
ミット（平成17年２月
16日）において採択さ
れた全球地球観測シス
テム(ＧＥＯＳＳ)10年
実施計画に基づき,地球
観測情報の国際的な共
有に向けた情報の収
集、整理、提供を引き
続き推進する。

○各国の国家地図作成機関と協力して地
球地図のデータ整備を行うと同時に、地
球地図の整備・利活用促進のために地球
地図の仕様を改訂した。

○気象庁においては、アジアにおける中
核的な気象機関として、全世界的に標準
化された気象観測、データ処理・データ
交換のネットワークを通じ、引き続き気
象、気候分野における情報の収集、整
理、提供を実施した。

○文部科学省がとりまとめた調査結果等
をもとに引き続き、情報収集、整理、提
供を実施した。

○地球地図の整備を進めるとともに途上
国への技術支援等を行う。

○気象庁においては、アジアにおける中
核的な気象機関として、全世界的に標準
化された気象観測、データ処理・データ
交換のネットワークを通じ、引き続き気
象、気候分野における情報の収集、整
理、提供を実施する。

○文部科学省が取りまとめる調査結果を
もとに、情報収集、整理、提供を実施す
る。

・国境を越える環境汚
染等の問題について、
クリーンアジア・イニ
シアティブ等の情報収
集及び利用のための国
際協力ネットワークの
構築を目指す。これに
向け、環境省において
は、アジアを中心とす
る国際協力の枠組みの
全体像を把握し、その
結果について情報の共
有を図ること等を関係
府省と連携して検討す
る。

○21年度は、日中韓三カ国環境大臣会合
（ＴＥＭＭ）及びクリーンアジア・イニ
シアティブ（ＣＡＩ）のホームページの
作成に向けて必要な検討を行った。ま
た、ＣＡＩニュースレターの発行を行う
など、各種情報発信を行った。

○日中韓三カ国環境大臣会合（ＴＥＭ
Ｍ）及びクリーンアジア・イニシアティ
ブ（ＣＡＩ）のホームページを、それぞ
れ、平成22年５月１日、平成22年７月１
日に公開した。引き続き、関係省庁と連
携しつつ、今後の情報収集のあり方や公
開方法について検討を行うと共に、情報
収集等のための各種調査を行う。また、
21年度で調査した報告書等については、
これを関係部署及び関係省庁と共有を図
るとともにホームページに公開する。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）①
環境と経済
社会活動等
に関する情
報の提供強
化

・（１）に基づく取組
により収集された環境
と経済社会活動等に関
する情報提供を、環境
情報の利用に関するア
ンケート調査結果等を
踏まえ、強化する。そ
の際、パンフレット等
の紙媒体とインター
ネットウェブやメール
マガジン等の電子媒体
の利用とのベストミッ
クスにも配慮する。

○環境と経済社会活動に関する情報提供
について、環境経済情報を体系的に整備
した「環境経済情報ポータルサイト」を
構築しており、平成22年度よりインター
ネットによる情報提供を開始する予定。
また、環境産業関連企業の景況感等に関
する調査「環境経済観測」を試行実施す
るとともに、環境産業に係る市場・雇用
規模を推定し、公表した。

○自然環境保全基礎調査等で収集した自
然環境に関する情報について、情報の更
新、ウェブでの閲覧機能の改良等を行
い、情報提供の機能を強化した。

○環境と経済社会活動に関する情報提供
について、①環境経済情報ポータルサイ
トによる情報提供を開始するとともに、
追加コンテンツを検討、②「環境経済観
測」の本格実施、③環境産業市場・雇用
規模の推定を行う。

○自然環境保全基礎調査等で収集した自
然環境に関する情報について、情報の更
新を図りつつ、ウェブ等を利用した情報
提供を継続する。

・環境省のホームペー
ジ上に、政策課題別に
関連情報を統一的に提
供するポータルサイト
の構築についての検討
を開始する。

○環境省において、我が国における環境
政策情報に関するポータルサイトの作成
について、サイトの構成や内容等につい
て検討を行った。また、同検討内容につ
いて、第８回環境情報専門委員会におい
て進捗報告を行った。

○平成21年度に行なった、我が国におけ
る環境政策情報に関するポータルサイト
の作成に関する検討を踏まえ、関係府省
との連携をとりつつ、平成22年度内の早
い時期に同ポータルサイトの運用を開始
する。

・同ホームページ利用
者からのサイトに関す
る意見等を踏まえて、
利用主体別のサイトの
計画的な構築について
検討を行う。

○環境省において、我が国における環境
政策情報に関するポータルサイトの作成
に当たって、同サイトのページ案等に対
するＷＥＢアンケート調査を行い、利用
者主体別・利用頻度別の幅広い意見を受
けた。

○平成22年度に運用を予定している我が
国における環境政策情報に関するポータ
ルサイトについて、利用者のニーズを把
握するための調査を行い、同ポータルサ
イトによる情報発信の改善を図る。

５（１）⑧
ITの活用

・ＩＴや各種センサー
の開発普及状況を踏ま
え、環境分野の政策立
案及び実施の参考とな
る情報基盤の構築に有
用なＩＴの活用強化に
ついて検討する。その
検討結果を踏まえ、環
境省始め関係府省等に
おける情報システムの
更新等の機会に、これ
ら技術の汎用性等に配
慮しつつ、導入の可
否、適否について検討
した上で、導入可能な
ものについて、実施を
促進する。

○環境省において、我が国における環境
政策情報に関するポータルサイトの作成
について、サイトの構成や内容等につい
て検討を行った。また、当該検討に併せ
て、同サイトのページ案等に対するＷＥ
Ｂアンケート調査を行い、利用者主体
別・利用頻度別の幅広い意見を受けた。

○昨年度に引き続き、我が国における環
境政策情報に関するポータルサイトに関
して、利用者のニーズ等の調査を行い、
幅広く同ポータルサイトの改善に資する
情報の収集を図る。

○ＩＴの活用強化に当たっては、以下の
国立環境研究所の取組を参考にしつつ、
進めていく。
・環境情報メディア「環境展望台」で
は、情報源情報の登録から検索までの一
連のプロセスをシステムとして持ってい
る。
・ＷｅｂＡＰＩが公開されているので、
「環境展望台」の検索機能を他のサイト
でも利用することができ、環境展望台で
収集した情報は、同サイトだけでなく、
様々な流通経路を通して配信可能となっ
ている。

５（２）②
我が国にお
ける環境政
策情報に関
するポータ
ルサイトの
構築等
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）③
海外に対す
る情報発信
の強化

・環境省のホームペー
ジ等における海外向け
の情報サイトを通じ、
我が国の公害克服経験
や環境政策の最新の動
向及び企業、ＮＰＯ等
による環境保全活動や
国際機関による我が国
の環境政策の評価等に
関する情報の英語等で
の発信を強化してい
く。

○公害関連情報を環境省ＨＰ上（英語
版）で一体的に提供することを念頭に、
関連する情報を提供しているサイトの情
報を、典型７公害を基準として、収集・
整理した。

○日本の環境政策が客観的に評価されて
いる情報を提供するため、ＯＥＣＤが
1994年と2002年に行った対日環境保全成
果レビューの内容の整理を行った。

○平成21年度において行った検討結果を
基に、公害関連情報の環境省HP上での発
信を、平成22年度内に速やかに行う。

○平成22年に行われたＯＥＣＤによる対
日環境保全成果レビューの内容を整理
し、公害関連情報の環境省ＨＰ上での提
供と共に、発信を行う。

・ＩＴ新改革戦略（平
成18年１月19日ＩＴ戦
略本部決定）等を踏ま
え、情報提供に向けた
行政部内における情報
の作成、編集過程の効
率化、利用者による利
用の向上を図るため、
ＩＴを積極的に活用す
る。

○収集した環境情報や環境に配慮した取
組について、例えば以下のような形で、
ＨＰ等のＩＴ技術を活用して情報発信を
行った。
・交通管制システムにより収集、分析し
たデータを交通情報として、カーナビ、
携帯電話、インターネット等を活用して
広く提供した。
・環境配慮の方針，環境物品等の調達及
び温室効果ガス等の排出の削減に配慮し
た契約を行い，その情報をHP上で公開し
た。

○環境省が行う利用者主体別の環境情報
に関するアンケート調査結果等を環境情
報戦略連絡会を通じて共有を図るととも
に、同アンケート結果等を踏まえ、関係
府省の協力の下、環境省が設置を予定し
ている環境情報の一元的な提供を行う
ポータルサイトの利用性の向上を図る。

・特に、ＧＩＳについ
て、利用の向上や新た
な検索技術との連携等
に関し必要な調査を実
施し、その成果の活用
を図る。また、個々の
情報が有する意味の関
連性をたどって検索で
きる手法等について、
現在開発が進められて
いるデータの統合や解
析を行うシステム等を
参考としつつ検討を実
施する。

○先行事例等の技術的な要素の情報収集
を行い、実施策として適用可能性の評価
を行った。

○文部科学省において、地球観測デー
タ、気候変動予測データと社会経済情報
の統合解析によって科学的・社会的有用
な情報を提供する「データ統合・解析シ
ステム」の構築を進めた。

○ＧＩＳに関する機能、データ仕様等に
ついて整理し、利用のための検討を行っ
ていく。

○文部科学省は、前年度に引き続き
「データ統合・解析システム」の構築を
実施する。

○我が国における環境政策情報に関する
ポータルサイトの構築に併せて検討を行
い、地方公共団体のポータルサイトであ
る「知恵の環　地域環境行政支援情報シ
ステム」や、国立環境研究所及び地方環
境研究所といった公的研究機関のサイト
との連携・相互リンク等を検討していく
こととした。

○我が国における環境政策情報に関する
ポータルサイトの運用にあたって、地方
公共団体のポータルサイトである「知恵
の環　地域環境行政支援情報システム」
や、国立環境研究所及び地方環境研究所
といった公的研究機関のサイトとの連
携・相互リンク等を検討していくととも
に、利用者のニーズを踏まえつつ、ワン
ストップで環境情報が取得できる仕組み
のあり方を検討する。

○同検討を行うに当たっては、国立環境
研究所の以下の状況を踏まえて行ってい
く。
・情報源情報の検索システムとして、環
境情報メディア「環境展望台」の「検
索・ナビ」が公開された。
・情報源情報の検索を補完する目的で、
「検索・ナビ」に、クローラによる横断
検索機能が組み込まれている。

５（２）④
ITの活用に
よる情報提
供の展開

・環境省始め関係府
省、地方公共団体、公
的研究機関（大学等を
除く）のホームページ
内の関連ページ同士の
リンクを緊密にするこ
とを通じ、ワンストッ
プで情報（源）がわか
るような仕組みの構築
を進める。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）⑤
環境情報の
信頼性、正
確性の確保
等

・環境情報の信頼性、
正確性等を確保するた
め、当面特に取り組む
施策として、グリーン
購入の信頼回復と適正
化に向けた対応を進め
る。

○グリーン購入の普及拡大に不可欠な特
定調達品目の信頼性確保に資するため、
古紙配合率及び再生プラスチック配合率
に関する科学的調査手法の検討及び適合
性評価を行う際に参照すべき法令、指
針、規格等の整理を行った。また、古紙
配合率については検証も実施した。

○前年度に引き続き、再生プラスチック
の科学的調査手法の検討と100検体程度
の検証を実施する予定。また、前年度に
実施した古紙パルプ配合率の検証結果を
検討会に諮問の上、一般に情報提供する
とともに、事業の成果を活用した「信頼
性確保のためのガイドライン」を策定・
公表予定。

５（２）⑥
情報収集の
計画段階に
おける情報
提供のあり
方に関する
検討

・収集した情報を利用
者にわかりやすく加工
して提供するため、情
報収集の計画段階か
ら、データを収集した
機関において、情報管
理者、コーディネータ
の役割を意識した取組
がなされるようにす
る。このため、当該情
報を必要とするグルー
プや情報の使われ方を
踏まえて適切な内容と
提供方法にするための
検討項目のリスト化に
ついて検討し、その成
果を政府全体に普及さ
せることを検討する。

○環境情報の各利用主体が、現在の環境
情報の提供状況にどのようなニーズや不
満を持っているのかを明らかにするた
め、ＷＥＢアンケート調査を行い、利用
者主体別・利用頻度別の幅広い意見を受
けた。

○昨年度に引き続き、利用者の環境情報
に対するニーズ等の調査を行っていく。

５（２）⑦
「見える
化」等のた
めの効果的
な取組方法
の検討実施

・温室効果ガス排出量
の「見える化」等に関
する効果的な情報提供
についての取組方法を
検討し、実施する。

○環境省では、近年増加傾向にある家庭
部門の温室効果ガス排出量削減に向け
て、国民の環境行動を促進するため、温
室効果ガス排出削減に資する製品・サー
ビスの購入・利用や行動に対して、経済
的なインセンティブとなるポイントを付
与するエコ・アクション・ポイントのモ
デル事業を実施。平成21年度において
は、公募により全国型モデル事業３件・
地域型モデル事業６件を採択し実施し
た。

○環境省において、「見える化」による
温室効果ガスの削減効果の把握のための
調査を行った。

○農林水産省においては、消費者にとっ
て理解しやすく、生産者等が取り組みや
すい表示となるよう農産物等の見える化
手法について検討。

○平成21年度より、農林水産省、経済産
業省、国土交通省及び環境省が連携し
て、製品の温室効果ガス排出量を見える
化するカーボンフットプリント制度試行
事業を実施。

○カーボンフットプリントマーク貼付の
許諾が認められた製品は91件となってい
る。

○昨年度に引き続き、エコ・アクショ
ン・ポイントのモデル事業を実施する。
平成23年度以降、経済的に自立した民間
主導のエコポイントビジネスとして展開
していくことを目指し、より多くの消費
者や企業に対して参加を呼び掛けるな
ど、エコ・アクション・ポイントの普及
促進に努める。

○「見える化」による温室効果ガスの削
減効果及び効果的な削減のための情報提
供の在り方について、実測調査により検
証する。また、家庭・業務部門におけ
る、ＣＯ２排出実態の測定方法について
も併せて検討する。

○農林水産業由来の排出に関する基礎的
データの整備等、生産者が見える化に実
際に取り組むにあたっての環境整備を行
う。

○カーボンフットプリント制度において
は、21年度試行事業を踏まえて、消費
者・事業者が取り組みやすいよう制度の
構築・改善を図る。
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項　目 戦略 平成21年度における進捗状況
平成22年度に実施を予定している

具体的な業務の内容

５（２）⑧
関係団体と
の連携協力

・本戦略の推進に係る
関係団体との会議の設
置等を検討する。それ
により、関係団体との
役割分担を明らかにし
つつ、連携協力の下、
本戦略に基づく施策を
実施する。

（平成22年度から検討実施予定） ○関係団体との役割分担、連携協力、本
戦略に基づく施策の効果的な実施の観点
から、関係団体との会議のあり方につい
て検討を行う。
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別
表

２
項

　
目

具
体

的
な

措
置

、
方

策
等

担
当

府
省

実
施

時
期

平
成

2
1
年

度
中

の
検

討
状

況
又

は
進

捗
状

況
平

成
２

２
年

度
に

実
施

を
予

定
し

て
い

る
施

策
等

○
　

気
象

庁
と

協
力

し
て

、
同

庁
が

作
成

す
る

気
候

統
計

を
活

用
し

て
気

候
変

動
に

関
す

る
科

学
的

分
析

や
国

民
へ

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
気

象
庁

が
作

成
す

る
気

候
統

計
を

活
用

し
、

文
科

省
、

気
象

庁
と

共
同

で
2
0
0
9
年

1
0

月
に

「
温

暖
化

の
観

測
・
予

測
及

び
影

響
評

価
統

合
レ

ポ
ー

ト
」
の

作
成

、
公

表
を

す
る

な
ど

気
候

変
動

に
関

す
る

科
学

的
分

析
・

普
及

啓
発

を
行

っ
た

。

○
気

象
庁

が
作

成
す

る
気

候
統

計
を

活
用

す
る

な
ど

し
て

、
気

候
変

動
に

関
す

る
シ

ン
ポ

ジ
ウ

ム
を

行
う

な
ど

、
気

候
変

動
に

関
す

る
科

学
的

分
析

や
国

民
へ

の
普

及
啓

発
を

行
う

。

○
　

関
係

府
省

と
協

力
し

て
、

こ
の

数
年

内
に

、
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

及
び

吸
収

に
関

す
る

統
計

デ
ー

タ
の

充
実

や
気

候
変

動
に

よ
る

影
響

（
人

間
、

農
作

物
、

建
築

物
等

）
に

関
す

る
統

計
を

整
備

す
る

。

環
境

省
平

成
2
2
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
環

境
省

に
お

い
て

設
置

し
て

い
る

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
算

定
方

法
検

討
会

等
に

お
い

て
関

係
府

省
と

協
力

し
て

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
・
吸

収
量

の
算

定
に

用
い

る
統

計
デ

ー
タ

の
充

実
や

統
計

デ
ー

タ
の

と
り

ま
と

め
の

早
期

化
に

つ
い

て
検

討
を

行
っ

た
。

今
後

も
、

同
検

討
会

等
に

お
い

て
引

き
続

き
検

討
を

進
め

て
い

く
予

定
。

○
温

室
効

果
ガ

ス
イ

ン
ベ

ン
ト
リ
及

び
議

定
書

補
足

情
報

の
作

成
に

当
た

っ
て

、
算

定
方

法
及

び
使

用
デ

ー
タ

の
確

認
・
検

討
、

統
計

・
文

献
調

査
等

の
情

報
収

集
・
検

討
を

行
っ

た
。

今
後

は
吸

収
・
排

出
量

の
算

定
及

び
品

質
管

理
を

進
め

て
い

く
予

定
。

○
温

室
効

果
ガ

ス
排

出
量

算
定

方
法

検
討

会
を

開
催

し
、

排
出

量
算

定
方

法
や

排
出

係
数

の
見

直
し

を
引

き
続

き
実

施
す

る
予

定
。

○
専

門
家

に
よ

る
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

を
設

置
し

、
気

候
変

動
に

よ
る

影
響

（
人

間
、

農
作

物
、

建
築

物
等

）
に

関
す

る
統

計
整

備
の

検
討

を
実

施
す

る
。

○
総

務
省

は
、

環
境

省
及

び
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
と

共
同

し
て

、
各

世
帯

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

の
実

態
（
電

力
、

都
市

ガ
ス

、
プ

ロ
パ

ン
ガ

ス
、

灯
油

、
ガ

ソ
リ
ン

等
）
と

耐
久

財
の

保
有

状
況

の
関

係
を

世
帯

属
性

ご
と

に
把

握
で

き
る

よ
う

な
統

計
を

作
成

す
る

。

総
務

省
、

環
境

省
、

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

平
成

2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
平

成
2
1
年

全
国

消
費

実
態

調
査

の
耐

久
財

等
調

査
票

に
お

い
て

、
関

連
す

る
調

査
項

目
の

一
部

（
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ト
車

・
電

気
自

動
車

等
）
を

導
入

し
、

調
査

を
実

施
。

○
総

務
省

が
、

環
境

省
と

調
整

を
行

っ
た

上
で

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

に
関

す
る

特
別

集
計

を
行

い
、

2
3
年

度
に

公
表

予
定

。

○
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
関

連
の

一
次

統
計

に
つ

い
て

は
、

既
存

の
公

表
デ

ー
タ

を
精

査
し

、
必

要
性

を
確

認
の

上
、

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

な
ど

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

つ
い

て
の

公
的

な
一

次
統

計
の

作
成

に
つ

い
て

検
討

を
開

始
す

る
。

関
係

府
省

（
農

林
水

産
省

、
資

源
エ

ネ
ル

ギ
ー

庁
）

平
成

2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
既

存
の

公
表

デ
ー

タ
を

精
査

し
、

公
的

な
一

次
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

検
討

し
て

い
る

と
こ

ろ
。

具
体

的
に

は
「
平

成
2
1
年

度
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
等

導
入

促
進

基
礎

調
査

（
新

エ
ネ

ル
ギ

ー
の

統
計

整
備

に
関

す
る

基
礎

調
査

）
」
を

行
い

、
既

存
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
統

計
デ

ー
タ

等
か

ら
、

新
エ

ネ
ル

ギ
ー

等
の

普
及

実
績

に
係

る
現

行
の

集
計

方
法

を
分

析
・
評

価
し

た
。

○
２

１
年

度
に

行
っ

た
調

査
内

容
を

踏
ま

え
、

公
的

な
一

次
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

引
き

続
き

検
討

を
行

う
。

(５
) 
環

境
に

関
す

る
統

計
の

段
階

的
な

整
備
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項
　

目
具

体
的

な
措

置
、

方
策

等
担

当
府

省
実

施
時

期
平

成
2
1
年

度
中

の
検

討
状

況
又

は
進

捗
状

況
平

成
２

２
年

度
に

実
施

を
予

定
し

て
い

る
施

策
等

○
　

総
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
統

計
に

つ
い

て
は

、
政

策
立

案
や

地
球

温
暖

化
対

策
を

実
施

し
う

る
よ

う
、

速
報

値
の

公
表

に
つ

い
て

、
正

確
性

を
確

保
し

つ
つ

、
早

期
化

に
努

め
る

。
そ

の
た

め
、

関
係

府
省

は
、

総
合

エ
ネ

ル
ギ

ー
統

計
の

作
成

に
利

用
す

る
基

礎
統

計
に

つ
い

て
前

年
度

デ
ー

タ
の

速
報

値
を

で
き

る
だ

け
早

期
に

利
用

で
き

る
よ

う
努

め
る

。

資
源

エ
ネ

ル
ギ

ー
庁

、
関

係
府

省
（
林

野
庁

、
経

済
産

業
省

、
国

土
交

通
省

等
）

平
成

2
1
年

度
か

ら
実

施
す

る
。

○
総

合
エ

ネ
ル

ギ
ー

統
計

に
つ

い
て

は
、

１
次

統
計

の
作

成
・
提

供
を

受
け

る
各

府
省

と
の

連
携

の
下

、
統

計
の

正
確

性
に

配
慮

し
つ

つ
速

報
値

公
表

の
早

期
化

に
対

応
。

○
総

合
エ

ネ
ル

ギ
ー

統
計

に
つ

い
て

は
、

１
次

統
計

の
作

成
・
提

供
を

受
け

る
各

府
省

と
の

連
携

の
下

、
統

計
の

正
確

性
に

配
慮

し
つ

つ
速

報
値

公
表

の
早

期
化

に
対

応
す

る
。

○
　

廃
棄

物
及

び
副

産
物

を
把

握
す

る
統

計
の

整
備

に
つ

い
て

、
検

討
す

る
場

を
設

け
る

。

関
係

府
省

（
農

林
水

産
省

、
経

済
産

業
省

、
環

境
省

）

平
成

2
1
年

度
に

設
置

す
る

。
○

関
係

府
省

、
学

識
経

験
者

、
産

業
界

関
係

者
か

ら
な

る
「
廃

棄
物

統
計

の
精

度
向

上
及

び
迅

速
化

の
た

め
の

検
討

会
」
を

設
置

し
、

平
成

2
1
年

1
2
月

よ
り

計
４

回
実

施
し

た
。

そ
の

結
果

、
確

定
値

が
ま

と
ま

る
ま

で
の

間
、

速
報

値
を

算
出

す
る

こ
と

、
統

計
の

さ
ら

な
る

精
緻

化
の

検
討

を
行

う
こ

と
と

さ
れ

た
。

○
関

係
府

省
、

学
識

経
験

者
、

産
業

界
関

係
者

か
ら

な
る

「
廃

棄
物

統
計

の
精

度
向

上
及

び
迅

速
化

の
た

め
の

検
討

会
」
を

平
成

２
１

年
度

に
引

き
続

き
設

置
し

、
平

成
2
2

年
７

月
よ

り
計

４
回

実
施

す
る

予
定

。
○

速
報

値
算

出
に

不
足

す
る

関
連

統
計

デ
ー

タ
の

推
計

手
法

の
検

討
や

精
度

向
上

の
た

め
に

主
な

関
連

統
計

値
の

比
較

と
循

環
利

用
量

の
算

出
構

造
の

整
理

等
を

行
っ

て
い

く
。

○
　

総
務

省
及

び
経

済
産

業
省

と
協

力
し

て
、

環
境

分
野

分
析

用
の

産
業

連
関

表
の

充
実

に
つ

い
て

の
検

討
を

開
始

す
る

。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
産

業
連

関
表

の
充

実
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
専

門
的

な
知

見
を

踏
ま

え
た

検
討

及
び

そ
の

た
め

の
予

算
要

求
が

必
要

で
あ

る
と

の
結

論
を

得
た

。
同

結
論

を
踏

ま
え

、
平

成
2
1
年

度
に

産
業

連
関

表
関

連
予

算
の

要
求

を
行

い
、

平
成

2
2
年

度
予

算
を

確
保

し
た

。

○
専

門
家

か
ら

の
意

見
聴

取
を

行
う

と
と

も
に

、
関

係
府

省
と

連
携

し
つ

つ
、

環
境

分
野

分
析

用
の

産
業

連
関

表
の

作
表

方
法

の
検

討
を

行
う

。

○
　

総
務

省
始

め
関

係
府

省
と

協
力

し
て

、
こ

の
数

年
内

に
環

境
に

関
す

る
統

計
と

経
済

社
会

領
域

の
統

計
（
人

口
、

経
済

活
動

、
建

築
、

建
設

物
、

社
会

施
設

等
）
を

地
理

情
報

上
に

結
び

付
け

て
、

領
域

環
境

統
計

を
構

築
す

る
こ

と
の

検
討

を
開

始
す

る
。

環
境

省
平

成
2
1
年

度
か

ら
検

討
す

る
。

○
2
1
年

度
は

、
検

討
の

た
め

、
先

行
事

例
等

の
技

術
的

な
要

素
の

情
報

収
集

を
行

い
、

実
施

策
と

し
て

適
用

可
能

性
の

評
価

を
行

っ
た

。

○
領

域
環

境
統

計
の

構
築

に
関

す
る

機
能

、
デ

ー
タ

仕
様

等
に

つ
い

て
整

理
し

、
利

用
の

た
め

の
検

討
を

行
っ

て
い

く
。

３
　

社
会

的
・

政
策

的
な

ニ
ー

ズ
の

変
化

に
応

じ
た

統
計

の
整

備
に

関
す

る
事

項 (５
) 
環

境
に

関
す

る
統

計
の

段
階

的
な

整
備
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Ⅴ おわりに 

 

○ 第三次環境基本計画を基本として進められている我が国の環境施策を概観すると、「地

球温暖化問題に対する取組」分野については、地球温暖化対策推進法（平成 10 年法律第

117 号）に基づく京都議定書目標達成計画や低炭素社会づくり行動計画が、「物質循環の

確保と循環型社会の構築のための取組」分野については、循環型社会形成推進基本法（平

成 12 年法律第 110 号）に基づく第二次循環型社会形成推進基本計画が、「生物多様性の保

全のための取組」分野については、第三次生物多様性国家戦略のほか、生物多様性基本法

（平成 20 年法律第 58 号）に基づく生物多様性国家戦略 2010 が策定されるなど、近年、各

分野における環境施策の基本的枠組みが充実してきました。 

  また、環境施策全体を対象として、重点的に着手すべき８つの戦略を掲げた 21 世紀環境

立国戦略（平成 19 年６月閣議決定）が策定されており、施策の重点化も進められています。 

  このように、充実が図られてきた基本的な枠組みの下、様々な主体が連携して取組を総

合的に進めるためには、今後、国レベルのみならず、地域レベルでの各施策の基本的枠組

みの充実や、地球レベルでの施策の戦略的な展開も進めるべきです。 

 

○ 各主体の視点では、分野相互間の連携も視野に入れつつ、環境基本計画を基本とした施

策の基本的枠組みの下、当該枠組みの中で設定されている目標を常に念頭に置き、求めら

れている取組を進めるべきであり、特に、国、地方公共団体等の行政主体は、当該目標を

達成するために必要かつ十分な具体的施策を、目標達成に向けた工程とともに立案し、着

実に推進していくべきです。 

  また、国、地方公共団体等の行政主体は、各主体の取組の効果を客観的に評価する仕組

みを構築し、当該評価を通じて、目標達成に向けた各主体の取組を促進するべきです。 

   その上で、全府省を通して、個別の施策や予算が環境基本計画に照らして一貫するよう、

点検し反映する必要があります。 

 

○ 第三次環境基本計画の策定以降のこの４年余の各主体の取組を見ると、進展はみられる

ものの、各分野で未だ多くの課題を抱えている状況にあります。 

  恵み豊かな環境の中で幸福に暮らせる持続可能な社会の実現に向け、環境保全の取組が

着実に進むよう、これまでの点検結果と合わせて、今回の点検結果（特に「今後の政策に

向けた提言」）に示した内容を、各界各層に広く周知するとともに、国、地方公共団体等

の行政主体については、環境基本計画の目標達成に向け、具体的施策に反映し、引き続き、

着実に環境施策を進めていくべきです。 

  また、今後予定されている第三次環境基本計画の見直しにおいては、現下の経済社会状

況の変化を踏まえつつ、これまで４回の点検結果を適切に反映させることが必要です。 
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注釈  

 

Ⅲ ３. 化学物質の環境リスクの低減に向けた取組 
 

（注Ⅲ－３－１）Ｊａｐａｎチャレンジプログラム … 官民連携既存化学物質安全性情報収

集・発信プログラム。産業界と国が連携して、化審法制定以前から製造・輸入されていた

既存化学物質の安全性情報の収集を加速し、化学物質の安全性について広く国民に情報発

信する政策プログラム。 

 

（注Ⅲ－３－２）Ｊ-ＣＨＥＣＫ … 化審法データベース。厚生労働省、経済産業省及び環境省

が、化審法に関する化学物質の安全性情報を広く国民に発信するために作成し、インター

ネット上で公開している。 

 

（注Ⅲ－３－３）ＰＯＰｓ条約 … 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約。環境中

での残留性、生物蓄積性、人や生物への毒性が高く、長距離移動性が懸念されるポリ塩化

ビフェニル（ＰＣＢ）、ＤＤＴ等の残留性有機汚染物質（ＰＯＰｓ：Persistent Organic 

Pollutants）の、製造及び使用の廃絶、排出の削減、これらの物質を含む廃棄物等の適正

処理等を規定している条約。日本等条約を締結している締約国は、対象となっている物質

について、各国がそれぞれ条約を担保できるように国内の法令で規制することになってい

る。対象物質については、ＰＯＰｓ検討委員会（ＰＯＰＲＣ）において議論されたのち、

締約国会議（ＣＯＰ）において決定される。 

 

（注Ⅲ－３－４）ＣＣＡ処理木材 … 防腐、防蟻等のため，クロム・銅・砒素化合物系木材防

腐剤（ＣＣＡ薬剤）を注入処理等した木材。 

 

（注Ⅲ－３－５）ＭＳＤＳ制度 … 化管法に基づき、第一種指定化学物質、第二種指定化学物

質及びそれらを含有する製品（指定化学物質等）を他の事業者に譲渡・提供する際、その

性状及び取扱いに関する情報（ＭＳＤＳ：Material Safety Data Sheet）の提供を義務付

ける制度。 

 

（注Ⅲ－３－６）ＷＳＳＤ2020 年目標 … 2002 年の持続可能な開発に関する世界サミットで合

意された「2020 年までに人及び環境への悪影響を最小化する方法で化学物質を生産・使用

する」という目標。 

 

（注Ⅲ－３－７）ＯＥＣＤ/ＨＰＶプログラム … 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）を中心に、国

際的な協力によって高生産量（ＨＰＶ）化学物質の安全性情報を収集する取組が開始され

ており、ＯＥＣＤ/ＨＰＶプログラムは、ＨＰＶ化学物質（ＯＥＣＤ加盟国の少なくとも１

ヶ国で年間 1,000 トン以上生産されている化学物質）について安全性情報を収集し、有害

性のおそれに係る初期評価を行うプログラムである。 
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（注Ⅲ－３－８）ＢＡＴ及びＢＥＰ … ＢＡＴ（Best Available Techniques）は「利用可能な

最良の技術」、ＢＥＰ（Best Environmental Practices）は「環境のための最良の慣行」

を意味する。 

 

（注Ⅲ－３－９）ＧＨＳ … ＧＨＳ（Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals）は、「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」、

即ち、世界的に統一されたルールに従って、化学品を危険有害性の種類と程度により分類

し、その情報が一目で分かるよう、ラベル表示したり、安全データシートを提供したりす

るシステム。2003 年に国際連合によって採択された。 

 

Ⅲ ５.  環境保全の人づくり・地域づくりの推進 
 

（注Ⅲ－５－１）事例集やデータベースの詳細は、以下を参照。  

◇環境教育・学習情報データベース（ＥＣＯ学習ライブラリー）について 

→http://www.eeel.go.jp/ 

（環境省・文部科学省ホームページ） 

◇環境カウンセラーについて 

 →http://www.env.go.jp/policy/counsel/02.html 

（環境省ホームページ） 

 ◇事業型環境ＮＰＯ・社会的企業になるためのポイント集について 

→http://www.geic.or.jp/geic/partnership/index.html 

  （地球環境パートナーシッププラザ・ホームページ） 

 ◇地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）策定マニュアルの参考資料（地方公

共団体における施策事例）について 

  →http://www.env.go.jp/earth/ondanka/sakutei_manual/manual0906.html 

（環境省ホームページ） 

 

（注Ⅲ－５－２）「循環・共生・参加まちづくり表彰」等の詳細は、以下を参照。 

◇「循環・共生・参加まちづくり表彰」について 

  →http://www.env.go.jp/policy/info/sympo_01.html 

（環境省ホームページ） 

 ◇〈参考〉 

全国市長会では、「環境都市の挑戦～都市における低炭素社会に向けたまちづくり事例

集～」を策定し、地域における先進的事例を普及啓発しています。 
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8
/
2
4
1
2

1
7
1
4
/
2
2
5
5

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

水
質

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
3
9
/
1
9
1
2

3
9
/
1
8
7
0

4
5
/
1
8
1
8

2
8
/
1
7
1
4

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

汚
染

状
況

調
査

を
行

っ
た

地
点

数
／

検
体

数
：
底

質
1
6
2
3
/
1
7
3
0

1
5
4
8
/
1
6
4
0

1
5
0
5
/
1
5
7
5

1
3
9
8
/
1
4
6
3

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

底
質

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
6
/
1
6
2
3

4
/
1
5
4
8

8
/
1
5
0
5

6
/
1
3
9
8

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

汚
染

状
況

調
査

を
行

っ
た

地
点

数
／

検
体

数
：
地

下
水

9
2
2
/
9
2
4

8
7
8
/
8
8
1

7
5
9
/
7
6
2

6
3
4
/
6
3
5

未
集

計

＜
公

共
用

水
域

水
質

測
定

＞

＜
地

下
水

質
測

定
の

概
況

調
査

＞

＜
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

に
よ

る
汚

染
状

況
の

把
握

の
た

め
の

環
境

調
査

＞
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ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

地
下

水
質

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
0
/
9
2
2

1
/
8
7
8

2
/
7
5
9

0
/
6
3
4

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

汚
染

状
況

調
査

を
行

っ
た

地
点

数
／

検
体

数
：
土

壌
1
7
8
2
/
1
7
8
2

1
5
0
5
/
1
5
1
4

1
2
8
5
/
1
2
9
4

1
0
7
3
/
1
0
8
2

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

土
壌

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
3
/
1
7
8
2

0
/
1
5
0
5

0
/
1
2
8
5

0
/
1
0
7
3

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

水
質

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
3
/
2
3
9

5
/
2
2
4

8
/
2
2
7

7
/
2
4
0

未
集

計

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
の

底
質

環
境

基
準

超
過

地
点

数
／

調
査

地
点

数
0
/
2
4
8

0
/
2
3
1

0
/
2
2
9

0
/
2
5
1

未
集

計

内
分

泌
か

く
乱

化
学

物
質

の
調

査
を

行
っ

た
地

点
数

：
水

質
9
0

9
9

9
6

7
2

未
集

計

底
質

の
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

技
術

資
料

集
の

策
定

河
川

、
湖

沼
に

お
け

る
底

質
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

対
策

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
（
案

）
の

改
訂

海
水

・
海

底
堆

積
物

中
の

油
分

、
P

C
B

、
重

金
属

、
有

機
ｽ

ｽ
ﾞ化

合
物

の
調

査
／

調
査

点
数

6
2

4
6

4
7

4
7

4
6

海
水

中
の

C
O

D
の

調
査

／
調

査
点

数
5
5

4
6

4
3

4
0

4
0

≪
人

の
健

康
及

び
生

態
系

に
対

す
る

リ
ス

ク
評

価
手

法
等

の
調

査
研

究
・
開

発
状

況
と

そ
の

課
題

≫

＜
環

境
リ

ス
ク

初
期

評
価

の
実

施
＞

リ
ス

ク
評

価
終

了
(物

質
数

)
2
9

2
9

3
2

3
3

2
3

＜
平

成
2
1
年

改
正

化
審

法
に

お
け

る
化

学
物

質
の

リ
ス

ク
評

価
ス

キ
ー

ム
に

関
す

る
調

査
＞

化
審

法
に

お
け

る
優

先
評

価
化

学
物

質
に

関
す

る
リ

ス
ク

評
価

及
び

一
般

化
学

物
質

に
関

す
る

ス
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
評

価
の

技
術

ガ
イ

ダ
ン

ス
（
案

）
の

策
定

＜
内

分
泌

か
く
乱

作
用

の
試

験
の

国
際

標
準

化
＞

日
本

提
案

の
試

験
法

O
E
C

D
テ

ス
ト

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

4
5
5
の

承
認

及
び

公
開

化
審

法
に

お
け

る
第

二
種

及
び

第
三

種
監

視
化

学
物

質
に

関
す

る
リ

ス
ク

評
価

の
技

術
ガ

イ
ダ

ン
ス

（
案

）
の

策
定

＜
河

川
・
湖

沼
に

お
け

る
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

・
内

分
泌

か
く
乱

化
学

物
質

の
調

査
・
対

策
の

推
進

＞

＜
海

洋
汚

染
の

科
学

的
調

査
＞
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＜
ダ

イ
オ

キ
シ

ン
類

の
人

へ
の

ば
く
露

実
態

調
査

＞
耐

容
一

日
摂

取
量

（
T
D

I）
4
pg

-
T
E
Q

/
kg

/
da

y
1
.2

1
9
1

1
.0

5
8
8

1
.1

2
8
1

0
.9

3
6
5

未
集

計

＜
ナ

ノ
マ

テ
リ

ア
ル

に
関

す
る

知
見

の
充

実
＞

・
工

業
用

ナ
ノ

材
料

に
関

す
る

環
境

影
響

防
止

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定 ・
ナ

ノ
マ

テ
リ

ア
ル

製
造

事
業

者
等

に
お

け
る

安
全

対
策

の
あ

り
方

研
究

会
報

告
書

の
策

定
・
「
ヒ

ト
に

対
す

る
有

害
性

が
明

ら
か

で
な

い
化

学
物

質
に

対
す

る
労

働
者

ば
く
露

の
予

防
的

対
策

に
関

す
る

検
討

会
（
ナ

ノ
マ

テ
リ

ア
ル

に
つ

い
て

）
報

告
書

」
の

公
表

・
ナ

ノ
材

料
リ

ス
ク

評
価

書
（
中

間
報

告
版

）
の

公
表

・
ナ

ノ
マ

テ
リ

ア
ル

情
報

収
集

・
発

信
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
結

果
を

公
表

＜
化

学
物

質
の

最
適

管
理

を
目

指
す

リ
ス

ク
ト

レ
ー

ド
オ

フ
解

析
手

法
の

開
発

＞

・
洗

浄
剤

及
び

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

添
加

剤
の

リ
ス

ク
ト

レ
ー

ド
オ

フ
評

価
書

の
作

成

重
点

調
査

事
項

②
：
 化

学
物

質
の

環
境

リ
ス

ク
管

理
と

リ
ス

ク
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
推

進

≪
Ｐ

Ｒ
Ｔ

Ｒ
制

度
の

運
用

状
況

と
課

題
≫

届
出

事
業

所
数

4
0
8
7
7

4
1
0
5
4

4
0
8
4
5

3
9
4
7
2

届
出

排
出

・
移

動
量

4
8
9
,4

5
5

4
7
1
,6

4
0

4
5
7
,5

1
7

4
0
0
,0

0
8

＜
化

管
法

政
省

令
改

正
＞

化
管

法
施

行
令

の
改

正
化

管
法

省
令

の
改

正
(H

2
2
.4

.1
)

＜
Ｐ

Ｒ
Ｔ

Ｒ
デ

ー
タ

の
公

表
方

法
の

拡
充

＞

＜
P

R
T
R

制
度

に
係

る
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
の

整
備

＞
P

R
T
R

排
出

量
等

算
出

マ
ニ

ュ
ア

ル
改

訂

≪
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

推
進

に
係

る
取

組
状

況
≫

個
別

事
業

所
ご

と
の

P
R

T
R

デ
ー

タ
を

H
P

で
公

表

＜
Ｐ

Ｒ
Ｔ

Ｒ
制

度
の

運
用

状
況

＞
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＜
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
に

必
要

な
情

報
の

公
表

＞

フ
ァ

ク
ト

シ
ー

ト
の

作
成

対
象

物
質

(※
1
)作

成
済

み
物

質
の

情
報

更
新

を
含

む
(※

2
)毒

性
等

デ
ー

タ
部

分
の

み
作

成
し

た
も

の
を

含
む

1
5
9
(※

1
)

2
0
9
(※

1
)

2
5
9
(※

1
)

3
0
9
(※

1
)

3
4
3
(※

1
)(
※

2
)

＜
下

水
道

に
係

る
水

系
水

質
リ

ス
ク

へ
の

対
応

＞

・
下

水
道

に
お

け
る

Ｐ
Ｒ

Ｔ
Ｒ

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
策

定 ・
事

故
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

の
作

成

＜
化

学
物

質
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
の

派
遣

＞
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
数

5
5

5
0

4
3

4
4

4
1

＜
リ

ス
ク

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

場
の

提
供

＞
円

卓
会

議
4

3
1

2
2

≪
そ

の
他

≫

＜
化

学
物

質
に

関
す

る
情

報
共

有
の

推
進

＞

化
学

物
質

審
査

規
制

法
を

改
正

し
、

関
係

省
庁

へ
の

情
報

提
供

の
規

定
を

新
設

タ
ス

ク
フ

ォ
ー

ス
会

合
（
各

省
連

絡
会

議
を

兼
ね

る
）
の

開
催

回
数

－
－

7
3

3

対
象

施
策

成
果

報
告

会
（
一

般
公

開
の

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

）
の

参
加

者
数

－
－

2
0
4

(科
学

未
来

C
A

N
)

2
7
6

（
灘

尾
ホ

ー
ル

）
2
4
4

（
灘

尾
ホ

ー
ル

）

＜
C

C
A

処
理

木
材

が
一

部
に

含
ま

れ
る

廃
材

の
リ

サ
イ

ク
ル

に
お

け
る

リ
ス

ク
管

理
＞

重
点

調
査

事
項

③
：
 国

際
的

な
観

点
に

立
っ

た
化

学
物

質
管

理
の

取
組

≪
Ｓ

Ａ
ＩＣ

Ｍ
に

沿
っ

た
化

学
物

質
管

理
の

取
組

≫

＜
化

審
法

の
改

正
＞

化
学

物
質

審
査

規
制

法
の

改
正

≪
国

際
協

調
に

基
づ

く
環

境
リ

ス
ク

の
評

価
等

≫

・
下

水
道

に
お

け
る

対
応

方
策

に
つ

い
て

検
討

現
行

の
対

応
状

況
や

課
題

の
把

握
等

を
含

め
、

情
報

収
集

を
実

施

＜
連

携
施

策
群

に
よ

る
各

省
化

学
物

質
関

連
施

策
の

連
携

強
化

等
＞
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＜
Ｐ

Ｏ
Ｐ

ｓ
対

象
物

質
に

対
す

る
措

置
＞

・
P

O
P

ｓ
条

約
に

追
加

さ
れ

た
物

質
を

化
審

法
の

第
一

種
特

定
物

質
に

指
定

・
P

O
P

s条
約

に
追

加
さ

れ
た

農
薬

用
途

に
関

連
す

る
物

質
を

農
取

法
の

販
売

禁
止

農
薬

に
指

定
（
平

成
2
2
年

4
月

施
行

）

＜
水

銀
汚

染
対

策
へ

の
国

際
的

な
貢

献
＞

　

国
連

環
境

計
画

（
Ｕ

Ｎ
Ｅ

Ｐ
）
第

2
5

回
管

理
理

事
会

で
水

銀
規

制
に

関
す

る
条

約
の

制
定

に
合

意

＜
農

薬
登

録
制

度
の

刷
新

に
向

け
た

取
組

＞

・
作

物
残

留
性

試
験

へ
の

Ｇ
Ｌ

Ｐ
導

入
・
作

物
残

留
性

試
験

と
し

て
必

要
と

な
る

試
験

例
数

の
見

直
し

に
つ

い
て

検
討

・
家

畜
代

謝
・
残

留
試

験
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
導

入
に

つ
い

て
検

討

（
注

）
「
平

成
2
1
年

度
」
の

施
策

の
う

ち
、

一
部

に
平

成
2
2
年

度
の

施
策

を
含

む
。

＜
日

中
韓

の
化

学
物

質
管

理
に

関
す

る
連

携
強

化
の

取
組

＞

第
８

回
日

中
韓

三
カ

国
環

境
大

臣
会

合
で

化
学

物
質

管
理

に
係

る
情

報
交

換
を

進
め

る
こ

と
に

合
意

日
中

韓
化

学
物

質
管

理
政

策
ダ

イ
ア

ロ
ー

グ
の

開
催

日
中

韓
G

H
S
専

門
家

会
合

の
開

催
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